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Ａ青柳河岸及青柳村絵図（仮題）
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藤
田

□
□



Ｂ

Ｂ青柳村富士川堤決壊絵図（仮題）

未
申

 

御
普
請





大
柳
川

箱
原
村

羽
鹿
嶋
村

Ｃ1

Ｃ富士川絵図（仮題）



天
神
森

〔
廿
七
番
〕

大
柳
川

箱
原
村

羽
鹿
嶋
村



西
嶋
村

小　
山

岩
間
村

楠
甫
村

C2



手
打
沢
村

西
嶋
村

岩
間
村

鴨
狩
津（
向
）村

上
田
原



八
日
市
場

切
石
村

下
田
原

宮
木
村

C3

〔
廿
六
番
〕



伊
沼
村

八
日
市
場

下
田
原

宮
木
村

〔
廿
六
番
〕

〔
廿
五
番
〕



下
山
村

飯
冨
村

波
高
嶋

〔
拾
八
番
〕

湯
川

早　
川

〔
廿
四
番
〕

〔
廿
三
番
〕

〔
廿
弐
番
〕

〔
廿
壱
番
〕

〔
弐
拾
番
〕

〔
拾
九
番
〕

C4

臺
子



上
八
木（
沢
）村

下
山
村

波
高
嶋

湯　
川

早　
川

〔
廿
三
番
〕

〔
廿
弐
番
〕

〔
廿
壱
番
〕

〔
弐
拾
番
〕

〔
拾
九
番
〕

〔
拾
八
番
〕
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拾
七
番
〕

〔
拾
六
番
〕

波
木
井
川

大
野
山

身
延
山

波
木
井
村

下
八
木（
沢
）村

帯
金
村

丸
瀧
村
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角
打
村

波
木
井
川

大
野
山

波
木
井
村

帯
金
村

丸
瀧
村



〔
拾
五
番
〕

〔
拾
四
番
〕

下
清
ヶ
村

和
田
村

平　
村

C6

（
子
）



光
子
沢
村

大
嶋
村

下
清
ヶ
村
（
子
）



小
内
船

中
野
村

C7



（
下
り
舟
の
姿
）

〔
拾
三
番
〕

〔
拾
壱
番
〕

〔
拾
弐
番
〕

土
瓶
澤

南
部
村

中
野
村

小
内
船



戸
操
川

大
和
村

楮
根
村

（
内
船
村
）
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福
士
川

町
屋

福
士
村

井
出
村

楮
根
村



御
関
所

佐
野
川

西
行

御
関
所

万
澤
村

十
嶋
村
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万
沢
川

甲
駿
堺

〔
拾
番
〕

駿
州稲

子
村

御
関
所

万
澤
村

御
関
所



駿
州

　
橋
上

稲
子
川

長
貫
村

C10



楠
金
村

長
貫
村



「
嘉
永
四
亥
年

 

大
水
之
節
登
船
路

 

岩
長
八
拾
八
間
普
請
」

「
嘉
永
四
亥
年

 

登
船
路
普
請
」

「
嘉
永
四
亥
年

 

比
邉
轉
石
三
ヶ
所
切
取
」

〔
九
番
〕

内
房
村

C11



「
嘉
永
四
亥
年

 

附
石

　
長
六
間
横
三
間

　
高
平
均
六
尺
切
取
」

「
嘉
永
四
亥
年

 

摺
岩
切
取
」

「
嘉
永
四
亥
年

 

弥
治
石
切
取
」

〔
九
番
〕

〔
七
番
〕

〔
八
番
〕



釣
橋

釜
口
村

「
嘉
永
四
亥
年

 

登
船
手
掛
目
度
穴

�

五
ヶ
所
普
請
」

〔
五
番
〕

〔
四
番
〕

C12

〔
六
番
〕
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臺
嶋

芝
川

釜
口
村

「
嘉
永
四
亥
年

 

登
船
手
掛
目
度
穴

�

五
ヶ
所
普
請
」

〔
五
番
〕

〔
四
番
〕



沼
久
保
村

〔
三
番
〕

C13



松
野
村

沼
久
保
村

〔
弐
番
〕

〔
三
番
〕



万
野
村

南
松
野

C14

〔
壱
番
〕



木
嶋
村

岩
木
村

（
岩
本
村
）



（「
五
貫
嶋
」
の
上
に
貼
紙
）

御
米
揚
場

御
米
蔵

岩　
淵

松
岡
村

水　
神

C15



五
貫
嶋

御
米
揚
場

御
米
蔵

岩　
淵

水　
神



C16



福
士
村

福
士
川

船
路
浅
□

大
ア
サ
セ

大
ア
サ
セ

大
ア
サ
セ

井
出
村

寄
畑
村



船
路

大
ア
サ
セ

大
ア
サ
セ

佐
野
川

十
嶋
村

御
番
所

ア
サ
セ

宮
ヶ
鼻

西
行

万
澤
村

御
番
所

甲
駿

万
沢
川

D1

Ｄ富士川絵図下書（仮題）〔破損あり〕



小
豆
石

お
坊
岩

難
場

万
澤
村

御
番
所

甲
駿

万
沢
川

十
嶋
村

御
番
所

ア
サ
セ

宮
ヶ
鼻



駿
　
稲
子
村

茶
木
畑
大
難
場

（
下
り
船
の
姿
）

長
貫
村

駿
州
橋
上

内
房
村

本
成
寺

D2



立
岩

三
ッ
岩

糸
尻
岩

楠
金
村

銚
子
口

峯
岩

象
ヶ
岩

弥
二
右
ヱ
門
岩

立
石

金
岩

内
房
村

本
成
寺

長
貫
村



後
川

内
房
川

釜
口

丸
岩

蔵
岩

釣
橋

二
ノ
岩

瀬
戸
嶋

柴
川

月
臺
嶋
村

D3



チ
ヤ
ウ
ナ
カ
ケ
岩

大
巻
岩

月
臺
嶋
村



「
星
山
村
人
家
有
」

松
野
村

弓
立
石

俵
石

南
松
野
村

「
流
し
綱
」

沼
久
保
村

ク
ロ
金
岩

犬
落

七
色
岩

万
野
村

D4



明
星
岩

そ
う
な
し
岩

俵
石

南
松
野
村

犬
落

七
色
岩

万
野
村



サ
キ
ノ
ス

木
嶋
村

尼
ヶ
岩

御
米
揚
場

岩
渕
河
岸

岩
本
村

松
岡
村

水
神
ノ
森

浮
ス
岩

D5



水
神

五
貫
嶋

御
米
揚
場

岩
渕
河
岸

松
岡
村

浮
ス
岩

水
神
ノ
森



中
野
郷

D6



Ｅ船中安全祈願札

E



　
　
　
　
富
士
川
町
郷
土
資
料
叢
書
第
五
集
の
発
刊
に
よ
せ
て

富
士
川
町
教
育
長　

野
　
中 

　
正
　
人
　

　

山
梨
県
南
巨
摩
郡
富
士
川
町
は
甲
府
盆
地
の
南
部
に
位
置
し
ま
す
が
、
こ
の
盆
地
を
流
れ
る
笛
吹
川
と
釜
無
川
と
い
う
二
つ
の
河
川
は
、
町
の
北

側
で
合
流
し
て
日
本
三
大
急
流
の
一
つ
富
士
川
と
な
っ
て
静
岡
県
の
駿
河
湾
に
注
い
で
い
ま
す
。

　

こ
の
二
つ
の
川
が
合
流
し
て
富
士
川
と
な
る
場
所
、
ま
た
勢
い
よ
く
甲
府
盆
地
を
流
れ
下
る
場
所
に
あ
る
本
町
は
、
町
の
東
側
が
富
士
川
に
対
面

す
る
地
形
で
、
ま
こ
と
に
富
士
川
町
を
名
乗
る
に
ふ
さ
わ
し
い
位
置
に
あ
る
と
い
え
ま
し
ょ
う
。

　

先
人
が
、
こ
の
地
に
青
柳
河
岸
と
鰍
沢
河
岸
、
対
岸
に
黒
沢
河
岸
と
い
う
「
甲
州
の
三
河
岸
」
を
選
定
し
た
の
は
、
江
戸
幕
府
が
開
か
れ
て
間
も

な
い
慶
長
十
二
年
（
一
六
〇
七
）
頃
の
こ
と
と
い
い
ま
す
か
ら
、
今
か
ら
約
四
百
年
以
上
前
に
あ
た
り
ま
す
。

　

こ
の
時
、
富
士
川
を
開か

い

鑿さ
く

し
た
の
が
京
都
の
豪
商
角
倉
了
以
で
す
が
、
そ
の
川
筋
見
立
て
の
際
、
案
内
を
し
、
問
屋
役
を
仰
せ
つ
か
っ
た
の
が
小

河
内
太
郎
左
衛
門
家
の
先
祖
で
あ
っ
た
と
い
い
ま
す
。
小
河
内
家
の
元
の
屋
敷
の
は
な
れ
座
敷
に
は
、
角
倉
了
以
が
滞
在
し
た
と
の
言
い
伝
え
も
あ
っ

た
そ
う
で
す
。

　

本
書
で
は
、
小
河
内
家
に
伝
わ
っ
た
四
種
類
の
富
士
川
関
係
の
絵
図
を
中
心
に
、
青
柳
村
や
青
柳
河
岸
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
郷
土
資
料
叢
書
も
第
五
集
と
な
り
、
い
よ
い
よ
富
士
川
舟
運
を
メ
イ
ン
テ
ー
マ
に
と
り
あ
げ
ま
す
。
町
内
に
は
、
長
い
年
月
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
多
く
の
資
料
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ら
に
照
明
を
当
て
、
現
在
ま
た
未
来
の
富
士
川
町
の
姿
を
考
え
る 

え
に
し 

と
し
て
い
た
だ
け
れ
ば

幸
い
で
す
。

　

今
後
と
も
、
本
叢
書
刊
行
に
、
変
わ
ら
ぬ
ご
支
援
を
い
た
だ
け
れ
ば
有
難
く
存
じ
ま
す
。

　
　
　
　

二
〇
二
一
年
（
令
和
三
年
）
三
月
吉
日
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げ
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覚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
国
立
資
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館
青
柳
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書
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史
料
７　

明
治
十
八
年
（
一
八
八
五
）
七
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

水
害
川
限
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調
上
申
（
富
士
川
町
蔵
）��
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80

史
料
８　

図
Ａ
安
政
七
年
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一
八
六
〇
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青
柳
河
岸
及
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柳
村
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解
説

１
富
士
川
絵
図

図
Ａ　
青
柳
河
岸
及
青
柳
村
絵
図
（
仮
題
）

本
書
は
、
町
内
青
柳
町
の
小
河
内
照
一
郎
家
に
伝
え
ら
れ
た
、
富
士
川
水
運
に
関
す
る
四

種
類
の
絵
図
を
図
Ａ
～
図
Ｄ
と
し
て
収
録
し
た
。
そ
れ
ら
の
寸
法
や
図
Ａ
と
図
Ｂ
の
相
互
関

係
に
つ
い
て
は
、【
表
１
】
に
示
し
た
。
図
Ａ
は
、
昨
年
度
〔
Ｂ
１
判
サ
イ
ズ
カ
ラ
ー
〕
に

て
出
版
し
、
本
書
史
料
８
の
解
説
を
加
え
た
の
で
、
そ
ち
ら
を
参
照
さ
れ
た
い
。
ま
た
、

拡
大
し
た
絵
図
で
も
必
ず
し
も
明
確
に
読
め
な
い
絵
図
の
記
載
事
項
に
つ
い
て
、
判
明
す
る

限
り
絵
図
中
に
番
号
を
付
し
て
一
覧
表
に
示
し
た
。
次
の
【
表
2
】
図
Ａ
記
載
事
項
一
覧
を

参
照
願
い
た
い
。

こ
こ
で
は
、『
山
梨
県
史　

資
料
編
４
中
世
１
県
内
文
書
』（
一
九
九
九
年
）
の
青
柳
村
部

分
の
解
説
に
つ
い
て
、
言
及
し
て
お
き
た
い
。
以
下
に
、
該
当
部
分
を
引
用
す
る
（
一
六
〇

ペ
ー
ジ
、
白
水
智
氏
執
筆
）。

旧
青
柳
村
は
現
増
穂
町
の
東
端
に
位
置
す
る
。
東
は
富
士
川
に
面
し
、
南
は
鰍
沢
と
接

し
て
い
る
。
村
内
中
央
を
戸
川
が
東
流
し
、
富
士
川
に
合
流
す
る
。
富
士
川
に
沿
い
駿

州
往
還
が
縦
断
、
追
分
で
駿
信
街
道
を
分
岐
し
、
早
く
か
ら
宿
場
と
し
て
開
け
た
。
江

戸
期
に
は
富
士
川
に
面
し
て
青
柳
河
岸
も
開
か
れ
て
い
る
。
青
柳
宿
の
起
源
は
不
明
で

あ
る
が
、
天
正
八
年
（
一
五
八
〇
）
九
月
に
は
、
そ
の
地
に
新
宿
を
取
り
立
て
る
こ
と

が
武
田
勝
頼
よ
り
許
さ
れ
、
三
ヶ
年
の
鍬
下
年
期
と
し
て
諸
役
が
免
除
さ
れ
て
い
る
（
四

号
）。
市
川
上
野
城
（
三
珠
町
）
に
拠
っ
て
い
た
信
玄
の
弟
一
条
信
龍
が
当
地
の
地
頭

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
を
受
け
て
同
宿
に
六
斎
市
を
開
い
て
い
る
（
五
号
）。

新
宿
に
は
戸
川
の
水
が
引
か
れ
た
が
、
そ
の
用
水
を
妨
害
す
る
訴
え
が
出
さ
れ
た
た
め
、

翌
九
年
十
二
月
に
は
長
沢
和
泉
守
に
充
て
て
、
武
田
家
の
奉
行
人
連
署
状
が
与
え
ら
れ

て
い
る
（
六
号
）。
長
沢
氏
は
隣
接
す
る
長
沢
郷
（
増
穂
町
）
の
地
侍
と
思
わ
れ
、
開

発
を
主
導
し
た
者
の
一
人
で
あ
ろ
う
。（
以
下
略
）

こ
こ
で
問
題
な
の
は
、
以
下
の
二
つ
の
点
で
あ
る
。
一
つ
は
、「
戸
川
が
青
柳
村
の
中
央

を
流
れ
て
い
る
」、
と
い
う
点
で
あ
る
。
図
Ａ
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
戸
川
は
青
柳
村
か
ら

更
に
南
の
鰍
沢
村
新
田
分
と
鰍
沢
本
町
を
分
け
る
よ
う
に
流
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
旧
鰍
沢

町
が
旧
増
穂
町
側
に
入
り
込
ん
で
「
新
田
」
と
い
う
地
域
を
形
成
し
て
お
り
、
鰍
沢
村
と
同

村
新
田
の
間
を
流
れ
て
い
る
。
一
方
、
旧
増
穂
町
分
の
最
勝
寺
村
も
、
戸
川
を
越
え
て
馬
門

地
区
な
ど
が
鰍
沢
側
に
入
り
込
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
地
元
の
人
な
ら
、
あ
る
い
は
青
柳
の

地
に
立
っ
た
人
な
ら
、
誰
も
が
わ
か
る
よ
う
に
、
戸
川
は
決
し
て
青
柳
村
の
中
央
を
流
れ
て

は
い
な
い
の
で
あ
る
。

も
う
一
つ
は
、「
青
柳
村
の
用
水
を
妨
害
し
た
長
沢
和
泉
守
が
長
沢
郷
の
者
で
あ
る
」
と

い
う
点
。
該
当
す
る
古
文
書
を
こ
の
中
世
資
料
編
か
ら
引
用
す
る
（
同
書
八
三
七
～
八
三
八

ペ
ー
ジ
）。

（
四
号
）

　
　
　
　
　
　

定

於
于
青
柳
郷
可
被
新
宿
之
由
候
条
、
除
棟
別
并
御
普
請
役
、
自
辛
巳
至
于　
　

来
丁
未
之
年
三
ヶ
年
之
間
、
諸
役
有
御
免
許
之
由
、
被
仰
出
者
也
、
仍
如
件
、

　
　
　
　

天
正
八
庚辰　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
山
摂
津
守

　
　
　
　
　
　
　

九
月
十
九
日
印　
　
　
　
　
　
　
　

奉
之

　
　
　
　
　

一
条
上
野
介
殿

（
五
号
）

　
　
　
　
　

青
柳
新
宿
市
中
日
限

　
　
　

二
日　

七
日　

拾
二
日　

拾
七
日　

廿
二
日　

廿
七
日

右
以
日
限
毎
月
可
立
市
中
者
也
、
仍
如
件
、

　
　
　
　

天
正
八
年
庚辰

　
　
　
　
　
　
　

十
二
月
廿
七
日　
　
　
（
花
押
影
）

（
六
号
）

従
去
年
青
柳
新
宿
以　

御
下
知
被
為
立
候
之
間
、
外
川
之
水
彼
宿
へ
通
候
之
処
ニ
、
被

相
留
之
由
言
上
候
、
以
新
儀
如
此
之
擬
御
法
度
ニ
候
之
条
、
御
陣
御
留
守
中
先
之
通
候

而
、
於
有
申
所
者
、
御
帰
陣
之
上
、
披
露
可
被
申
候
、
已
上
、

　
　
　

巳　
　
　
　
　
　
　
　

以
清
齊
□

　
　
　
　

十
二
月
十
六
日　
　

安　

加
㊞

　
　
　
　
　
　
　

長
沢
和
泉
守
殿

天
正
八
年
（
一
五
八
〇
）
九
月
、
武
田
勝
頼
は
、
青
柳
郷
の
富
士
川
の
対
岸
市
川
に
拠
点

を
有
す
る
一
条
上
野
介
に
対
し
、
青
柳
新
宿
の
と
り
立
て
に
際
し
、
棟
別
と
普
請
役
を
辛
巳

（
天
正
九
年
）
か
ら
丁
未
〔
実
際
は
癸
未
〕（
天
正
十
一
年
）
迄
の
三
年
間
免
除
す
る
こ
と
を

約
し
た
。
こ
れ
に
応
じ
て
、
一
条
家
は
青
柳
新
宿
の
市
立
て
を
、
毎
月
二
と
七
の
つ
く
日
、

す
な
わ
ち
六
斎
市
と
し
た
。
と
こ
ろ
が
翌
天
正
九
年
、
新
宿
の
た
め
に
外
川
（
戸
川
）
の
水

を
新
宿
に
通
し
た
（
引
い
た
）
と
こ
ろ
、（
長
沢
和
泉
守
に
よ
っ
て
）
通
水
を
留
め
ら
れ
て
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Ａ　青柳村及青柳河岸絵図

Ｂ　青柳村富士川堤
　　決壊絵図

Ｃ　富士川絵図

Ｄ　富士川絵図（下書）

絵図

本体

表装

白紙

破れている

mc5.001mc141

86cm

96cm

52.6cm

28cm

24.8cm

574cm

18cm

29cm

268cm

【表1】富士川絵図の寸法
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【表2】図A「青柳河岸及青柳村絵図」（仮題）記載事項一覧

１青柳村八町小物成

２㝡勝山

３戸川

４堤

５御高札

６御堤

７午新田小物成　

上三百四拾間

８上同断　

下弐百六十間

９八丁道

10小室道

11石腹附普請村力

12㝡勝寺村境

13平林道

14大久保村

15延長三十町

16天神中条村

17根方道

18青柳下村分水

　延長五町

19是ヨリ青柳村境迄

　百六十間

20呑用水

21天神中条村境

22善應寺

23 □□

24昌福寺

25畑方取下

26御朱印

27畑方本免

28 古宿

29青柳寺

30法長寺

31 廿騎

32上分水

33法久寺砂置

34産神

35長澤村境

36 田嶋（田嶋屋敷）

37古堂

38火番

39御高札

40火番

41白山

42火番

43火番

44鰍澤村境

45安政七申年回陽

46小河内氏

　輅（カ）後探起（花押）

47鶴齋貞俶印　印

48悪水

49 藤田

50田方取下

51損地

52畑方取下

53 □□

54 □□（森）

55 □□ 

56畑方本免

57 □□

58田方本免

59用水

60 □□

61御墨印

62 八畠

63用水

64正一位

65郷蔵

66畑方取下

67 町谷

68 窪田

69

70 北□□（北新居）

71 上沼

72 上原

73 □□（ほけ）

74（羅針盤）

75大椚村境

76卯堤馬踏

77卯馬入本道

78作場通ひ道

79要水小川

80損地

81本免田方

82畑取下ヶ

83新田

84田畑成

85田取下ヶ

86畑本免

87大椚村堤境

88大椚村悪水

89田畑成

90 □□

91御堤

92三ヶ村悪水

93御高札

94長澤村大椚村悪水

95弐百弐十八間

96（水神）

97御蔵臺

98（青柳の渡し）

99 □□

100御堤三百七拾弐間余

101畑方取下

102戌辰亥午新田

103見取

104（富士川下り舟）

105（富士川上り舟）
□□
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し
ま
っ
た
と
い
う
申
し
立
て
が
（
青
柳
新
宿
か
ら
）
あ
っ
た
。
し
か
し
、
武
田
家
当
主
は
現

在
出
陣
の
最
中
で
あ
る
た
め
、（
通
水
を
止
め
る
理
由
を
）
申
す
と
こ
ろ
が
あ
れ
ば
、（
今
は

用
水
を
止
め
な
い
で
）、（
武
田
家
当
主
が
）
御
帰
陣
の
後
に
言
上
せ
よ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

武
田
家
の
奉
行
衆
、
以
清
齊
（
市
川
元
松
）
と
安
加
（
安
倍
宗
貞
）
が
「
長
沢
和
泉
守
殿
」

と
い
う
か
ら
に
は
、
こ
の
地
域
で
一
定
程
度
の
地
位
を
有
す
る
土
豪
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る

が
、
通
水
を
止
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
上
流
に
位
置
す
る
者
だ
け
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で

は
、
長
沢
和
泉
守
は
ど
こ
に
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
先
の
解
説
で
は
、
そ
の
住
所
を
隣
の
長

沢
郷
と
し
て
い
る
。
た
し
か
に
、
青
柳
の
追
分
で
道
を
左
に
と
れ
ば
駿
信
往
還
に
入
り
、
最

初
の
村
が
長
沢
で
あ
る
。
し
か
し
、
長
沢
村
は
戸
川
の
用
水
に
と
っ
て
青
柳
村
の
上
流
に
位

置
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
単
に
地
名
と
姓
が
同
一
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。

こ
の
図
Ａ
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
青
柳
村
の
用
水
は
西
の
戸
川
上
流
か
ら
取
水
さ
れ
、
傾

斜
を
利
用
し
て
東
の
富
士
川
に
向
か
っ
て
流
れ
下
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
取
水
口
は

大
久
保
村
か
ら
天
神
中
條
村
を
通
っ
て
青
柳
村
に
至
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
決
し
て
長
沢
村

か
ら
用
水
を
引
い
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
せ
い
ぜ
い
悪
水
（
下
水
）
が
青
柳
村
の
北
の
境

を
通
っ
て
富
士
川
に
流
れ
込
ん
で
い
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
青
柳
村
の
分
水
を

止
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
上
流
の
天
神
中
條
村
に
所
在
し
た
長
沢
和
泉
守
だ
け
で
あ
る
。

天
神
中
條
地
区
で
は
長
沢
姓
が
多
く
、
近
世
の
村
役
人
は
ほ
と
ん
ど
長
沢
姓
で
あ
っ
た
。
な

お
、
周
知
の
よ
う
に
武
田
家
は
こ
の
翌
年
天
正
十
年
（
一
五
八
二
）
三
月
に
滅
ん
で
い
る
。

文
書
中
に
あ
る
よ
う
な
武
田
家
当
主
帰
陣
後
の
長
沢
和
泉
守
か
ら
の
言
上
の
機
会
は
な
か
っ

た
。
そ
れ
か
ら
約
二
十
年
後
、
青
柳
村
の
慶
長
六
年
（
一
六
〇
一
）
検
地
帳
を
見
る
と
、
三

四
軒
の
屋
敷
（
御
蔵
屋
敷
一
含
）
の
う
ち
、
四
軒
が
「
明
屋
敷
」
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
明

き
屋
敷
の
数
は
、
周
辺
村
々
の
中
で
最
も
多
い
。
先
の
一
条
氏
と
駿
河
側
か
ら
侵
攻
し
た
徳

川
方
の
軍
勢
が
衝
突
し
た
の
が
、
こ
の
青
柳
の
地
と
も
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
の
二
点
は
、『
山
梨
県
史
』
と
い
う
百
年
、
二
百
年
に
一
度
の
刊
行
物
の
中
で
、

こ
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
た
こ
と
は
、
地
元
に
と
っ
て
大
変
影
響
力
が
強
い
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
本
書
の
批
判
が
、
県
史
を
手
に
し
た
人
々
に
ど
の
よ
う
に
届
く
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、

歴
史
は
史
料
の
分
析
と
共
に
現
地
に
お
け
る
実
地
調
査
の
双
方
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
述
べ

て
お
き
た
い
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
に
述
べ
る
こ
と
は
、
当
然
筆
者
自
身
に
も
跳
ね
返
っ
て
く

る
の
で
あ
り
自
戒
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
相
互
批
判
に
よ
っ
て
、
歴
史

学
は
進
歩
す
る
も
の
と
信
じ
て
い
る
。

本
図
は
図
Ａ
の
部
分
図
（【
表
１
】
参
照
）
で
、
上
に
置
く
と
ぴ
っ
た
り
と
合
わ
さ
る
よ

う
に
描
か
れ
て
い
る
。
今
回
新
た
に
小
河
内
家
か
ら
提
供
さ
れ
た
。
全
体
図
Ａ
の
イ
メ
ー
ジ

は
い
か
に
も
平
和
な
青
柳
村
と
青
柳
河
岸
が
描
か
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
こ
の
部
分
図
Ｂ
が

置
か
れ
る
と
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
は
激
変
す
る
。
い
っ
た
ん
川
が
荒
れ
る
と
そ
の
恐
ろ
し
い
牙

は
、
人
々
が
汗
を
流
し
て
突
き
固
め
た
堤
を
あ
っ
と
い
う
間
に
抉
り
取
っ
て
し
ま
う
こ
と
を

表
わ
し
て
い
る
。
図
Ａ
の
印
象
は
全
く
変
わ
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
図
Ｂ
に
は
こ
れ
以
上

の
決
壊
を
防
ぐ
た
め
に
大
規
模
な
菱
牛
や
聖
牛
が
主
要
な
部
分
に
設
置
さ
れ
て
い
る
。
し
か

し
、
南
側
（
向
か
っ
て
左
手
）
に
大
規
模
な
渦
が
描
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
水
の
勢
い
は
ま

だ
ま
だ
弱
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
絵
図
の
年
代
は
、
左
端
に
「
未
申　

御
普
請
」
と

い
う
文
字
が
描
か
れ
て
い
る
の
が
ヒ
ン
ト
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
図
Ａ
が
「
安
政
七
申
年
」

な
の
で
、
こ
の
干
支
は
安
政
六
未
年
と
安
政
七
申
年
の
二
年
に
わ
た
る
普
請
に
よ
っ
て
図
Ａ

の
よ
う
に
決
壊
し
た
堤
が
修
復
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
普
請
と
い
う
の
は
、
村

方
が
行
う
自
普
請
と
支
配
領
主
か
ら
費
用
が
出
さ
れ
る
御
普
請
に
分
か
れ
る
。
こ
の
場
合
、

御
普
請
と
「
御
」
が
つ
い
て
い
る
の
で
官
普
請
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
丸
太
を
組

ん
だ
中
に
竹
籠
な
ど
に
大
石
を
入
れ
て
固
定
し
、
流
水
に
流
さ
れ
な
い
よ
う
に
工
夫
し
て
い

る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
青
柳
村
文
書
を
分
析
し
て
こ
の
御
普
請
の
実
態
を
今
後
探
す

必
要
が
あ
る
。

い
つ
も
な
ら
静
か
に
穏
や
か
に
流
れ
て
い
る
富
士
川
で
は
、
広
い
河
川
敷
に
畑
が
作
ら
れ

て
の
ど
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
ひ
と
た
び
豪
雨
が
降
れ
ば
、
富
士
川
は
甲
府
盆
地
中
の
雨
水

を
集
め
て
一
気
に
流
れ
下
る
。
茶
色
い
水
は
、
す
ぐ
に
堤
防
に
迫
っ
て
来
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
図
Ｂ
は
文
字
の
筆
跡
か
ら
も
、
ま
た
、
図
Ａ
の
左
下
部
に
ぴ
っ
た
り
と
納
ま
る
と

こ
ろ
か
ら
も
、
絵
図
の
タ
ッ
チ
か
ら
も
、
図
Ａ
と
同
一
人
物
の
手
に
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
図
Ａ
の
作
者
鶴
齋
と
い
う
名
前
は
、
こ
れ
ま
で
一
般
の
絵
師
の
名
前
と
し
て
は
見
つ
け

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
唯
一
、
昌
福
寺
文
書
の
寺
宝
一
覧
書
上
げ
中
に
、「
隺
齋
」
に

よ
る
絵
画
が
一
点
書
き
出
さ
れ
て
い
た
（
実
物
の
存
否
に
つ
い
て
は
不
明
）。
こ
の
た
め
、

青
柳
村
か
そ
の
近
く
の
地
元
で
活
躍
し
た
絵
師
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
た
。
こ
こ
で
再
度
、

図
Ａ
の
作
者
名
の
と
こ
ろ
を
見
る
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
河
内
氏

　
　
　

安
政
七
申
年
回
陽　
　
　

輅
（
カ
）後
探
起
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鶴
齋
貞
俶
印 

印

と
な
っ
て
い
る
。
筆
者
は
当
初
、
こ
の
両
者
は
基
本
的
に
別
人
と
し
、
こ
の
絵
図
は
幕
末

図
Ｂ　
青
柳
村
富
士
川
堤
決
壊
絵
図
（
仮
題
）
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の
小
河
内
家
の
当
主
第
九
代
太
郎
左
衛
門
吉
清
が
絵
師
鶴
齋
に
依
頼
し
て
作
成
し
た
と
考
え

た
。
し
か
し
、
ま
っ
た
く
青
柳
村
や
青
柳
河
岸
の
こ
と
を
知
ら
な
い
者
が
こ
れ
だ
け
詳
細
に

描
け
る
で
あ
ろ
う
か
、
吉
清
に
絵
心
が
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

今
回
、
絵
図
Ｂ
の
存
在
を
重
く
考
え
、
鶴
齋
と
は
小
河
内
家
の
当
主
吉
清
の
可
能
性
が
き
わ

め
て
高
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
堤
防
決
壊
の
様
子
を
こ
の
よ
う
に
リ

ア
ル
に
描
け
る
の
は
、
地
元
で
暮
ら
し
て
い
る
人
物
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

ち
な
み
に
鶴
齋
の
下
の
二
つ
の
印
の
う
ち
、
上
の
印
文
は
「
貞
俶
」、
下
の
印
は
ま
だ
解

読
で
き
て
い
な
い
。

こ
う
し
た
富
士
川
や
戸
川
の
普
請
の
規
模
や
名
称
に
つ
い
て
は
、
史
料
６
と
史
料
７
を

参
照
さ
れ
た
い
。

図
Ｃ　
富
士
川
絵
図
（
仮
題
）

図
Ａ
・
図
Ｂ
の
絵
図
と
並
ん
で
、
小
河
内
家
所
蔵
絵
図
の
白
眉
は
こ
の
富
士
川
絵
図
で
あ

る
。
た
だ
し
、
三
河
岸
の
部
分
は
な
く
、
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
鰍
沢
河
岸
の
下
流
の
大
柳

川
河
口
（
十
谷
村
の
入
口
で
箱
原
村
の
北
）
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
な
ぜ
甲
州
三
河
岸
が
描

か
れ
て
い
な
い
の
か
、
そ
の
理
由
は
不
明
で
あ
る
が
、
陸
上
の
道
筋
を
示
す
赤
い
線
が
こ
こ

に
も
描
か
れ
て
お
り
、
そ
の
始
点
を
考
え
る
と
、
こ
れ
だ
け
の
絵
図
で
三
河
岸
や
卯
の
瀬
が

描
か
れ
て
い
な
か
っ
た
、
と
考
え
る
の
は
不
自
然
で
あ
ろ
う
。
残
念
な
が
ら
欠
損
し
た
の
で

あ
ろ
う
。
以
後
、
駿
河
国
岩
渕
河
岸
ま
で
の
富
士
川
と
そ
の
両
岸
の
地
形
（
特
に
岩
の
名
）

や
村
名
・
主
要
な
寺
社
名
な
ど
が
描
か
れ
る
。
一
方
、
富
士
川
の
中
に
は
、
駿
河
国
の
松
野

村
と
南
松
野
村
の
間
の
壱
番
か
ら
上
流
に
向
か
い
天
神
森
前
の
廿
七
番
ま
で
朱
書
の
貼
紙
が

あ
る
。
こ
れ
は
、
大
部
分
岩
の
脇
に
付
さ
れ
て
い
る
の
で
、
難
所
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
墨
書
で
比
較
的
長
文
の
貼
紙
、
た
と
え
ば
「
嘉
永
四
亥
年
大
水
之
節
登
船
路
岩
長
八

拾
八
間
普
請
」
な
ど
と
い
う
も
の
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
幕
末
の
嘉
永
四
年
（
一
八
五
一
）（
ペ

リ
ー
来
航
の
二
年
前
）
に
大
規
模
な
富
士
川
普
請
が
行
わ
れ
た
際
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
富
士

川
の
難
船
場
は
浅
瀬
（
図
中
に
は
ア
サ
セ
な
ど
と
表
記
）
や
水
中
の
大
岩
で
あ
ろ
う
が
、
こ

れ
ら
の
障
害
物
の
除
去
（
浅
瀬
に
つ
い
て
は
対
策
不
明
）
が
、「
摺
岩
切
取
」・「
弥
治
岩
切
取
」

な
ど
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
そ
れ
ま
で
水
中
に
あ
っ
た
岩
も
、
大
水
の
際
の
富
士
川

の
強
力
な
水
流
に
よ
っ
て
転
が
さ
れ
て
形
を
変
え
、
水
上
に
岩
の
一
部
を
出
現
さ
せ
る
例
が

あ
り
、
こ
う
し
た
新
た
な
難
船
場
に
対
す
る
大
規
模
な
改
修
工
事
が
行
わ
れ
た
も
の
と
推
定

さ
れ
る
。
ま
た
、
そ
れ
と
同
時
に
、
こ
れ
ま
で
船
を
曳
き
上
げ
る
場
合
ど
の
よ
う
な
経
路
を

た
ど
っ
た
の
か
ほ
と
ん
ど
不
明
で
あ
っ
た
が
、
先
に
引
用
し
た
登
船
路
の
記
述
の
よ
う
に
、

富
士
川
の
中
だ
け
で
な
く
、
そ
の
河
岸
の
船
を
曳
き
上
げ
る
道
も
、
長
さ
八
十
八
間
（
一
間

＝
約
一
・
八
一
八
メ
ー
ト
ル
）
一
六
〇
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
に
わ
た
っ
て
通
行
し
や
す
い
よ
う
に

改
修
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
「
嘉
永
四
亥
年
登

船
手
掛
目
度
穴
五
ヶ
所
普
請
」
と
い
う
記
述
も
あ
り
、
引
き
綱
を
背
に
負
っ
て
船
を
曳
き
上

げ
る
際
に
、
水
流
の
強
さ
に
よ
っ
て
は
引
手
が
川
に
落
ち
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し

た
こ
と
を
防
ぐ
た
め
に
、
手
を
掛
け
る
穴
を
も
う
け
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
図
中
の

記
載
事
項
も
解
読
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
、
本
書
の
成
果
で
あ
り
、
今
後
多
く
の
方

に
議
論
し
て
い
た
だ
き
た
い
点
で
あ
る
。
ま
た
、
富
士
川
水
運
で
は
、
上
流
の
三
河
岸
と
下

流
の
岩
淵
河
岸
と
の
間
に
も
、
岩
間
や
南
部
・
八
日
市
場
な
ど
の
中
間
の
河
岸
場
の
存
在
が

知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
絵
図
に
は
一
切
中
間
の
河
岸
場
の
記
載
が
見
ら
れ
な
い
。

こ
の
点
は
、
本
図
作
成
の
目
的
が
、
あ
く
ま
で
も
嘉
永
四
年
と
安
政
六
年
（
後
述
）
の
普
請

箇
所
の
確
認
の
た
め
に
作
成
さ
れ
た
も
の
と
考
え
て
お
き
た
い
。

な
お
、
本
図
と
先
の
図
Ａ
・
図
Ｂ
と
の
関
連
で
あ
る
が
、
安
政
七
年
（
一
八
六
〇
）
と
嘉

永
四
年
（
一
八
五
一
）
と
年
代
は
近
い
。
筆
者
の
よ
う
な
素
人
目
に
は
川
の
水
の
色
が
似
て

い
る
よ
う
に
も
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
文
字
は
全
く
別
人
で
あ
る
と
い
え
る
。
さ
ら
に
細
か

な
点
で
あ
る
が
、
図
Ｃ
で
は
下
流
の
駿
河
の
岩
本
村
を
「
岩
木●

村
」
と
書
い
て
い
る
よ
う
に

見
え
る
。
い
や
し
く
も
富
士
川
水
運
に
関
わ
っ
て
い
る
者
が
、
果
た
し
て
岩
本
村
の
名
を
間

違
え
る
だ
ろ
う
か
。
一
方
、
水
神
森
や
屏
風
岩
な
ど
の
表
現
は
、
実
際
に
現
地
に
足
を
運
ん

だ
う
え
で
描
い
た
と
い
う
、
絵
師
と
し
て
の
専
門
性
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

こ
の
点
の
判
断
は
、
読
者
の
方
に
委
ね
た
い
。

図
Ｃ
の
年
代
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
小
野
寺
淳
氏
が
『
近
世
河
川
絵
図
の
研
究
』（
一
九

九
一
年
、
古
今
書
院
）
に
お
い
て
本
図
を
「
富
士
川
通
鰍
沢
よ
り
岩
淵
迄
絵
図
面
」
と
名
付

け
、
安
政
四
年
（
一
八
五
七
）
か
ら
遅
く
と
も
安
政
六
年
（
一
八
五
九
）
の
間
に
作
成
さ
れ

た
こ
と
を
考
証
し
て
い
る
。
小
野
寺
氏
の
著
書
は
河
川
絵
図
と
い
う
新
し
い
分
野
を
切
り
開

く
意
図
を
持
っ
た
労
作
で
あ
り
、
東
北
の
最
上
川
を
は
じ
め
全
国
各
地
の
河
川
絵
図
を
検
討

し
て
い
る
。
そ
の
個
別
分
析
の
一
つ
で
あ
る
富
士
川
に
関
す
る
本
絵
図
の
年
代
確
定
に
つ
い

て
も
行
き
届
い
た
史
料
の
捜
索
と
分
析
が
な
さ
れ
て
お
り
、
ほ
ぼ
首
肯
で
き
る
。
小
野
寺
氏

の
要
旨
は
、
①
こ
の
図
は
安
政
期
の
富
士
川
改
修
を
出
資
者
の
𣇃
米
の
小
林
八
右
衛
門
に
承

諾
し
て
も
ら
う
た
め
の
要
望
書
（
安
政
四
年
提
出
）
と
共
に
提
出
さ
れ
た
富
士
川
絵
図
（
の

控
）
と
考
え
ら
れ
る
。
②
図
中
の
朱
書
の
付
箋
が
貼
ら
れ
て
い
る
場
所
は
今
回
新
た
に
改
修

を
必
要
と
す
る
二
七
の
場
所
で
あ
る
。
③
前
回
の
嘉
永
四
年
（
一
八
五
一
）
の
改
修
工
事
の

場
所
は
墨
書
の
付
箋
が
貼
ら
れ
て
い
る
。
④
甲
府
市
の
小
林
家
に
は
、
ほ
ぼ
同
じ
内
容
の
絵
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図
（
た
だ
し
絵
図
の
作
成
者
は
別
人
）
が
あ
り
、
小
河
内
家
の
絵
図
は
提
出
さ
れ
た
絵
図
の

控
え
と
考
え
ら
れ
る
。
⑤
こ
の
た
め
作
成
年
代
は
要
望
書
が
出
さ
れ
た
安
政
四
年
か
ら
、
遅

く
と
も
工
事
が
完
成
し
た
安
政
六
年
の
間
で
あ
ろ
う
、
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
小
野
寺
氏
の
要
旨
は
正
し
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
小
野
寺
氏
が
掲
げ
る
他
の
二
図

や
関
係
史
料
を
筆
者
は
現
時
点
で
未
見
で
あ
り
、
十
分
な
補
足
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
遺

憾
と
す
る
。
な
お
、
小
野
寺
氏
の
著
書
に
掲
載
さ
れ
た
部
分
の
写
真
で
見
る
限
り
、
小
林
家
の
富
士

川
絵
図
の
作
者
は
小
河
内
家
の
絵
図
の
作
者
と
別
人
で
あ
る
。
ま
た
、
小
河
内
家
の
絵
図
を
控
え
と

さ
れ
た
が
、
両
者
は
別
々
の
も
の
で
、
小
河
内
氏
の
手
元
に
置
か
れ
た
、
と
い
う
限
り
で
の
控
え
で

あ
る
。

図
Ｄ　
富
士
川
絵
図
（
下
書
）〔
前
欠
・
破
損
部
分
有
〕

さ
て
、
今
回
小
河
内
家
か
ら
新
た
な
富
士
川
絵
図
が
提
供
さ
れ
た
。
本
絵
図
の
存
在
は
、

こ
れ
ま
で
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
か
っ
た
。
前
欠
で
あ
り
、
上
部
の
欠
損
も
少
な
か
ら
ず
み

ら
れ
る
。
現
存
す
る
の
は
、
駿
河
国
と
の
境
に
近
い
福
士
村
・
万
沢
村
か
ら
下
流
の
部
分
で

あ
る
。
記
載
さ
れ
る
村
名
な
ど
は
図
Ｃ
と
そ
れ
ほ
ど
変
わ
ら
な
い
が
、
途
中
の
岩
の
名
、
特

に
釜
口
と
呼
ば
れ
る
難
所
の
岩
石
の
名
称
は
詳
し
い
。
岩
淵
村
の
先
の
中
野
郷
が
あ
る
こ
と

も
、
本
絵
図
の
特
徴
で
あ
る
。
ま
た
、
富
士
川
の
中
の
浅
瀬
と
、
船
の
通
路
が
赤
い
点
線
で

書
か
れ
て
い
る
こ
と
も
、
先
の
図
Ｃ
が
富
士
川
の
普
請
か
所
を
主
目
的
に
作
成
さ
れ
た
と
思

わ
れ
る
の
に
対
し
、
本
図
の
特
徴
で
あ
る
。
ま
た
、
図
Ｄ
で
は
銚
子
口
を
通
ら
ず
に
後
川
を

通
っ
て
い
る
。
文
字
の
書
き
方
は
い
か
に
も
走
り
書
き
で
、
流
域
の
岩
石
の
書
き
方
も
タ
ッ

チ
が
下
書
き
、
あ
る
い
は
覚
書
の
よ
う
に
見
ら
れ
る
。
残
念
な
が
ら
作
成
年
代
の
手
が
か
り

と
な
る
記
載
を
筆
者
は
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
な
お
、
図
Ｃ
・
図
Ｄ
の
両
図
に

共
通
し
て
い
る
の
は
、
ご
く
小
さ
く
で
は
あ
る
が
、
舟
で
竿
を
さ
す
人
と
乗
客
が
一
か
所
ず

つ
描
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
当
時
の
河
川
絵
図
を
描
く
上
で
の
作
法
で
あ
ろ
う

か
、
単
な
る
偶
然
で
あ
ろ
う
か
。

写
真
Ｅ　
小
河
内
家
船
中
安
全
祈
願
札

富
士
川
水
運
青
柳
河
岸
の
お
問
屋
で
あ
っ
た
小
河
内
照
一
郎
家
に
は
、
全
部
で
三
五
枚
の

「
船
中
安
全
祈
願
札
」（
仮
称
）
が
残
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
ら
を
一
覧
表
に
し
た
の
が
、【
表

3
】
で
あ
る
。
そ
の
年
代
は
、
弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）
か
ら
慶
応
二
年
（
一
八
六
六
）
と
、

幕
末
の
短
い
期
間
で
あ
る
が
、
本
来
は
も
っ
と
早
く
か
ら
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
祈
願
で
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
。
日
付
は
原
則
と
し
て
正
月
二
九
日
、
即
ち
月
末
で
あ
る
。
小
室
山
妙
法
寺

の
住
職
が
小
河
内
家
を
訪
れ
、「
青
柳
船
方
中
」
と
あ
る
の
で
、
小
河
内
家
の
庭
に
船
頭
衆

が
集
ま
っ
て
御
祓
い
を
う
け
て
い
る
光
景
を
想
像
し
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
大

部
分
は
小
室
山
妙
法
寺
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
十
九
番
は
昌
福
寺
（
青
柳
村
）、
二
四
番

は
身
延
山
中
谷
の
円
臺
坊
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
一
部
家
内
安
全
も
あ
る
が
、
大
部
分
は
「
船

中
安
全
」、
す
な
わ
ち
「
板
子
一
枚
下
は
地
獄
」
と
い
わ
れ
た
富
士
川
を
上
り
下
り
す
る
人
々

の
安
心
安
全
を
祈
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
な
か
で
「
如
風
於
空
中
一
切
無
障
碍
」
と

い
う
印
象
的
な
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る
。
風
の
よ
う
に
一
切
の
障
害
も
な
く
進
む
船
の
姿
が

祈
願
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
ま
た
、
そ
の
祈
願
の
対
象
と
し
て
、
二
十
番
か
ら

二
三
番
の
四
枚
の
札
に
記
載
さ
れ
て
い
る
、
富
士
川
水
運
中
三
大
難
場
の
一
つ
と
恐
れ
ら
れ

た
天
神
ヶ
瀧
減
岩
（
岩
の
除
去
）
を
ね
が
う
も
の
で
あ
ろ
う
。「
天
神
減
石
而
」・「
天
神
ヶ

瀧
玄
石
而
」
と
い
う
こ
と
ば
に
、
そ
の
祈
願
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
。

以
上
四
点
の
絵
図
と
、
こ
の
よ
う
な
船
中
安
全
の
祈
願
札
が
ま
と
ま
っ
て
残
さ
れ
て
い
る

と
こ
ろ
が
、
富
士
川
水
運
を
つ
か
さ
ど
る
「
お
問
屋
」
小
河
内
家
の
歴
史
を
偲
ば
せ
る
も
の

と
い
え
よ
う
。
さ
ら
に
小
河
内
家
の
役
割
や
責
任
を
物
語
る
も
の
で
も
あ
ろ
う
。

２
青
柳
村
と
問
屋
小
河
内
家

甲
斐
国
の
支
配

甲
斐
国
の
領
主
支
配
を
概
観
す
る
と
、
天
正
十
年
（
一
五
八
二
）
三
月
、
武
田
家
が
滅
ん

で
以
降
の
甲
斐
国
は
、
め
ま
ぐ
る
し
く
支
配
者
が
替
わ
っ
た
。
し
か
し
、
概
し
て
い
う
と
前

半
の
一
四
〇
年
間
は
藩
領
ま
た
は
城
番
の
時
代
、
後
半
の
一
四
〇
年
間
は
一
国
幕
領
の
直
轄

地
支
配
で
そ
の
中
に
御
三
卿
領
が
浮
か
ん
で
い
る
時
代
と
い
え
よ
う
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、

甲
斐
国
は
江
戸
を
守
る
西
の
防
壁
と
し
て
、
親
藩
と
も
い
う
べ
き
将
軍
家
の
一
族
や
そ
れ
に

次
ぐ
柳
沢
吉
保
の
よ
う
な
将
軍
側
近
の
人
物
が
置
か
れ
、
あ
る
い
は
直
轄
領
と
し
て
の
代
官

支
配
が
行
わ
れ
て
い
た
。
そ
の
支
配
の
変
遷
を
示
す
と
、【
表
４
】
の
よ
う
に
な
る
。　

富
士
川
水
運
の
始
ま
り

こ
う
し
た
甲
斐
国
に
お
け
る
年
貢
米
は
、
当
初
ど
の
よ
う
に
領
主
の
も
と
に
届
け
ら
れ
て

い
た
の
か
は
明
確
で
な
い
。
近
世
前
期
、
遠
距
離
の
場
合
は
年
貢
の
地
払
い
が
お
こ
な
わ
れ
、

金
銭
や
手
形
に
替
え
て
運
ば
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
甲
州
道
中
を
馬
背
で
年
貢
米
を
運
ぶ

の
は
な
か
な
か
困
難
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
江
戸
が
次
第
に
発
展
す
る
と
、
甲
斐
国
の
年
貢

米
を
江
戸
ま
で
継
続
的
に
大
量
に
輸
送
す
る
シ
ス
テ
ム
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
。
慶
長
十
二

年
（
一
六
〇
七
）
の
角
倉
了
以
に
よ
る
富
士
川
水
運
の
開
鑿
は
そ
の
代
表
で
あ
ろ
う
。
こ
の

年
の
開
鑿
に
つ
い
て
は
、
江
戸
幕
府
の
正
史
と
も
い
う
べ
き
『
徳
川
実
紀
』
を
は
じ
め
、
多
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く
の
書
物
に
引
用
さ
れ
て
い
る
が
、
近
世
初
頭
の
こ
と
で
も
あ
り
、
具
体
的
な
記
述
は
な
か

な
か
残
っ
て
い
な
い
。
具
体
的
な
日
付
が
書
か
れ
て
い
る
も
の
は
、
駿
河
国
富
士
郡
の
富
士

川
下
流
域
の
村
に
残
さ
れ
た
記
録
『
岩
本
村
年
代
記
』（
仮
称
）〔
山
崎
家
文
書
〕
が
、
筆
者

の
出
会
っ
た
唯
一
の
記
録
で
あ
る
。
こ
の
史
料
を
初
め
て
富
士
市
立
図
書
館
の
写
真
版
で
見

た
と
き
の
興
奮
を
今
で
も
お
ぼ
え
て
い
る
。

（
慶
長
）　

九
辰
○�
慶
長
十
二
年
未
八
月
六
日
、
富
士
川
へ
高
瀬
舟
乗
下
ス
、
岩
渕
八
郎
右

衛
門
先
祖
宗
鑑
誕
生
之
日
、
高
瀬
乗
下
ス
、
天
和
二
年
亥
ノ
六
月
十

日
、
享
年
七
十
五
ニ
テ
終
ル
、

　
　
　
　

十
二
未
○
岩
本
村
御
代
官
井
出
志
摩
守
様
、

　
　
　
　
　
　
　

○
慶
長
十
弐
未
之
年
朝
鮮
人
来
朝
、

こ
の
史
料
は
慶
長
十
二
年
に
作
成
さ
れ
た
同
時
代
の
第
一
次
史
料
で
は
な
い
。
あ
と
か
ら

記
録
さ
れ
た
年
代
記
的
な
史
料
で
あ
る
。
し
か
し
、
民
間
の
伝
承
と
し
て
、
こ
れ
以
上
確
か

な
も
の
は
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
天
和
二
年
（
一
六
八
一
）
七
五
才
で
亡
く
な
っ
た

岩
淵
村
八
郎
右
衛
門
の
先
祖
宗
鑑
の
生
ま
れ
た
日
、
そ
れ
が
慶
長
十
二
年
（
一
六
〇
七
）
八

月
六
日
で
、
そ
の
日
に
富
士
川
を
高
瀬
舟
が
下
っ
て
き
た
、
と
い
う
伝
承
で
あ
る
。
西
暦
に

す
る
と
九
月
二
六
日
で
あ
る
。
こ
の
記
録
の
信
ぴ
ょ
う
性
に
つ
い
て
は
様
々
な
意
見
が
あ
る

と
思
う
。
し
か
し
、
享
保
期
（
一
七
一
六
～
一
七
三
六
）
頃
に
成
立
し
た
と
い
う
こ
の
『
岩

本
村
年
代
記
』（
山
崎
家
文
書
）
が
記
録
す
る
他
の
記
事
は
、
か
な
り
信
頼
性
が
高
い
。
全
く

根
拠
の
な
い
こ
と
を
記
録
し
た
と
も
思
え
な
い
の
で
あ
る
。
個
人
的
見
解
で
あ
る
が
、
二
月

二
三
日
が
富
士
山
の
日
で
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
い
ず
れ
か
の
日
を
「
富
士
川
の
日
」
に
し
て

も
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
記
録
は
、
現
在
、
石
川
雅
也
氏
が
『
富
士
地
区　

古
文

書
叢
書　

第
一
巻
』（
二
〇
一
八
年
十
月
刊
）
と
し
て
自
費
で
出
版
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

実
物
の
史
料
は
、
静
岡
県
富
士
市
立
富
士
山
か
ぐ
や
姫
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
二
階
で
展
示
さ
れ
て

い
る
。

青
柳
村
の
土
地
と
戸
口

甲
斐
国
巨
摩
郡
西
郡
筋
青
柳
村
は
、
甲
府
盆
地
南
端
、
富
士
川
の
右
岸
に
位
置
す
る
近
世

（
ほ
ぼ
安
土
桃
山
時
代
と
江
戸
時
代
）
の
村
で
あ
る
。
村
の
北
側
で
、
釜
無
川
と
笛
吹
川
・

芦
川
な
ど
が
合
流
し
て
富
士
川
が
形
成
さ
れ
、
そ
の
下
流
の
両
側
に
、
近
世
初
頭
に
甲
州
三

河
岸
が
設
置
さ
れ
た
。
右
岸
に
は
駿
河
側
に
鰍
沢
河
岸
・
甲
府
側
に
青
柳
河
岸
、
左
岸
に
は

鰍
沢
河
岸
の
向
か
い
に
黒
沢
河
岸
が
置
か
れ
た
。
青
柳
河
岸
の
背
後
に
位
置
す
る
の
が
、
荒

れ
川
で
あ
る
戸
川
が
形
成
し
た
扇
状
地
の
扇
端
部
に
位
置
す
る
青
柳
村
で
あ
る
。

青
柳
村
の
村
高
は
、
慶
長
六
年
（
一
六
〇
一
）
の
検
地
で
は
三
八
二
石
九
斗
七
升
（「
甲

斐
国
四
郡
古
高
帳
」『
甲
斐
叢
書
第
一
巻
』
一
九
七
四
年
、
再
刊
）、
寛
文
十
二
年
（
一
六
七

二
）
の
検
地
で
は
七
二
一
石
五
斗
三
升
一
合
で
あ
っ
た
。
そ
の
内
訳
を
寛
文
十
二
年
の
場
合

で
み
る
と
【
表
５
】
の
よ
う
に
な
る
。
畑
の
中
に
は
屋
敷
分
が
含
ま
れ
、
青
柳
村
は
そ
の
割

合
が
多
い
の
で
そ
の
分
を
差
し
引
く
と
、
田
と
畑
の
石
高
の
割
合
は
ほ
ぼ
等
し
い
。
し
か
し

そ
の
内
訳
は
、
下
田
・
下
々
田
、
下
畑
・
下
々
畑
が
い
ず
れ
も
三
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
越
え
、

田
品
に
は
あ
ま
り
恵
ま
れ
て
は
い
な
い
。
ま
た
、
青
柳
村
の
戸
口
に
つ
い
て
は
、
甚
だ
不
十

分
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
判
明
し
た
分
を
【
表
６
】
と
し
て
示
し
た
。
慶
長
六
年
（
一
六

〇
一
）
検
地
の
屋
敷
数
三
四
軒
が
、
約
七
〇
年
後
の
寛
文
八
年
（
一
六
六
八
）
の
宗
門
人
別

改
帳
で
は
一
〇
〇
軒
を
超
え
、
さ
ら
に
七
〇
年
後
の
享
保
十
八
年
（
一
七
三
三
）
の
明
細
帳

で
は
二
一
三
軒
、
さ
ら
に
約
一
〇
〇
年
後
の
文
政
九
年
（
一
八
二
六
）
に
は
三
〇
三
軒
・
一

五
六
一
人
の
大
村
に
な
っ
て
い
る
。
戸
口
か
ら
見
る
限
り
、
青
柳
河
岸
は
順
調
に
発
展
し
た

よ
う
に
見
え
る
。
た
だ
し
、
宝
永
二
年
（
一
七
〇
五
）
と
享
保
十
八
年
（
一
七
三
三
）
の
間

を
境
に
し
て
、
女
性
の
人
口
が
男
性
を
上
回
る
村
に
変
わ
っ
て
い
る
。
そ
の
理
由
を
今
後
考

え
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

問
屋
小
河
内
家

小
河
内
照
一
郎
家
は
、
通
称
「
お
問
屋
」
と
呼
ば
れ
、
青
柳
河
岸
の
問
屋
を
代
々
つ
と
め

た
家
で
あ
る
。
家
紋
は卍
（
ぎ
ゃ
く
ま
ん
じ
）、
家
印
は
「
漢
字
の
「
星
」
の
文
字
の
上
に

棒
が
交
叉
す
る
（
さ
す
ぼ
し
）」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
本
書
は
小
河
内
家
に
残
さ
れ
た
富

士
川
水
運
に
関
係
す
る
四
種
類
の
絵
図
を
中
心
に
構
成
さ
れ
て
い
る
。
ど
れ
も
他
家
に
は
な

い
貴
重
な
絵
図
で
あ
り
、
本
書
を
手
に
す
る
多
く
の
方
々
は
、
こ
れ
だ
け
立
派
な
絵
図
が
あ

る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
に
関
連
す
る
た
く
さ
ん
の
古
文
書
が
小
河
内
家
に
残
さ
れ
て
い
る
で
あ

ろ
う
、
と
想
像
す
る
こ
と
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
誠
に
残
念
な
こ
と
に
、
先
代
の
小
河
内
為
信

さ
ん
を
は
じ
め
、
郷
土
史
家
の
樋
口
幸
之
さ
ん
が
東
京
の
小
河
内
家
ま
で
尋
ね
た
と
い
う
が
、

当
家
に
は
紙
に
書
か
れ
た
文
字
史
料
が
一
点
も
残
さ
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
御
当
主
の

小
河
内
照
一
郎
さ
ん
に
よ
れ
ば
、
江
戸
時
代
一
七
〇
〇
年
代
後
半
の
当
主
、
太
郎
左
衛
門
吉

延
は
俳
諧
を
た
し
な
み
、
烏
橋
（
う
き
ょ
う
）
と
い
う
俳
号
を
持
ち
、
当
時
甲
斐
国
の
俳
諧

の
世
界
を
風
靡
し
た
宗
匠
上
矢
敲
氷
（
う
わ
や
こ
う
ひ
ょ
う
）
も
小
河
内
家
を
訪
ね
た
と
伝

え
ら
れ
て
い
る
。
烏
橋
の
俳
句
は
、
本
叢
書
第
二
集
『
寛
政
十
年
「
聖
廟
奉
納
発
句
勧
進
」・

寛
政
五
年
「
と
を
か
は
つ
」』）（
二
〇
一
六
年
）
に
も
合
計
十
四
句
載
っ
て
お
り
、
か
な
り

熱
を
入
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
俳
諧
関
係
の
書
物
も
残
っ
て
は
い
な
い
。
そ

の
理
由
は
不
明
だ
が
、
私
た
ち
は
今
後
の
小
河
内
文
書
の
出
現
を
ひ
た
す
ら
祈
る
ば
か
り
で

あ
る
。
こ
の
た
め
、
現
状
で
は
他
家
の
史
料
の
中
か
ら
、
小
河
内
家
の
歴
史
を
考
察
し
な
け
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れ
ば
な
ら
な
い
。

小
河
内
家
歴
代

過
去
帳
に
よ
る
と
、
当
家
の
当
主
は
代
々
太
郎
左
衛
門
を
名
乗
っ
て
い
る
。
歴
代
を
記
す

と
、
次
の
よ
う
で
あ
る
（
樋
口
幸
之
編
著
『
小
河
内
家　

家
歴
録
』
一
九
八
七
年
を
参
考
に

し
た
）。
三
代
目
の
吉
相
の
み
、
史
料
で
は
少
な
く
と
も
元
禄
十
五
年（
一
七
〇
二
）迄
は
「
三

左
衛
門
」
を
名
乗
っ
て
お
り
、
生
前
に
太
郎
左
衛
門
と
称
し
た
か
は
不
明
で
あ
る
。

　

１
法
長
院
日
久　
　
　

太
郎
左
衛
門
吉
道　
　

正
保
四
年
（
一
六
四
七
）
十
二
月
十
七
日

　

２
自
性
院
詠
月
日
窓　

太
郎
左
衛
門
吉
方　
　

延
宝
八
年
（
一
六
八
〇
）
八
月
十
二
日

　

３
清
浄
院
蓮
詠
日
華　

太
郞
左
衛
門
吉
相　
　

正
徳
元
年
（
一
七
一
一
）
八
月
二
日

　

４
連
徳
院
教
詠
日
持　

太
郎
左
衛
門
吉
忠　
　

享
保
十
三
年
（
一
七
二
八
）
四
月
二
九
日

　

５
法
圓
院
示
秋
日
長　

太
郎
左
衛
門
吉
房　
　

延
享
三
年
（
一
七
四
六
）
七
月
十
六
日

　

６
法
信
院
示
教
日
詠　

太
郎
左
衛
門
吉
延　
　

文
化
十
一
年
（
一
八
一
四
）
五
月
十
一
日

　

７
心
了
院
観
明
日
敬　

太
郎
左
衛
門
吉
雄　
　

文
化
四
年
（
一
八
〇
七
）
五
月
十
一
日

　

８
了
性
院
法
縁
日
浄　

太
郎
左
衛
門
吉
常　
　

文
政
十
二
年
（
一
八
二
九
）
十
一
月
二
日

　

９
無
量
院
善
行
日
功　

太
郎
左
衛
門
吉
清　
　

明
治
十
七
年
（
一
八
八
四
）
九
月
十
八
日

　

10
深
心
院
実
道
日
脩　

太
郎
左
衛
門
吉
知　
　

明
治
十
八
年
（
一
八
八
五
）
一
月
三
一
日

　

11
謙
徳
院
忠
勇
日
光　

小
河
内
猪
一　
　
　
　

明
治
三
七
年
（
一
九
〇
四
）
八
月
三
一
日

　

12
浄
徳
院
持
相
日
久　

小
河
内
寅
四
郎　
　
　

明
治
三
九
年
（
一
九
〇
六
）
九
月
二
八
日

　

13
正
行
院
妙
教
日
意　

小
河
内
濱
子　
　
　
　

昭
和
五
年
（
一
九
三
〇
）
四
月
五
日

こ
こ
か
ら
見
ら
れ
る
の
は
、
近
世
前
期
か
ら
中
期
に
か
け
て
は
順
調
に
相
続
が
な
さ
れ
た

で
あ
ろ
う
こ
と
。
近
世
後
期
か
ら
明
治
に
か
け
て
、
幼
少
の
当
主
が
相
続
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
時
代
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
初
代
太
郎
左
衛
門
吉
道
は
日
蓮
宗
法

長
寺
（
青
柳
町
）
の
開
基
で
、
日
久
を
名
乗
っ
た
と
い
う
。
同
寺
に
あ
る
小
河
内
家
の
墓
域

に
は
、
現
在
四
三
基
の
墓
碑
が
建
ち
並
び
、
家
の
歴
史
の
古
さ
を
偲
ば
せ
る
。
か
つ
て
法
長

寺
の
門
は
国
道
か
ら
入
る
現
在
の
道
に
対
し
て
跨
ぐ
よ
う
に
正
面
に
あ
っ
た
。
こ
の
場
所
は

そ
の
大
門
の
脇
に
位
置
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

小
河
内
家
の
由
緒

現
在
小
河
内
家
の
由
緒
を
伝
え
る
唯
一
の
史
料
が
、
富
士
川
町
大
久
保
の
大
久
保
勝
徳
家

に
伝
え
ら
れ
た
天
保
十
一
年
（
一
八
四
〇
）
の
「
手
続
書
」
史
料
１
で
あ
る
（
詳
細
は
後
述
）。

そ
れ
に
よ
る
と
、
小
河
内
家
が
青
柳
の
地
に
や
っ
て
き
た
の
は
、
戦
国
時
代
後
期
の
永
禄
年

間
（
一
五
五
八
～
一
五
七
〇
）
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
う
。
以
後
、
江
戸
時
代
初
め
の
慶
長

（
一
五
九
六
～
一
六
一
五
）・
元
和
（
一
六
一
五
～
一
六
二
四
）
年
間
が
家
勢
盛
ん
で
、
寛
文

（
一
六
六
一
～
一
六
七
三
）・
元
禄
（
一
六

八
八
～
一
七
〇
四
）
年
間
ま
で
は
、
家
内

二
七
、
八
人
ほ
ど
で
あ
っ
た
と
い
う
。
と

こ
ろ
が
、
延
享
（
一
七
四
四
～
一
七
四
八
）

年
中
よ
り
災
難
続
き
（
具
体
的
記
述
は
な

い
）
で
、
家
が
衰
微
し
た
と
い
う
。
さ
ら

に
明
和
（
一
七
六
四
～
一
七
七
二
）
年
中
、

鰍
沢
村
と
青
柳
村
の
出
入
り
が
六
年
か
か

り
、
そ
の
訴
訟
費
用
甲
金
八
〇
〇
両
の
う

ち
村
方
で
二
〇
〇
両
、
残
り
六
〇
〇
両
を

問
屋
太
郎
左
衛
門
と
船
頭
ど
も
と
折
半
す

る
こ
と
に
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
船
頭
ど
も

は
支
払
う
力
が
な
く
、
太
郎
左
衛
門
が
田

畑
を
質
に
入
れ
て
六
〇
〇
両
を
立
て
替
え

た
。
船
頭
の
分
は
荷
物
一
俵
・
一
個
の
運

賃
か
ら
五
厘
・
三
厘
の
置
銭
を
取
っ
て
年

に
十
両
余
、
二
八
年
か
か
っ
て
無
利
息
で

納
め
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
よ

う
な
こ
と
も
あ
っ
て
、
安
永
（
一
七
七
二

～
一
七
八
一
）
年
中
か
ら
身
上
薄
く
な
り
、

天
明
元
年
（
一
七
八
一
）
の
類
焼
も
あ
っ

て
兄
の
太
郎
左
衛
門
〔
七
代
〕
は
病
身
と
な
り
、
文
化
四
年
（
一
八
〇
七
）
死
去
し
た
と
い

う
。
そ
の
忰
太
郎
左
衛
門
〔
八
代
〕
も
女
房
運
が
悪
か
っ
た
せ
い
も
あ
り
壮
年
で
死
去
し
、

そ
の
子
太
郎
左
衛
門
〔
九
代
〕
は
今
年
（
天
保
十
一
子
年
）
よ
う
や
く
十
三
歳
（
姉
十
五
歳
）、

こ
の
た
め
六
左
衛
門
（
親
族
か
）
が
移
り
住
み
、
昔
三
〇
人
が
暮
ら
し
て
い
た
広
い
家
も
、

召
使
い
を
い
れ
て
六
人
で
寂
し
く
暮
ら
し
て
い
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

「
宗
門
人
別
改
帳
」
の
な
か
の
小
河
内
家

江
戸
時
代
前
期
、
四
代
将
軍
家
綱
の
治
世
で
あ
る
寛
文
八
年
（
一
六
六
八
）
と
寛
文
十
三

年
（
一
六
七
三
）
の
「
青
柳
村　

切
支
丹
穿
鑿
宗
門
人
別
改
帳
」（
仮
称
、
二
冊
共
表
紙
欠
損

の
た
め
他
の
表
紙
よ
り
勘
案
）
に
は
、
小
河
内
太
郎
左
衛
門
家
は
次
の
よ
う
に
出
て
い
る
。

青
柳
村　

寛
文
八
年
（
一
六
六
八
）
宗
門
人
別
改
帳
（
昌
福
寺
蔵
）（
数
字
は
記
載
順
）

「

小河内家墓所（法長寺）　古い舟型の墓碑が並ぶ
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23　
　

当
村
法
花
宗
林
應
寺
旦
那
㊞

一
太
郞
左
衛
門
義
、
西
郡
筋
上
宮
地
村
平
左
衛
門
子
、
廿
八	

太
郞
左
衛
門
㊞

　

年
以
前
巳
ノ
年
、
当
村
太
郎
左
衛
門
居
跡
ニ
罷
成
、
御
百	

　
　

年
四
拾
四
歳

　

姓
仕
罷
有
候
、
宗
旨
之
義
者
、
上
宮
地
村
ニ
て
ハ
禅
宗
傳
嗣

　

院
旦
那
、
当
村
へ
参
候
砌
よ
り
法
花
宗
当
村
林
應
寺
旦
那

　
　
　

夫
と
同
宗
小
室
村
妙
法
寺
旦
那
㊞

一
女
房
義
、
か
ち
か
沢
村
九
郎
兵
衛
娘	

同
人
女
房

	

　
　

年
三
拾
九
歳

　
　
　

父
と
同
宗
当
村
林
應
寺
旦
那
㊞

一
太
郎
左
衛
門
子
三
左
衛
門
儀
、
親
ニ
か
ゝ
り
罷
有
候	

三
左
衛
門
㊞

	

　
　

年
弐
拾
三
歳

　
　
　

母
と
同
宗
妙
法
寺
旦
那
㊞

一
太
左
衛
門
む
す
め
お
く
り
義
、
親
ニ
か
ゝ
り
罷
有
候	

お
く
り

	

　
　

年
拾
五
歳

　
　
　

母
と
同
宗
妙
法
寺
旦
那
㊞

一
太
郞
左
衛
門
娘
お
か
ね
儀
、
親
ニ
か
ゝ
り
罷
有
候	

お
か
ね

	
　
　

年
拾
壱
歳

　
　
　
　
　

お
ん
ぢ
や
う
儀
、
か
ち
か
沢
村
七
郎
兵
衛
所
へ
縁
付
ニ
五
年
以
前
ニ
差
越
申
候

一
外
ニ
太
郞
左
衛
門
娘
二
人
之
内

　
　
　
　
　

お
よ
う
義
、
㝡
勝
寺
村
次
右
衛
門
所
へ
縁
付
当
年
差
越
申
候
、

　
　
　

当
村
法
花
宗
昌
福
寺
旦
那
㊞

一
太
郞
左
衛
門
下
人
弥
左
衛
門
義
、
当
村
小
兵
衛
子
、	

弥
左
衛
門
㊞

　

未
之
年
よ
り
酉
ノ
年
迄
三
年
季
ニ
召
抱
申
候
、
宗
旨
之	

　
　

年
四
拾
四
歳

　

義
ハ
代
々
法
花
宗
当
村
正
福
寺
旦
那
ニ
而
寺
請
状
請
人
方
へ

　

取
置
候
由
、
請
状
ニ
書
入
さ
せ
、
手
形
取
置
申
候
、

　

何
時
も
御
用
次
第
ニ
差
上
ヶ
可
申
候
、

　
　
　

天
神
中
条
村
法
花
宗
信
常
寺
旦
那
㊞

一
太
郞
左
衛
門
下
人
庄
八
郎
義
、
臺
所
生
之
も
の
普
代
之
者	

庄
八
郎
㊞

　
ニ
而
御
座
候
、
宗
旨
之
義
ハ
、
天
神
中
条
村
信
常
寺
旦
那
、	

　
　

年
廿
歳

　
　
　

天
神
中
条
村
法
花
宗
信
常
寺
旦
那
㊞

　
　
　
（
以
下
、
下
人
三
人･

下
女
七
人
略
）

一
与
右
衛
門
義
、
太
郎
左
衛
門
代
々
門
屋
ニ
而
御
座
候
、	

与
右
衛
門
㊞

　

宗
旨
之
義
者
法
花
宗
信
常
寺
旦
那
ニ
而
、
寺
請
状
取
置	

　
　

年
六
拾
一
さ
い

　

申
候
、
何
時
も
御
用
次
第
ニ
差
上
ヶ
可
申
候
、

　
　
　

夫
と
同
宗
信
常
寺
旦
那
㊞

一
女
房
義
、
天
神
中
条
村
八
右
衛
門
む
す
め	

同
人
女
房

	

　
　

年
四
拾
四
歳　
　

」

青
柳
村　

寛
文
十
三
年
（
一
六
七
三
）
宗
門
人
別
改
帳
（
井
上
浩
一
家
蔵
）

「20　
　

小
室
村
法
花
宗
妙
法
寺
旦
那
㊞

一
太
郞
左
衛
門
義
、
西
郡
筋
上
宮
地
村
平
左
衛
門
子
、
三
拾
四	

太
郞
左
衛
門
㊞

　

年
以
前
巳
ノ
年
当
村
太
郎
左
衛
門
所
へ
居
跡
ニ
罷
成
、
御
百	

　
　

年
四
拾
九
歳

　

姓
仕
罷
有
候
、
宗
旨
之
義
ハ
、
宮
地
村
ニ
而
ハ
ぜ
ん
し
う
傳
嗣

　

院
旦
那
、
当
村
へ
参
候
砌
よ
り
法
花
宗
小
室
村
妙
法
寺
旦
那

　
　
　

夫
と
同
宗
小
室
村
妙
法
寺
旦
那
㊞

一
女
房
義
、
鰍
沢
村
九
郎
兵
衛
娘	

同
人
女
房

	

　
　

年
四
拾
四
歳

　
　
　

父
と
同
宗
小
室
村
妙
法
寺
旦
那
㊞

一
太
郎
左
衛
門
子
三
左
衛
門
義
、
親
ニ
か
ゝ
り
罷
有
候	

三
左
衛
門
㊞

	

　
　

年
廿
九
歳

　
　
　

夫
と
同
宗
小
室
村
妙
法
寺
旦
那
㊞

一
女
房
義
、
当
村
新
右
衛
門
娘	

同
人
女
房

	

　
　

年
十
八
歳

　
　
　

母
と
同
宗
小
室
村
妙
法
寺
旦
那
㊞

一
太
郞
左
衛
門
娘
あ
く
り
義
、
親
ニ
か
ゝ
り
罷
有
候	

あ
く
り

	

　
　

年
十
三
歳

　
　
　

父
と
同
宗
小
室
村
妙
法
寺
旦
那
㊞

一
太
郞
左
衛
門
子
五
郎
八
義
、
親
ニ
か
ゝ
り
罷
有
候	

五
郎
八
㊞

	

　
　

年
九
歳

一
外
ニ
太
郞
左
衛
門
娘
四
人
内

　
　
　
　
　

お
ん
じ
や
う
義
、
か
し
か
沢
村
七
郞
兵
衛
所
へ
縁
付
ニ
十
年
以
前
指
越
申
候
、

　
　
　
　
　

お
よ
う
義
、
㝡
勝
寺
村
忠
右
衛
門
所
へ
七
年
以
前
縁
付
ニ
指
越
申
候
、

　
　
　
　
　

お
く
り
義
、
当
村
重
郞
右
衛
門
所
へ
四
年
以
前
縁
付
ニ
指
越
申
候
、
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お
か
ね
義
、
川
内
領
南
部
村
ニ
て
六
之
丞
所
へ
弐
年
以
前
指
越
申
候
、

　
　
　

天
神
中
条
村
法
花
宗
真
常
寺
旦
那
㊞

一
太
郞
左
衛
門
下
人
松
右
衛
門
義
、
普
代
ニ
而
宗
旨
之
義
ハ
、	

松
右
衛
門
㊞

　

天
神
中
条
村
法
花
宗
真
常
寺
旦
那
、	

　
　

年
廿
五
歳

　
　
　

当
村
法
花
宗
林
應
寺
旦
那
㊞

　
　
　
（
以
下
、
下
人
六
人･

下
女
四
人
略
）

�

」

最
も
古
い
寛
文
八
年
宗
門
人
別
改
帳
に
よ
る
と
、
こ
の
時
の
当
主
太
郎
左
衛
門
は
「
西
郡

筋
上
宮
地
村
平
左
衛
門
子
、
廿
八
年
以
前
巳
ノ
年
、
当
村
太
郎
左
衛
門
居
跡
ニ
罷
成
、
御
百

姓
仕
罷
有
候
」
と
あ
っ
て
、
寛
文
八
年
（
一
六
六
八
）
か
ら
二
八
年
前
（
巳
年
は
二
七
年
前
）

の
寛
永
十
八
年
（
一
六
四
一
）
辛
巳
年
に
、
居
跡
と
し
て
同
じ
西
郡
筋
の
上
宮
地
村
（
南
ア

ル
プ
ス
市
）
か
ら
小
河
内
家
に
入
っ
た
人
物
で
あ
っ
た
。
寛
永
十
八
年
と
い
う
の
は
三
代
将

軍
家
光
の
時
代
で
あ
る
が
、
こ
の
頃
す
で
に
、
小
河
内
家
と
い
う
家
が
継
承
さ
れ
る
べ
き
存

在
で
あ
る
と
い
う
意
識
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
郷
土
史
家
の
樋
口
幸
之
さ
ん
に
よ
れ
ば
、

こ
の
宗
門
帳
に
押
さ
れ
て
い
る
太
郎
左
衛
門
の
印
章
は
中
央
に
「
小
川
内
」、
脇
に
諱
名
の
「
吉

方
」
が
刻
ま
れ
て
い
る
。
家
族
は
、
当
主
の
太
郎
左
衛
門
夫
婦
と
息
子
の
三
左
衛
門
、
娘
の

「
お
く
り
」
と
「
お
か
ね
」
の
二
人
が
い
た
。
こ
の
他
「
お
ん
ぢ
や
う
」
と
「
お
よ
う
」
と

い
う
二
人
の
娘
は
既
に
縁
付
い
て
い
る
。

五
年
後
の
寛
文
十
三
年
（
一
六
七
三
）
に
は
、
息
子
の
三
左
衛
門
は
村
内
の
新
右
衛
門
の

娘
を
嫁
に
迎
え
て
お
り
、
先
の
二
人
の
娘
も
他
村
に
嫁
い
で
い
る
。
か
わ
り
に
太
郎
左
衛
門

娘
の
「
あ
く
り　

十
三
歳
」
と
息
子
「
五
郎
八　

九
歳
」
が
い
た
。
こ
の
二
人
に
つ
い
て
は
、

五
年
前
に
は
生
ま
れ
て
い
た
は
ず
で
、
現
代
の
戸
籍
な
ら
ば
当
然
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
が
、
乳
幼
児
の
死
亡
率
が
高
か
っ
た
時
代
に
は
、「
七
歳
ま
で
は
神
の
内
」
と
い
わ
れ
た

よ
う
に
、
無
事
育
つ
か
も
分
か
ら
な
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
一
定
の
年
齢
に
成
長
す
る
ま
で
は

宗
門
人
別
帳
に
記
載
し
な
い
傾
向
に
あ
っ
た
。
ま
た
、
当
初
人
別
帳
の
作
成
さ
れ
る
理
由
の

一
つ
が
、
戦
争
や
土
木
事
業
に
お
け
る
人
夫
の
徴
発
で
あ
っ
た
か
ら
、
一
定
年
齢
以
下
の
記

載
は
不
要
で
も
あ
っ
た
。
と
も
か
く
こ
こ
ま
で
が
血
縁
家
族
で
あ
る
。

一
方
、
太
郎
左
衛
門
家
で
注
目
す
べ
き
は
、
そ
の
非
血
縁
家
族
の
人
数
で
あ
る
。
寛
文
八

年
は
、
奉
公
人
男
五
人
（
内
譜
代
下
人
二
人
）・
女
七
人
の
計
十
二
人
と
門
屋
の
与
右
衛
門

夫
婦
二
人
、
寛
文
十
三
年
は
奉
公
人
男
七
人
（
内
普
代
一
人
・
年
季
奉
公
人
六
人
）・
女
四

人
（
い
ず
れ
も
年
季
奉
公
人
）
の
計
十
一
人
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
両
者
を
合
わ
せ
た
人
数

は
、
寛
文
八
年
・
寛
文
十
三
年
と
も
十
七
人
家
族
で
あ
る
（
門
屋
二
人
は
別
と
し
て
お
く
）。

先
の
由
緒
の
二
七
人
に
は
及
ば
な
い
が
、
現
代
か
ら
見
る
と
実
に
大
家
族
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
の
頃
の
大
き
な
家
で
は
家
内
に
奉
公
人
が
い
る
の
は
当
た
り
前
で
あ
り
、
時
に
は
年
季
の

な
い
譜
代
の
奉
公
人
が
見
ら
れ
る
の
が
、
十
七
世
紀
の
宗
門
人
別
改
帳
の
特
色
で
あ
る
。

も
う
一
つ
注
目
す
べ
き
点
は
、
小
河
内
家
の
檀
那
寺
で
あ
る
。
寛
文
八
年
の
宗
門
帳
で
は

小
河
内
家
の
寺
は
太
郎
左
衛
門
と
息
子
の
三
左
衛
門
が
法
花
宗
林
應
寺
（
青
柳
村
）、
太
郎

左
衛
門
女
房
と
娘
が
法
花
宗
妙
法
寺
（
小
室
村
）
と
別
々
（
男
女
別
檀
家
）
で
あ
っ
た
が
、

寛
文
十
三
年
に
は
、
血
縁
家
族
は
す
べ
て
妙
法
寺
檀
那
と
な
っ
て
い
る
。
小
河
内
家
で
は
当

主
の
太
郎
左
衛
門
が
妻
と
同
じ
檀
那
寺
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
女
房
が
夫
と
同
じ
檀
那

寺
と
な
る
、
と
い
う
の
が
一
般
的
で
あ
る
よ
う
だ
が
、
本
末
関
係
で
い
う
と
同
じ
法
花
宗
で

妙
法
寺
は
林
應
寺
の
本
寺
で
あ
る
と
い
う
関
係
が
背
後
に
あ
っ
た
可
能
性
も
大
き
い
。

こ
の
時
代
か
ら
更
に
三
十
年
後
に
は
、
小
河
内
家
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

青
柳
村　

元
禄
十
五
年
（
一
七
〇
二
）「
西
郡
筋
青
柳
村　

切
支
丹
穿
鑿
宗
門
改
帳
」

（
昌
福
寺
蔵
）
で
は
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

「　
　
　
　
　
　

西
郡
筋
小
室
村
法
花
宗
妙
法
寺
檀
那
㊞

一
三
左
衛
門
義
、
代
々
当
村
生
之
者
ニ
而
御
百
姓
仕
罷
有
候
、	

三
左
衛
門
㊞

	

　
　

年
五
拾
八
歳

　
　
　
　
　
　

右
同
宗
同
寺
旦
那
㊞

　

一
女
房
義
、
当
村
新
右
衛
門
娘	

同
人
女
房

	

　
　

年
四
拾
八
歳

　
　
　
　
　
　

右
同
宗
同
寺
旦
那
㊞

　

一
三
左
衛
門
子
新
右
衛
門
義
、
親
ニ
懸
り
罷
有
候	

新
右
衛
門
㊞

	

　
　

年
弐
拾
五
歳

　
　
　
　
　
　

右
同
宗
同
寺
旦
那
㊞

　

一
女
房
義
、
当
村
重
郎
右
衛
門
娘	

同
人
女
房

	

　
　

年
拾
七
歳

　
　
　
　
　
　

右
同
宗
同
寺
旦
那
㊞

　

一
三
左
衛
門
子
喜
八
郎
義
、
親
ニ
懸
り
罷
有
候	

喜
八
郎
㊞

	

　
　

年
九
歳

　
　
　
　
　
　

西
郡
筋
小
室
村
法
花
宗
妙
法
寺
檀
那
㊞

　

一
三
左
衛
門
娘
か
ね
義
、
親
ニ
懸
り
罷
有
候	

か
ね

	

　
　

年
拾
三
歳

　
　
　
　
　
　

右
同
宗
同
寺
旦
那
㊞
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一
三
左
衛
門
妹
お
ち
や
義
、
親
（
兄
）ニ
懸
り
罷
有
候	

お
ち
や

	

　
　

年
五
拾
三
歳

　
　
　
　
　
　

当
村
法
花
宗
青
柳
寺
旦
那
㊞

　

一
三
左
衛
門
下
人
角
右
衛
門
義
、
当
村
吉
右
衛
門
子
、
辰	

角
右
衛
門

　
　

ノ
暮
ゟ
午
暮
迄
弐
年
季
ニ
召
抱
申
候
、
宗
旨
之
義
ハ
代
々	

　
　

年
五
拾
八
歳

　
　

法
花
宗
当
村
青
柳
寺
旦
那
ニ
而
、
寺
請
状
請
人
方
へ
取
置

　
　

候
由
請
状
ニ
為
書
入
、
手
形
取
置
申
候
、
何
時
成
共
御
用

　
　

次
第
指
上
可
申
候
、

　
　
　
　
　
　
（
以
下
、
下
人
四
人
・
下
女
四
人
略
す
）�

」

当
主
は
三
左
衛
門
に
な
っ
て
お
り
、
当
人
を
含
め
て
八
人
の
血
縁
家
族
と
九
人
の
非
血
縁

家
族
〔
下
人
・
下
女
（
こ
の
段
階
で
は
譜
代
下
人
は
見
ら
れ
な
い
）〕、
合
わ
せ
て
十
七
人
と

い
う
数
は
、
寛
文
期
と
変
わ
っ
て
い
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
こ
れ
か
ら
百
五
十
年
ほ
ど
た
っ
た
幕
末
に
な
る
と
、
小
河
内
家
の
様
子
は
一

変
す
る
。

嘉
永
四
年
（
一
八
五
一
）
亥
三
月　

甲
斐
国
巨
摩
郡
青
柳
村
宗
旨
人
別
改
帳　

東
側

（
富
士
川
町
蔵
）
を
捜
す
と
、

　
　
　

一
代
々
法
花
宗
小
室
村
妙
法
寺
旦
那
㊞　
　
　
　
　
　

太
郎
左
衛
門
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

当
年
弐
十
四
才

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
寺
旦
那
㊞　
　
　
　
　
　

妻
ま　

つ
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

当
年
弐
十
三
才

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
寺
旦
那
㊞　
　
　
　
　
　
　

か　

つ
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

当
年
六
才

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
寺
旦
那
㊞　
　
　
　
　
　

下
男　

安
五
郎
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　

是
者
当
村
百
性
又
右
衛
門
忰
、
去
戌
十
二
月
ゟ　
　

当
年
十
弐
才

　
　
　
　
　
　
　
　
　

壱
ヶ
年
季
ニ
召
抱
申
候
、

と
あ
っ
て
、
小
河
内
家
は
二
十
代
前
半
の
若
夫
婦
と
娘
一
人
、
そ
れ
に
小
学
校
六
年
生
く
ら

い
の
一
年
季
奉
公
人
が
一
人
と
い
う
状
態
で
あ
る
。
宗
門
人
別
帳
に
押
さ
れ
た
印
文
は
吉
清

と
読
め
、
小
河
内
家
の
当
主
と
し
て
の
名
前
が
刻
ま
れ
て
い
る
が
、
父
の
太
郎
左
衛
門
吉
常　
　
　

は
既
に
文
政
十
二
年
（
一
八
二
九
）
十
一
月
に
亡
く
な
っ
て
お
り
、
さ
す
が
の
小
河
内
家
も

勢
い
を
失
っ
て
い
た
よ
う
に
見
え
る
。

同
じ
江
戸
時
代
で
も
、
時
代
の
流
れ
は
先
の
元
禄
十
五
年
の
宗
門
人
別
帳
に
見
ら
れ
た
よ

う
に
、
年
季
の
な
い
譜
代
下
人
は
次
第
に
少
な
く
な
り
、
年
季
奉
公
人
に
変
化
し
て
ゆ
く
。

ま
た
、
社
会
全
体
の
流
れ
と
し
て
、
同
じ
江
戸
時
代
の
百
姓
の
経
営
と
し
て
も
、
多
く
の
下

人
を
抱
え
て
自
分
の
土
地
を
耕
作
さ
せ
る
「
家
父
長
制
大
家
族
経
営
」
よ
り
は
、
小
作
人
に

耕
作
さ
せ
て
、
小
作
料
徴
収
を
中
心
に
す
る
地
主
経
営
に
移
っ
て
ゆ
く
。
勿
論
、
青
柳
河
岸

の
問
屋
で
あ
っ
た
小
河
内
家
で
は
、
問
屋
と
し
て
の
労
働
組
織
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、

家
と
し
て
の
変
化
も
大
き
か
っ
た
こ
と
が
伺
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

青
柳
村
の
村
役
人

現
時
点
で
、
こ
の
間
の
様
子
を
解
明
す
る
青
柳
村
の
宗
門
人
別
帳
を
見
る
こ
と
が
で
き
な

い
が
、
青
柳
村
の
村
役
人
の
中
の
太
郎
左
衛
門
（
一
時
期
は
三
左
衛
門
）
を
見
て
も
、
如
実

に
そ
れ
が
示
さ
れ
る
【
表
７
】。

甲
斐
国
近
世
の
村
役
人
の
変
遷
は
、
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
前
期
は
村
内
の
有
力
な

家
で
あ
る
複
数
の
長
百
姓
（
お
と
な
百
姓
）
の
中
か
ら
年
齢
や
発
言
力
・
政
治
力
な
ど
が
勘

案
さ
れ
て
交
代
で
名
主
役
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
宝
永
・
正
徳
か
ら
享
保
期
に
当
初
「
惣

百
姓
代
」
と
い
う
名
称
で
、
村
内
の
有
力
者
が
名
主
・
長
百
姓
と
名
を
連
ね
、
そ
れ
が
や
が

て
「
百
姓
代
」
と
い
う
役
職
と
な
っ
て
、
小
前
百
姓
の
立
場
か
ら
年
貢
や
村
入
用
な
ど
の
算

用
・
村
財
政
を
巡
る
名
主
な
ど
の
不
正
を
監
視
し
防
止
す
る
役
割
を
担
う
よ
う
に
な
っ
て
く

る
。
ま
た
、
支
配
領
主
の
側
も
村
方
の
文
書
に
村
役
人
の
三
判
を
求
め
る
よ
う
に
な
り
、
こ

れ
ま
で
複
数
で
あ
っ
た
長
百
姓
が
一
人
押
印
と
い
う
形
が
多
く
な
り
、
文
書
に
は
名
主
・
長

百
姓
・
百
姓
代
と
い
う
村
方
三
役
が
明
確
に
な
っ
て
く
る
。
村
役
人
の
単
数
化
に
は
、
名
主

給
や
長
百
姓
の
給
与
支
給
の
問
題
、
あ
る
い
は
「
入
札
」
と
い
う
選
挙
制
度
の
導
入
も
一
役

を
買
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
一
方
で
近
世
後
期
に
は
、
村
役
人
の
仕
事
が
繁
忙

に
な
り
、
選
挙
で
選
ば
れ
て
も
任
命
を
拒
否
す
る
者
も
あ
ら
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
と
、

逆
に
村
役
人
の
増
員
が
行
わ
れ
る
場
合
も
見
ら
れ
る
。
公
的
な
文
書
に
は
村
方
三
役
の
押
印

し
か
な
い
が
、
実
際
は
長
百
姓
や
百
姓
代
が
複
数
存
在
す
る
こ
と
も
珍
し
く
な
く
な
っ
て
く

る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
見
通
し
は
、
こ
れ
か
ら
多
く
の
村
で
検
証
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
が
、
筆
者
の
経
験
の
範
囲
で
こ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

小
河
内
家
で
み
る
と
、
問
屋
と
い
う
重
責
が
あ
る
の
で
名
主
役
に
は
な
っ
て
い
な
い
が
、

多
く
の
期
間
、
村
の
オ
モ
ダ
チ
（
重
立
ち
）
と
し
て
長
百
姓
役
を
務
め
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
小
河
内
家
が
長
百
姓
に
な
っ
て
い
な
い
時
期
が
存
在

す
る
。
家
格
と
し
て
は
長
百
姓
の
家
で
あ
る
が
、
当
主
が
幼
少
で
あ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
健

康
上
の
理
由
な
ど
が
原
因
で
あ
ろ
う
。

寛
文
十
二
年
（
一
六
七
二
）
検
地
の
階
層
構
成

一
方
、
所
持
す
る
耕
地
の
面
で
、
青
柳
村
の
階
層
構
成
を
見
て
み
た
い
。
今
か
ら
三
五
〇
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年
前
の
寛
文
十
二
年
（
一
六
七
二
）
の
検
地
帳
を
集
計
し
た
一
覧
表
の
一
部
（
上
位
者
の
み
）

が
【
表
８
】
で
あ
る
。
屋
敷
を
除
く
田
畑
の
所
持
面
積
の
順
に
並
べ
る
と
、
第
一
位
が
太
郎

左
衛
門
す
な
わ
ち
小
河
内
家
で
、
反
別
七
町
四
反
歩
、
石
高
に
す
る
と
七
八
石
余
に
及
ん
で

い
る
。
青
柳
村
の
村
高
の
十
分
の
一
以
上
に
あ
た
る
。
こ
の
よ
う
な
田
畑
を
小
河
内
家
が
ど

の
よ
う
に
し
て
得
た
の
か
は
推
定
の
域
を
出
な
い
が
、
先
述
の
由
緒
に
よ
れ
ば
、
永
禄
年
間

（
一
五
五
八
～
一
五
七
〇
）
に
青
柳
村
に
や
っ
て
き
た
と
い
う
か
ら
、
そ
れ
以
後
の
百
年
間
に
、

耕
地
の
開
発
や
買
得
に
よ
っ
て
田
畑
を
集
積
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
青
柳
村
の
中
で
は
群

を
抜
い
た
存
在
で
あ
り
、
廻
米
問
屋
を
引
き
受
け
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
家
柄
と
い
え
よ
う
。

第
二
位
の
新
右
衛
門
は
仙
洞
田
家
（
現
仙
洞
田
貢
家
）
で
、
先
の
太
郎
左
衛
門
家
は
息
子
三

左
衛
門
の
妻
と
し
て
新
右
衛
門
の
娘
を
迎
え
、
そ
の
子
に
義
父
新
右
衛
門
の
名
を
つ
け
る
と

と
も
に
、
そ
の
妻
に
仙
洞
田
新
右
衛
門
の
子
重
郎
右
衛
門
（
十
郎
右
衛
門
と
も
表
記
）
の
娘

を
迎
え
る
な
ど
、
相
互
に
重
層
的
な
姻
戚
関
係
を
結
ん
で
い
る
。
仙
洞
田
家
に
は
こ
の
頃
の

年
貢
割
付
状
が
残
さ
れ
て
お
り
、
新
右
衛
門
と
息
子
重
郎
右
衛
門
は
青
柳
村
の
名
主
を
勤
め

て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
寛
文
検
地
帳
の
案
内
者
に
は
新
右
衛
門
と
三
左
衛
門
の
名
前
が

見
ら
れ
る
。
ま
た
、
貞
享
元
年
（
一
六
八
四
）
の
戸
川
用
水
堰
口
の
分
水
に
関
す
る
近
隣
の

最
勝
寺
村
と
大
久
保
村
・
天
神
中
條
村
と
の
村
落
間
用
水
争
論
の
際
、（
仙
洞
田
）
重
郎
右

衛
門
は
（
小
河
内
）
三
左
衛
門
他
一
名
と
共
に
、
扱
い
人
と
な
っ
て
仲
裁
す
る
な
ど
、
仙
洞

田
家
も
小
河
内
家
も
政
治
力
を
持
っ
た
地
域
的
な
有
力
者
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
（『
増

穂
町
誌　

資
料
編
』
二
〇
八
～
二
〇
九
ペ
ー
ジ
）。

天
保
の
青
柳
河
岸
問
屋
出
入
り

〔
原
因
〕　

こ
の
よ
う
に
青
柳
河
岸
で
は
圧
倒
的
な
経
済
力
、
政
治
力
を
も
っ
た
問
屋
太
郎
左

衛
門
家
が
中
心
と
な
っ
て
廻
米
の
川
下
げ
か
ら
物
資
の
輸
送
に
つ
い
て
、
業
務
全
般
を
行
っ

て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、
天
保
十
年
（
一
八
三
九
）
に
な
っ
て
青
柳
村
内
に
太
郎
左
衛
門
か
ら

問
屋
役
を
奪
い
取
ろ
う
と
す
る
動
き
が
あ
ら
わ
れ
た
（
史
料
１
～
史
料
５
）。
ま
だ
十
分
な

史
料
を
得
ら
れ
て
い
な
い
が
、
幼
少
の
太
郎
左
衛
門
と
後
見
人
二
人
に
対
し
、
反
対
派
は
青

柳
村
名
主
真
太
郞
ら
三
名
を
惣
代
と
す
る
小
前
百
姓
二
三
四
人
と
い
う
構
図
で
あ
る
。
先
に
、

小
河
内
家
に
は
紙
に
書
か
れ
た
古
文
書
は
残
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
述
べ
た
。
し
か
し
、
今

回
こ
の
時
太
郎
左
衛
門
側
の
主
張
を
記
し
た
ま
と
ま
っ
た
書
類
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
。

そ
れ
は
近
隣
の
大
久
保
村
で
長
く
名
主
・
長
百
姓
を
つ
と
め
た
大
久
保
勝
徳
家
文
書
の
中
の

「
手
続
書
写
」
と
い
う
比
較
的
小
さ
な
冊
子
で
あ
る
（
縦
二
三･

八
×
横
十
七
セ
ン
チ
、
表

紙
共
全
二
〇
丁
、
後
掲
史
料
１
）。
な
ぜ
、
他
村
の
古
文
書
の
中
に
あ
っ
た
の
か
、
明
確
な

理
由
は
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
太
郎
左
衛
門
側
と
し
て
は
、
他
村
の
有
力
な
家
に
援
助
を

求
め
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

太
郎
左
衛
門
側
の
主
張　

ま
ず
、
太
郎
左
衛
門
側
は
、
慶
長
十
二
年
以
来
の
由
緒
と
、

青
柳
河
岸
の
こ
れ
ま
で
の
経
緯
を
述
べ
、
太
郎
左
衛
門
が
問
屋
と
し
て
苦
労
し
て
き
た
こ
と
、

青
柳
村
が
寛
文
（
一
六
六
一
～
一
六
七
三
）･

元
禄
（
一
六
八
八
～
一
七
〇
四
）
頃
ま
で
は

家
数
百
五
十
軒
・
人
数
八
百
五
十
人
ほ
ど
で
あ
っ
た
が
、
当
時
（
江
戸
時
代
の
古
文
書
の
中

で
つ
か
わ
れ
る
「
当
時
」
は
現
在
の
こ
と
を
指
す
＝
天
保
年
間
）
は
家
数
三
百
軒
・
人
数
千

六
百
人
ほ
ど
に
発
展
し
て
い
る
。
こ
れ
は
全
く
河
岸
場
が
あ
る
潤
益
で
あ
る
と
し
て
い
る
【
表

６
】。
ま
た
、
こ
の
史
料
に
よ
る
と
、
争
論
の
き
っ
か
け
は
、
富
士
川
の
通
船
路
普
請
に
あ
っ

た
よ
う
で
あ
る
。
原
因
と
な
っ
た
普
請
は
、
天
保
元
年
（
一
八
三
〇
）
か
ら
三
河
岸
問
屋
が

駿
州
「
内
房
村
地
内
芝
川
戸
落
合
」
の
瀬
直
し
普
請
を
前
金
拝
借
と
い
う
形
で
請
負
い
、
船

頭
ど
も
に
命
じ
て
き
た
。
去
亥
（
天
保
十
年
）
十
月
も
、
甲
府
役
所
か
ら
両
河
岸
に
通
知
が

あ
っ
た
の
で
、
問
屋
名
代
の
者
を
差
し
向
け
る
と
、
こ
ち
ら
に
何
の
連
絡
も
な
く
青
柳
村
名

主
真
太
郞
が
百
姓
代
儀
左
衛
門
を
差
し
向
け
拝
借
金
を
受
取
り
、
鰍
沢
河
岸
問
屋
名
代
の
者

へ
預
け
、
名
主
真
太
郞
の
印
が
な
け
れ
ば
渡
さ
ぬ
よ
う
に
し
て
し
ま
っ
た
。
ま
た
、
普
請
へ

の
立
会
も
真
太
郞
が
勝
手
に
人
を
遣
わ
し
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
史
料
１
。

相
手
側
の
主
張　

こ
れ
に
対
し
、
相
手
側
は
名
主
真
太
郞
・
百
姓
代
儀
左
衛
門
他
一
名

を
惣
代
と
す
る
小
前
百
姓
二
三
四
人
で
あ
る
。
そ
の
主
張
は
、『
鰍
沢
町
誌　

資
料
編
』
に

収
録
さ
れ
て
い
る
史
料
４
に
詳
し
い
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
こ
れ
ま
で
河
岸
場
の
こ
と
は
す

べ
て
太
郎
左
衛
門
に
任
せ
て
来
た
が
、「
種
々
不
正
之
取
と
り
は
か
ら
い
つ
か
ま
つ

計
仕
」
る
の
で
、
年
々
河
岸

出
荷
物
が
減
少
し
、
宝
暦
の
頃
（
一
七
五
一
～
一
七
六
四
）
に
比
べ
る
と
、
船
数
で
五
〇
艘

ほ
ど
も
減
少
し
、
村
方
が
困
窮
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

確
か
に
人
数
で
は
優
勢
で
あ
る
が
、
本
文
中
の
「
悪
心
」・「
不
正
」
と
い
う
の
も
具
体
性

が
な
く
、
船
数
の
減
少
も
世
の
中
の
趨
勢
で
あ
り
、
必
ず
し
も
太
郎
左
衛
門
一
人
の
所
為
で

は
な
い
で
あ
ろ
う
。

〔
背
景
〕　

と
い
う
の
も
、
世
の
中
は
天
保
四
年
（
一
八
三
三
）
以
来
連
年
の
不
作
で
遂
に

天
保
七
年
（
一
八
三
六
）
に
は
天
保
の
飢
饉
と
い
う
全
国
的
な
大
飢
饉
と
な
る
に
至
っ
た
。

天
保
八
年
の
大
坂
の
大
塩
平
八
郎
の
乱
以
前
に
、
甲
斐
国
で
は
天
保
七
年
八
月
に
郡
内
に
端

を
発
し
て
甲
府
盆
地
に
百
姓
一
揆
が
乱
入
す
る
と
い
う
天
保
騒
動
（
郡
内
騒
動
）
が
起
こ
っ

た
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
そ
の
処
罰
は
天
保
九
年
、
国
中
の
村
々
に
連
帯
責
任
を
負
わ
せ
て
過

料
銭
を
課
す
と
共
に
、
支
配
代
官
た
ち
は
免
職
・
降
格
と
な
っ
て
い
た
。
青
柳
河
岸
の
問
屋

出
入
り
は
、
そ
の
翌
年
に
起
こ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
世
情
不
安
、
為
政
者
も
う
か

つ
に
村
方
に
手
出
し
が
で
き
な
い
状
態
の
時
で
あ
っ
た
。
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し
か
も
、
三
河
岸
の
う
ち
鰍
沢
河
岸
・
黒
沢
河
岸
は
村
役
人
が
交
替
で
問
屋
を
つ
と
め
て

い
た
の
に
対
し
、
青
柳
河
岸
の
み
太
郎
左
衛
門
が
一
手
に
ひ
き
う
け
る
と
い
う
違
い
が
あ
っ

た
史
料
１
。

こ
の
青
柳
河
岸
の
争
論
に
さ
ら
に
拍
車
を
か
け
た
の
が
、
天
保
の
改
革
（
天
保
十
二
年
〔
一

八
四
一
〕
～
天
保
十
四
年
〔
一
八
四
三
〕）
の
際
に
だ
さ
れ
た
株
仲
間
の
解
散
令
で
あ
っ
た
。

幕
府
の
そ
れ
ま
で
の
商
業
政
策
は
、
江
戸
や
大
坂
の
同
業
者
の
問
屋
に
株
仲
間
を
つ
く
ら
せ
、

そ
の
仲
間
を
通
し
て
、
商
品
の
値
段
を
上
下
さ
せ
た
り
、
流
通
量
を
増
減
さ
せ
る
手
法
で
物

価
を
統
制
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
う
し
た
商
業
政
策
が
江
戸
時
代
も
後
期
に
な
る
と
う

ま
く
行
か
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
た
め
、
天
保
の
改
革
で
は
物
価
高
や
流
通
量
の
減

少
は
株
仲
間
の
独
占
が
原
因
で
あ
る
と
と
ら
え
、
こ
の
株
仲
間
＝
問
屋
を
一
律
に
解
散
さ
せ

る
と
い
う
蛮
行
に
で
た
の
で
あ
る
。
米
問
屋･

魚
問
屋
・
油
問
屋
・
糸
問
屋
な
ど
、
問
屋
と

い
う
問
屋
が
目
の
敵
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
背
景
は
、
問
屋
仲
間
に
よ
る
統
制
が
、
新

興
の
商
人
や
そ
の
商
品
流
通
過
程
を
必
ず
し
も
充
分
に
把
握
で
き
な
く
な
っ
た
た
め
、
幕
府

の
対
策
が
効
果
を
持
た
な
く
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
、
と
さ
れ
て
い
る
。

勿
論
、
甲
州
三
河
岸
の
「
問
屋
」
は
、
天
保
の
改
革
で
問
題
と
な
っ
た
よ
う
な
特
定
の
業

種
仲
間
の
問
屋
で
は
な
く
、
河
岸
場
に
お
け
る
輸
送
を
差
配
す
る
流
通
業
者
と
し
て
の
問
屋

で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
を
チ
ャ
ン
ス
と
と
ら
え
た
の
が
長
年
青
柳
村
で
太
郎
左
衛
門

家
の
活
動
を
見
て
き
た
人
々
で
あ
っ
た
。
老
中
水
野
忠
邦
に
よ
る
株
仲
間
＝
問
屋
の
解
散
を

言
葉
の
上
で
利
用
し
、
河
岸
の
問
屋
も
解
散
・
交
替
す
べ
き
と
迫
っ
た
の
で
あ
る
。「
問
屋

并
株
式
与
申
儀
、
都
而
御
停
止
被
仰
出
候
上
者
」
史
料
３
と
い
う
文
言
が
、
こ
の
間
の
事
情
を

よ
く
物
語
っ
て
い
る
。
ま
た
、
青
柳
村
内
の
事
情
と
し
て
、
太
郎
左
衛
門
家
の
当
主
が
十
三

才
の
幼
少
（
天
保
十
一
年
段
階
）
で
、
父
親
は
既
に
文
政
十
二
年
（
一
八
二
九
）
に
亡
く
な
っ

て
お
り
、
後
見
人
の
長
百
姓
理
八
も
老
齢
で
あ
っ
た
。
一
方
の
真
太
郞
は
少
な
く
と
も
天
保

十
一
年
（
一
八
四
〇
）
に
は
名
主
と
な
っ
て
お
り
、
以
後
弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）
迄
五
期

名
主
を
務
め
る
な
ど
、
村
内
の
有
力
者
で
あ
っ
た
【
表
７
】。
太
郎
左
衛
門
方
の
長
百
姓
理

八
が
「
真
太
郞
義
者
親
之
代
ゟ
始
五
十
年
以
来
之
長
百
姓
ニ
而
血
気
盛
之
若
者
ニ
御
座
候
」

史
料
１
と
い
っ
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。

〔
結
果
〕
こ
の
争
論
の
決
着
に
は
し
ば
ら
く
時
間
が
か
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
ず
天
保

十
三
年
九
月
に
は
、
御
蔵
臺
（
台
）
の
北
側
を
商
い
荷
物
置
き
場
と
し
て
訴
訟
側
（
真
太
郞

な
ど
村
方
）
が
分
割
し
、
境
に
矢
来
を
設
け
て
区
分
す
る
。
残
り
の
場
所
を
太
郎
左
衛
門
が

進
退
す
る
こ
と
が
決
ま
っ
た
史
料
２
。

次
い
で
、
同
年
十
月
に
は
、
太
郎
左
衛
門
が
富
士
川
通
船
開
闢
以
来
、
御
廻
米
御
用
や
商

い
諸
荷
物
な
ど
す
べ
て
を
一
手
に
進
退
し
て
き
た
こ
と
を
双
方
認
め
つ
つ
、
こ
の
た
び
の
問

屋
・
株
式
停
止
を
う
け
て
、
青
柳
村
は
訴
答
両
方
の
「
入
会
之
河
岸
問
屋
渡
世
」
と
す
る
。

廻
米
に
つ
い
て
は
、
年
限
内
は
太
郎
左
衛
門
に
任
せ
、
期
限
明
け
年
季
切
替
の
際
に
は
安
値

段
の
者
に
任
せ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た　
　
　

 

。

そ
し
て
、
二
年
後
の
天
保
十
五
年
（
一
八
四
四
＝
弘
化
元
年
）、
御
廻
米
問
屋
は
こ
れ
ま

で
通
り
太
郎
左
衛
門
に
決
ま
っ
て
い
る
史
料
５
。
本
来
、
廻
米
御
用
は
領
主
側
の
都
合
で

あ
り
、
儲
け
は
薄
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
を
補
う
利
益
は
、
民
間
の
商
い
荷
物
の
取
扱
い
を

任
さ
れ
る
こ
と
だ
っ
た
ろ
う
。
青
柳
の
問
屋
出
入
り
は
、
太
郎
左
衛
門
か
ら
こ
の
部
分
を
村

方
が
奪
う
形
と
な
っ
た
が
、
少
な
く
と
も
廻
米
御
用
に
つ
い
て
は
、
他
の
出
願
者
は
い
な
か
っ

た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
入
会
と
い
う
か
ら
に
は
、
太
郎
左
衛
門
も
商
い
荷
物
を
扱
っ
た
は

ず
で
あ
る
。
決
着
は
こ
の
よ
う
に
な
っ
た
が
、
現
実
と
し
て
廻
米
を
扱
え
る
人
員
や
資
力
、

民
間
の
商
い
荷
物
を
取
引
す
る
信
用
な
ど
、
太
郎
左
衛
門
家
の
有
す
る
実
力
を
、
他
の
者
が

越
え
る
こ
と
は
な
か
な
か
難
し
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
今
後
、
弘
化
元
年
以
降
の

青
柳
河
岸
の
実
態
を
探
っ
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
の
塩
商
人
の
「
議
定
書
」
や
、
明
治
六
年
の
岩
淵
河
岸
の
塩
商

人
に
関
す
る
三
河
岸
の
塩
商
人
惣
代
連
印
の
文
書
に
は
、
塩
商
人
と
並
ん
で
「
問
屋　

小
河

内
太
郎
左
衛
門
」、
あ
る
い
は
「
差
添
人　

小
河
内
太
郎
左
衛
門
」
の
名
が
見
え
る
の
で
あ

る
（『
増
穂
町
誌　

資
料
編
』
三
四
四
～
三
四
五
ペ
ー
ジ
）。
今
後
の
史
料
収
集
と
そ
の
解
明

が
俟
た
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
史
料
４
は
、
当
一
件
に
関
す
る
重
要
な
文
書
で
、『
鰍
沢
町
誌　

資
料
編
』（
三

二
五
～
三
二
七
ペ
ー
ジ
）
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
今
回
、
読
み
直
す
と
誤
読
や
語
句
の
欠
落

が
多
い
こ
と
に
気
づ
い
た
。
ま
た
、
読
ん
で
い
て
文
意
が
不
自
然
で
あ
っ
た
た
め
、
も
と
の

史
料
を
確
認
す
る
と
、
史
料
の
う
ち
三
六
行
分
が
途
中
脱
落
し
、
後
ろ
の
別
の
場
所
に
挿
入

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
こ
の
た
め
、
全
体
に
校
訂
を
加
え
、
本
書
に
改
め
て
掲
載

し
た
。
当
時
の
『
鰍
沢
町
誌　

資
料
編
』
編
さ
ん
作
業
の
中
で
、
執
筆
担
当
者
が
活
字
に
し

た
際
、
も
と
の
古
文
書
と
の
照
合
や
、
活
字
と
な
っ
た
史
料
の
読
み
返
し
が
疎
か
に
な
っ
て

し
ま
っ
た
こ
と
が
原
因
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
同
書
で
は
、
同
じ
一
件
の
済
口
証
文
（
本

書
史
料
３
と
同
内
容
）
が
別
の
分
類
で
掲
載
さ
れ
て
い
る
（
一
〇
五
ペ
ー
ジ
）
と
い
っ
た

錯
綜
も
あ
る
。

史
料
３
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【表3-2】小河内照一郎家船中安全祈願札目録（2）

番号 史料名 年代 差出人　　 その他の記載事項 形態 数量

17
奉祈誦陀羅尼品一千卷成就処
（38.0×9.8×8.4cm）
七面宮御寳前船中安全之処

慶応
２．正．吉祥
丙寅（1866）

青柳村
船方中
（西峯圓修院拝）

慶應二丙寅天
正月吉祥日 札 1

18
奉開帳日蓮大菩薩七面大明神
擁護之攸　（54.0×11.5×9.5cm）
明練方薬善治衆病

（年未詳） 甲陽
小室 札 1

19
奉開帳延壽日蓮大菩薩擁護
（43.6×10.2×8.0cm）
斯人行世間能威衆生闇

（年未詳） 寿命山
昌福寺 札 1

20
奉謹誦妙経壹百余日成就加護
之攸　（45.9×11.3×9.4cm）
郡中安全船中無難

（年未詳） 天神ヶ瀧玄石而
祈主良應院合衆
（其諸倉庫悉皆盈溢）

天下泰平萬民快楽
火不能焼水不能漂 札 1

21
奉謹誦妙経壹百余日成就加護
之攸（39.0×9.5×8.0cm）
郡中安全船中無難

（年未詳） 天神瀧減石而
祈主良應院合衆
（其諸庫倉ママ悉皆盈溢）

天下泰平萬民快楽
火不能焼水不能漂 札 1

22
奉謹誦妙経壹百余日成就家内
安全之攸　（38.9×9.0×8.0cm）
南無三宝諸天善神擁護

（年未詳） 於天神減石
祈主良應院合衆
（火不能焼水不能漂）

諸余怨敵皆悉摧滅
札 1

23
奉謹誦妙経壹百余日成就家内
安全之攸（34.0×8.8×7.8cm）
南無三宝諸天善神擁護

（年未詳） 天神減石而
良應院合衆
（火不能焼水不能漂）

諸余怨敵皆悉摧滅
札 1

24
奉祈誦陀羅尼品卷数成就之攸
（32.5×8.0×7.0cm）
壽量院文殊（珠）稲荷大明神

（年未詳） 御宝前永代修行
身延中谷円臺房
（為悦衆生故現無量神力）

札 1

25
奉祈誦陀羅尼品卷数船中安全
（26.4×7.5×6.0cm）
南無七面大明神御宝前

（年未詳） 小室西峯
（如風於空中一切無障礙） 札 1

26
奉祈誦陀羅尼品卷数船中安全
（29.3×10.4×10.0cm）
南無七面大明神御寳前

（年未詳） 小室西峯
（如風於空中一切無障礙） 札 1

27
奉祈誦陀羅尼品卷数船中安全
（30.0×10.7×8.5cm）
南無七面大明神御宝前

（年未詳） 小室西峯
三十番神五番善神 札 1

28
奉祈誦陀羅尼品卷数船中安全攸
（39.5×9.3×8.0cm）
南無七面大明神宝前

（年未詳） 小室西峯
（如風於空中一切無障礙） 札 2

29
奉祈誦陀羅尼品卷数船中安全攸
（35.8×8.4×6.6cm）
南無七面大明神御宝前

（年未詳） 小室西峯
（如風於空中一切無障礙） 札 1

30
奉祈誦陀羅尼品卷数船中安全之
攸　（37.7×9.8×7.6cm）
南無七面大明神

（年未詳） （如風於空中一切無障礙）
札 1

31
奉祈誦陀羅尼品卷数船中安全攸
（32.5×8.2×6.0cm）
南無鎮守七面大明神

（年未詳） 小室西峯
祈主敬白
（為悦衆生故現無量神力）

札 1

＊長さは（札の先端と底部の距離）×（最大幅）×（底部の幅）cmを示す
９安政五戊午歳正月二十有九日　←欄に入らなかった文字
10安政五戊午歳正月廿九日
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【表３-1】小河内照一郎家船中安全祈願札目録（1） 2020．10．26（月）作成

番号 史料名 年代 差出人　　 その他の記載事項 形態 数量

1
奉祈誦陀羅尼品卷数船中安全
（36.0×10.0×7.8cm）

弘化
２．正．29
巳（1845）

（南無七面大明神御宝前
　如風於堂中一切無障礙）

維時弘化二巳天
正月廿九日祈 札 1

2
奉祈誦陀羅尼品千卷成就之攸
（37.7×9.8×7.5cm）
除其衰患令得安隠、

弘化
３．正．吉
午（1846）

願主船中安全処 弘化第三午正月吉日
札 1

3
奉祈誦陀羅尼品卷数船中無難処
（39.2×9.2×8.3cm）
南無七面大明神方御宝前

嘉永
３．正．大吉
庚戌（1850）

青柳船方中　
（如風於空中一切無障礙）

小室　　　嘉永三庚戌年
西峯　　　正月大吉祥日 札 1

4
奉祈誦陀羅尼品卷数船中無難攸
（39.0×9.3×8.2cm）
南無七面大明神宝前

嘉永
５．正．29
子（1852）

南無三十番神守
（如風於空中一切無障礙）

嘉永五子年
正月廿九日 札 1

5
奉祈誦陀羅尼品卷数船中無難攸
（39.2×9.4×8.1cm）
南無七面大明神宝前

嘉永
５．正．29
子（1852）

南無八大龍王守
（如風於空中一切無障礙）

嘉永五子年
正月二十九日 札 1

6
奉祈誦陀羅尼品卷数船中安全処
（30.0×9.0×8.5cm）
南無七面大明神御宝前

嘉永
７．正．大吉
甲寅（1854）

（如風於空中一切無障礙） 嘉永七甲寅歳
正月大吉祥日 札 1

7
奉祈誦陀羅尼品卷数船中安全処
（41.0×11.0×9.5cm）
南無末法鎮守七面大明神

安政
４．正．29
丁巳（1857）

（如風於空中一切無障礙） 安政四丁巳歳
正月二十有九日 札 1

8
奉祈誦惣持品卷数船中安全処
（40.6×11.0×9.6cm）
南無七面大明神御宝前

安政
４．正．29
丁巳（1857）

（如風於空中一切無障礙） 安政四丁巳歳
正月二十有九日 札 1

9
奉祈誦神咒品卷数船中安全処
（37.8×10.3×9.0cm）
南無七面大明神御宝前

安政
５．正．29
戊午（1858）

小室西峯
（如風於空中一切無障礙）

妙の名ハ八卷はかりに
限らしなまつ竹さくら
とふいそく妙

札 1

10
奉祈誦陀羅尼品卷数船中安全之
攸　（37.6×10.5×9.5cm）
南無七面大明神御宝前

安政
５．正．29
戊午（1858）

小室西峯
（如風於空中一切無障礙）

妙の名ハ八卷はかりに
限らしなまつ竹さくら
とふいそくめふ

札 1

11
奉祈禱陀羅尼品卷数船中安全之
処　（38.0×10.2×8.4cm）
南無七面大明神御宝前

安政
６．正．吉辰
未（1859）

（如風於空中一切無障礙） 安政六未年
正月吉辰 札 1

12
奉祈誦陀羅尼品卷数船中安全攸
　（36.3×9.6×8.2cm）
七面大明神御宝前

安政
７．正．29
庚申（1860）

小室西峯
（如風於空中一切無障礙）

安政七庚申歳
正月廿九日敬白 札 2

13
奉読誦陀羅尼品卷数船中安全処
　（35.1×9.9×7.8cm）
南無七面大明神守

萬延
２．正．吉
辛酉（1861）

祈主　小室七面山
（如風於空中一切無障礙）

若持法華経　　　萬延二
其身甚清浄　　　辛酉歳
　　　　　　　　正月吉日

札 1

14
奉祈禱陀羅尼品卷数船中安全
（36.8×8.9×6.9cm）
南無七面大明神御宝前

文久
２．正．吉
壬戌（1862）

小室西峯山
（如風於空中一切無障礙）

若持法華経　　文久二壬戌
其身甚清浄　　正月吉日 札 2

15
奉祈誦陀羅尼品卷数船中安全
守護　（36.2×8.4×7.4cm）
南無七面大明神擁護

文久
３．正．吉辰
癸亥（1863）

小室西峯
（如風於空中一切無障礙）

文久三癸亥正月吉辰
札 1

16
奉祈禱陀羅尼品船中安全之処
（攸）　（40.3×11.6×9.5cm）
南無七面大明神守攸

文久
４．正．
甲子（1864）

小室西峯山
（如風於空中一切無障礙）

文久四甲子□正月日
札 2
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【表4-２】甲斐国　　　近世支配変遷図　２

延享3年 延享3年

宝暦12年

田

安

家

領

一

橋

家

領

清

水

家

領

寛政7年 寛政7年

正徳３年（1713）

寛政7年（1795）

宝永2年（1705）

享保9年（1724）

幕府領

柳沢家預地

（享保9年３月大和郡山へ転封）
甲府勤番支配

一国幕領時代(代官支配)

柳沢家　甲府藩・甲府新田藩

延享3年（1746）

宝暦12年（1762）

正徳３年（1713）

天保元年（1830）

安政元年（1854）

↓
明治3年５月

明治4年（1871） 山梨県（1871年11月10日）誕生

甲府県（1869年7月28日）　　　　
甲斐府（1868年11月5日）、三部知県事を廃す（11月12日）

↓

　鎮撫府（1868年6月1日）、甲府県・市川県・石和県（8月2日）

25万9626石

明治元年（1867）

明治2年（1869）
明治3年（1870）

天保元年

清
水
家
領

（再置）

安政元年
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【表4-１】甲斐国　　　近世支配変遷図　１

8月20日 谷村藩

（常陸へ）

　　　　慶長6年～7年検地実施 三枝 成瀬 旗
　慶長8年（1603） 土佐守 隼人 本

領

谷村藩
　慶長11年（1606）

右馬頭領 徳 旗 秋元富朝
左馬頭領 美 本

藩 領
幕
府
領

（消滅）

　　　　　織田信長（6月2日本能寺の変で自害）→家臣川尻秀隆（甲斐国国人により殺害、6月18日）

穴山勝千代（6月7日死去）天正15年（1587）

穴山梅雪（6月2日殺害）

河内領 国　　　中 郡内領

　　　　　武　田　勝　頼　　　　（3月11日自害） 　小山田信茂 （3月24日処刑）

浅野良重（＝良房）支配

文禄3年検地実施

武田信吉

年代

　　　　徳川家康（～10月29日　後北条氏と交戦）
　
　　　　天正17年2月～18年正月五か国総検地（甲斐国は国中のみか）
　　　　　　　　　　　　　　　　　7月徳川家康　関八州へ移封

鳥居元忠　　入封

天正18年（1590）

天正10年（1582）

　　　　　平岩親吉＋四奉行＋大久保長安（国奉行）

　　　　　　　　1月　徳川義直（25万石）
閏4月26日　　尾張へ移封

元和2年（1616）

谷村藩

鳥居成次
（国中にも所領あるか）

　第一次　　　城番制　　
（諏訪頼水、甲府城代兼任）

羽柴秀勝　　　　（3月美濃へ移封）天正19年（1591)

文禄2年（1593） 　加藤光泰　　　（5月29日朝鮮で死去） 加藤佐内光吉支配

浅野長政・浅野幸長

文禄5年ころから検地実施（22万5千石）

（慶長5年9月15日関ヶ原の合戦）　→　　（慶長5年11月紀州へ移封）慶長5年（1600）

徳川忠長（23万８千石）
（甲府家老）　　　朝倉宣正

（郡内家老）　　鳥居成次
　　　　　　　　寛永9年6月成次死去

鳥居成行（忠房）寛永8年5月甲府蟄居→寛永9年10月改易寛永9年（1632）

寛文元年（1661）

第二次　　　城番制

秋元泰朝

慶安2年（1649）

桜田徳川家　甲府藩

秋元喬朝

（消滅）宝永元年（1704）
　　元禄11年（1698）

（秋元家川越へ転封）
幕府領 幕府領（～宝永3年）
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【表5】寛文12年（1672）　青柳村田畑反別石高内訳表
品等 反別 石盛 石高（石） 石高割合（％）

田合計 26町５反１畝１歩 ― 332.577① 46.3 

上田 2町4畝11歩 18 36.7858 5.1 

中田 5町1畝24歩 16 80.2880 11.1 

下田 12町9反2畝5歩 13 167.9815 23.3 

下々田 5町4反9畝29歩 8 43.9972 6.1 

田 1町2畝22歩 3 5.1367 0.7 

畑屋敷合計 49町8反2畝1歩 ― 388.954② 53.7 

上畑 1町6反28歩 13 20.9213 2.9 

中畑 ４町９反２７歩 10 49.0900 6.8 

下畑 21町７反９畝17歩 8 174.3653 24.2 

下々畑 14町8反6畝4歩 5 74.3067 10.3 

畑 1町2反3畝４歩 3 3.6939 0.5 

屋敷 5町4反1畝11歩 12 64.9640 9.0 

合計 76町3反8畝2歩 ― 721.531③ 100.0 

＊寛文12年「甲州西郡筋青柳村御検地屋敷帳」（富士川町役場文書）より作成
①実合計334.1892、②実合計387.3412、③実合計721.5304（単位石）

青柳村御検地屋鋪帳（1672年）
十郎右衛門・三左衛門が案内者

太郎左衛門の8畝歩の屋敷（一番左）

─　68　─



【表6】甲斐国巨摩郡西郡筋　　青柳村戸口

年代 西暦 家数 内訳 人数 男 女 寺 僧 乞食 馬 船・船頭

慶長６ 1601 34軒 内、明屋敷４、
御蔵屋敷１

寛文8 1668 １２６軒 459

寛文12 1672 139軒 内、郷蔵敷１
河岸御蔵敷１

寛文13 1673 108軒 363 3 8

元禄15 1702 180軒 821 420 401 3

宝永２ 1705 178軒 本百姓１４０
水呑３８ 714 397 360 17 5 30疋 84艘

享保１８ 1733 213軒 高持１７３
水呑３６ 928 429 477 5 40疋 84艘

延享元 1744 242軒 本百姓１８２
水呑６０ 1029

延享３ 1746 1048 495 553

安永６ 1773 260軒 高持２５５
水呑５ 1209 561 648 5 12 年々

増減

文政９ 1826 303軒 1561 744 818 12疋

文政１０ 1827 303軒 1554 743 811 12疋

文政１１ 1828 303軒 1565 744 821 11疋

文政１２ 1829 303軒 1556

文政１３ 1830 303軒 1586 僧13
741 815 ９疋

天保３ 1832 309軒 1580 762 818 5 14 11疋 年々
増減

天保10 1839 285軒 1440 678 733 5 ７疋

天保11 1840 285軒 1451 678 743 ７疋

＊�慶長６年・寛文１２年は検地帳屋敷数、寛文８年・１３年・元禄１５年は宗門人別帳、宝永２年・享保９年・延享元年・天保
３年は村差出帳、その外は人数書上げなどによる。
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【表7】甲州西郡筋青柳村　村役人一覧表
年代 西暦 名　主 長百姓 百姓代

寛文８ 1668 茂右衛門 太郎左衛門 新右衛門 喜左衛門 弥右衛門 源左衛門 半之丞 太郎兵衛 長右衛門 五郎兵衛
元禄１５ 1702 忠右衛門
宝永２ 1705 忠右衛門 十郎右衛門 八左衛門 三左衛門 次右衛門 理右衛門 理左衛門 平右衛門 長右衛門
享保９ 1724 平右衛門 理左衛門 半之丞 治右衛門 太郎左衛門 十兵衛 八左衛門 新右衛門
享保18 1733 太郎八 長右衛門 平右衛門 里左衛門 太郎左衛門 十兵衛 清之丞

1733 理左衛門 太郎左衛門 十兵衛 清之丞 太郎八 長右衛門 平右衛門
享保19 1734 理左衛門 長右衛門 平右衛門 太郎左衛門 十兵衛 清之丞 太郎八 彦助
享保20 1735 利左衛門 平右衛門 長右衛門 太郎八 清之丞 十兵衛 太郎左衛門

1735 半助 長右衛門 理左衛門 太郎八 十兵衛 清之丞 太郎左衛門 庄右衛門
延享3 1746 長右衛門
寛延４ 1751 長右衛門 半助 利左衛門 太郎八 十兵衛 弥太郎 次右衛門
宝暦６ 1756 太郎八 十兵衛 半助 利左衛門 長右衛門
宝暦7 1757 利左衛門 十兵衛 太郎八 長右衛門 五郎左衛門
宝暦10 1760 太郎八 十兵衛 半助 利左衛門 長右衛門 弥太郎
明和4 1767 兵右衛門 利左衛門 太郎八 十兵衛 平次右衛門
明和7 1770 太郎八 三左衛門 利左衛門 平右衛門 長右衛門 平佐右衛門
明和9 1772 利左衛門
安永2 1773 平右衛門 太郎八 三左衛門 太郎左衛門 理左衛門 新太郎
安永６ 1777 利左衛門 太郎八 平右衛門 三左衛門 太郎左衛門 新太郎
天明６ 1786 市左衛門 三左衛門 太郎八 平右衛門 豊太郎 太郎左衛門 新太郎
寛政2 1790 三左衛門 太郎八 太郎左衛門 平右衛門 豊太郎 新太郎
寛政3 1791 太郎八 三左衛門 新太郎
寛政9 1797 太郎八 太郎左衛門 市左衛門 三左衛門 与右衛門
寛政13 1801 市左衛門
文化２ 1805 太郎八 市左衛門 重兵衛 新太郎 利八 太郎左衛門 与右衛門
文化3 1806 市左衛門 新太郎 太郎八 利八 重兵衛
文化８ 1811 新太郎 太郎八 茂左衛門
文化9 1812 六左衛門
文政10 1827 新太郎 太郎八 七兵衛
文政11 1828 太郎八 利八 七兵衛
天保２ 1831 理八 太郎八 七兵衛
天保３ 1832 新太郎 理八 太郎八 六左衛門 七兵衛
天保４ 1833 太郎八 新太郎 七兵衛
天保６ 1835 理八 太郎八 与右衛門
天保8 1837 太郎八 真太郎 理八 義左衛門
天保11 1840 真太郎 六左衛門 理八 重右衛門 多八 儀左衛門
天保12 1841 真太郎 理八 久七 兵蔵 九兵衛 丈左衛門 利右衛門
天保13 1842 真太郎 文九郎 重右衛門
天保14 1843 真太郎 文九郎 多八
天保15 1844 真太郎 理八 儀左衛門
弘化2 1845 真太郎 理八 弥重郎 太郎左衛門 太左衛門 源五左衛門 文九郎 九兵衛
弘化3 1846 太左衛門 真太郎 弥重郎 利八 源五左衛門 太郎左衛門 治郎助
弘化4 1847 源五左衛門 太左衛門 真太郎 弥十郎 利八 太郎左衛門 勝蔵
弘化5 1848 源五左衛門 太左衛門 真太郎 弥重郎 利八 太郎左衛門 丈兵衛
嘉永３ 1850 太左衛門 弥十郎 真平 源五左衛門 太郎左衛門 利八 丈兵衛
嘉永6 1853 太左衛門 弥十郎 源五左衛門 利八 太郎左衛門 三右衛門 利右衛門 丈兵衛 九兵衛 久七
安政３ 1856 弥十郎 源五左衛門 太左衛門 太郎左衛門 源兵衛 十兵衛 多八 政十郎 久七
安政７ 1860 弥十郎 十兵衛 源五左衛門 太郎右衛門 源兵衛 太郎左衛門 多八郎 政十郎 久七
萬延元 源兵衛 弥十郎 源五左衛門 太郎右衛門 十兵衛 太郎左衛門 多八郎 政十郎 久七 兵蔵 九兵衛 丈左衛門 利右衛門
文久元 1861 多八郎 源兵衛 弥十郎 源五左衛門 十兵衛 太郎右衛門 太郎左衛門 政十郎 兵蔵

多八郎 源兵衛 兵蔵
慶応２ 1866 丈左衛門
慶応4 1868 源兵衛 源五左衛門 利右衛門
明治２ 1869 兵蔵 源兵衛 九兵衛
明治3 1870 源兵衛
明治5 1872 中込八五郎 中込兵蔵 中込弥五郎
明治7 1874 穐山源兵衛 磯野新太郎 井上與平 中込八五郎 小林九兵衛 矢崎幸左衛門
＊秋山幸夫家文書、昌福寺文書、仙洞田貢家文書、国立資料館青柳村文書、『増穂町誌　資料編』による、明治7年は穐山源兵衛 は見習
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【表7】甲州西郡筋青柳村　村役人一覧表
年代 西暦 名　主 長百姓 百姓代

寛文８ 1668 茂右衛門 太郎左衛門 新右衛門 喜左衛門 弥右衛門 源左衛門 半之丞 太郎兵衛 長右衛門 五郎兵衛
元禄１５ 1702 忠右衛門
宝永２ 1705 忠右衛門 十郎右衛門 八左衛門 三左衛門 次右衛門 理右衛門 理左衛門 平右衛門 長右衛門
享保９ 1724 平右衛門 理左衛門 半之丞 治右衛門 太郎左衛門 十兵衛 八左衛門 新右衛門
享保18 1733 太郎八 長右衛門 平右衛門 里左衛門 太郎左衛門 十兵衛 清之丞

1733 理左衛門 太郎左衛門 十兵衛 清之丞 太郎八 長右衛門 平右衛門
享保19 1734 理左衛門 長右衛門 平右衛門 太郎左衛門 十兵衛 清之丞 太郎八 彦助
享保20 1735 利左衛門 平右衛門 長右衛門 太郎八 清之丞 十兵衛 太郎左衛門

1735 半助 長右衛門 理左衛門 太郎八 十兵衛 清之丞 太郎左衛門 庄右衛門
延享3 1746 長右衛門
寛延４ 1751 長右衛門 半助 利左衛門 太郎八 十兵衛 弥太郎 次右衛門
宝暦６ 1756 太郎八 十兵衛 半助 利左衛門 長右衛門
宝暦7 1757 利左衛門 十兵衛 太郎八 長右衛門 五郎左衛門
宝暦10 1760 太郎八 十兵衛 半助 利左衛門 長右衛門 弥太郎
明和4 1767 兵右衛門 利左衛門 太郎八 十兵衛 平次右衛門
明和7 1770 太郎八 三左衛門 利左衛門 平右衛門 長右衛門 平佐右衛門
明和9 1772 利左衛門
安永2 1773 平右衛門 太郎八 三左衛門 太郎左衛門 理左衛門 新太郎
安永６ 1777 利左衛門 太郎八 平右衛門 三左衛門 太郎左衛門 新太郎
天明６ 1786 市左衛門 三左衛門 太郎八 平右衛門 豊太郎 太郎左衛門 新太郎
寛政2 1790 三左衛門 太郎八 太郎左衛門 平右衛門 豊太郎 新太郎
寛政3 1791 太郎八 三左衛門 新太郎
寛政9 1797 太郎八 太郎左衛門 市左衛門 三左衛門 与右衛門
寛政13 1801 市左衛門
文化２ 1805 太郎八 市左衛門 重兵衛 新太郎 利八 太郎左衛門 与右衛門
文化3 1806 市左衛門 新太郎 太郎八 利八 重兵衛
文化８ 1811 新太郎 太郎八 茂左衛門
文化9 1812 六左衛門
文政10 1827 新太郎 太郎八 七兵衛
文政11 1828 太郎八 利八 七兵衛
天保２ 1831 理八 太郎八 七兵衛
天保３ 1832 新太郎 理八 太郎八 六左衛門 七兵衛
天保４ 1833 太郎八 新太郎 七兵衛
天保６ 1835 理八 太郎八 与右衛門
天保8 1837 太郎八 真太郎 理八 義左衛門
天保11 1840 真太郎 六左衛門 理八 重右衛門 多八 儀左衛門
天保12 1841 真太郎 理八 久七 兵蔵 九兵衛 丈左衛門 利右衛門
天保13 1842 真太郎 文九郎 重右衛門
天保14 1843 真太郎 文九郎 多八
天保15 1844 真太郎 理八 儀左衛門
弘化2 1845 真太郎 理八 弥重郎 太郎左衛門 太左衛門 源五左衛門 文九郎 九兵衛
弘化3 1846 太左衛門 真太郎 弥重郎 利八 源五左衛門 太郎左衛門 治郎助
弘化4 1847 源五左衛門 太左衛門 真太郎 弥十郎 利八 太郎左衛門 勝蔵
弘化5 1848 源五左衛門 太左衛門 真太郎 弥重郎 利八 太郎左衛門 丈兵衛
嘉永３ 1850 太左衛門 弥十郎 真平 源五左衛門 太郎左衛門 利八 丈兵衛
嘉永6 1853 太左衛門 弥十郎 源五左衛門 利八 太郎左衛門 三右衛門 利右衛門 丈兵衛 九兵衛 久七
安政３ 1856 弥十郎 源五左衛門 太左衛門 太郎左衛門 源兵衛 十兵衛 多八 政十郎 久七
安政７ 1860 弥十郎 十兵衛 源五左衛門 太郎右衛門 源兵衛 太郎左衛門 多八郎 政十郎 久七
萬延元 源兵衛 弥十郎 源五左衛門 太郎右衛門 十兵衛 太郎左衛門 多八郎 政十郎 久七 兵蔵 九兵衛 丈左衛門 利右衛門
文久元 1861 多八郎 源兵衛 弥十郎 源五左衛門 十兵衛 太郎右衛門 太郎左衛門 政十郎 兵蔵

多八郎 源兵衛 兵蔵
慶応２ 1866 丈左衛門
慶応4 1868 源兵衛 源五左衛門 利右衛門
明治２ 1869 兵蔵 源兵衛 九兵衛
明治3 1870 源兵衛
明治5 1872 中込八五郎 中込兵蔵 中込弥五郎
明治7 1874 穐山源兵衛 磯野新太郎 井上與平 中込八五郎 小林九兵衛 矢崎幸左衛門
＊秋山幸夫家文書、昌福寺文書、仙洞田貢家文書、国立資料館青柳村文書、『増穂町誌　資料編』による、明治7年は穐山源兵衛 は見習
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48 喜右衛門 41.18 9 41.18 9 6.28 3.912
49 与次兵衛 41.13 18 8.23 8 33.00 10 5.20 3.081
50 甚右衛門 40.07 13 22.00 6 18.07 7 2.08 5.244
51 市郎兵衛 39.03 13 12.22 4 26.11 9 1.18 3.459
52 杢左衛門後家 38.27 7 12.25 1 26.02 6 2.15 4.017
53 多左衛門 38.18 16 8.22 5 29.26 11 4.20 4.156
54 六左衛門 38.14 10 13.18 6 24.26 4 2.00 4.000
55 助次右衛門 38.01 9 38.01 9 4.00 3.008
56 甚兵衛 37.16 11 13.16 4 24.10 7 3.00 3.497
57 三右衛門 37.05 14 16.12 7 20.23 7 5.04 3.910
58 源右衛門 36.12 11 36.12 11 0.20 2.558
59 又兵衛 35.27 15 4.15 4 31.12 11 12.04〔2〕 3.913
60 上　半兵衛 35.04 4 6.05 1 28.29 3 3.119
61 角兵衛 34.23 12 5.05 2 29.18 10 3.068
62 半左衛門後家 33.16 11 20.29 6 12.17 5 3.18 4.981
63 下　源右衛門 33.12 4 21.16 2 11.16 2 0.20 4.467
64 上　七兵衛 33.06 7 4.20 1 28.16 6 3.09 3.355
65 四郎左衛門 32.17 10 6.12 2 26.05 8 2.21 2.916
66 道　泉 32.12 11 6.28 3 25.14 8 2.04 2.395
67 多右衛門 30.28 10 9.09 3 21.19 7 3.20 4.165
68 市郎左衛門 30.07 11 13.01 6 17.06 5 2.08 3.567
69 喜兵衛 30.04 14 3.05 6 26.29 8 4.00 3.279
70 伝右衛門 29.29 8 10.07 3 19.22 5 2.12 3.204
71 吉左衛門 29.17 6 29.17 6 7.00 3.184
72 上　吉右衛門 28.29 18 6.04 3 22.25 15 2.21 2.353
73 次郎兵衛 27.28 11 9.10 3 18.18 8 3.14 2.531
74 助右衛門 26.21 14 11.04 8 15.17 6 2.20 3.177
75 藤左衛門 26.18 12 10.27 4 15.21 8 3.14 2.901
76 庄兵衛 26.02 6 26.02 6 5.18 2.679
77 七兵衛 25.15 16 13.18 7 11.27 9 2.24 2.336
78 太兵衛 24.18 9 11.24 2 12.24 7 2.138
79 吉兵衛後家 24.15 6 3.15 1 21.00 5 4.06 2.118
80 勘右衛門 24.14 9 5.08 5 19.06 4 4.02 2.793
81 佐右衛門 24.03 11 9.02 3 15.02 8 2.08 2.979
82 勘之丞 22.18 2 22.18 2 1.346
83 下　四郎左衛門 22.17 5 1.22 1 20.25 4 2.21 2.340
84 上　半左衛門 22.01 10 4.11 5 17.20 5 1.987
85 下　伊右衛門 21.22 6 21.22 6 1.666
86 久右衛門 21.14 13 11.04 7 10.10 6 2.10 2.142
87 上　平兵衛 21.01 14 11.00 5 10.01 9 3.08 1.131
88 蓮　久 20.28 6 3.17 2 17.11 4 2.043
89 孫右衛門 20.00 3 20.00 3 2.12 1.878
90 長左衛門 19.27 7 13.08 3 6.19 4 4.00 2.708
91 伊右衛門 19.11 8 7.18 3 11.23 5 4.01 2.143
92 上　惣右衛門 19.03 6 5.03 2 14.00 4 5.25 2.547
93 半三郎 18.15 7 1.22 1 16.23 6 3.06 1.862
94 仁兵衛 18.12 4 12.11 2 6.01 2 2.20 2.300
＊屋敷は筆数と合計・持高に入れず、〔３〕は屋敷が３筆を示す。（以下省略）
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【表8】寛文12年（1672）青柳村土地所有階層表(部分)
番号 名請人 合計（畝） 筆数 田合計（畝） 筆数 畑合計（畝） 筆数 屋敷（畝） 持高（石）
1 太郎左衛門 739.17 155 408.10 92 331.07 63 18.15〔３〕 78.315
2 新右衛門 282.07 54 112.06 29 170.01 25 9.18 28.219
3 太郎兵衛 233.09 48 104.12 26 128.27 22 2.00 23.555
4 善兵衛 176.08 41 86.12 22 3.42 19 5.10 13.857
5 下　藤左衛門 143.10 44 55.14 18 87.26 26 5.25 13.908
6 半之丞 134.24 30 58.14 12 76.10 18 5.12 11.644
7 伝左衛門 117.06 33 50.21 17 66.15 16 4.24 12.408
8 五郎左衛門 115.08 28 56.23 14 58.15 14 10.24 12.431
9 源左衛門 109.25 29 52.19 13 57.06 16 3.07 12.650
10 長右衛門 104.21 26 29.29 11 74.22 15 12.20 10.767
11 源兵衛 99.21 23 35.08 5 64.13 18 5.03 8.303
12 甚左衛門 90.05 19 46.07 11 43.28 8 5.18 12.063
13 十左衛門 85.10 30 36.17 13 48.23 17 3.14 8.959
14 佐左衛門 84.22 27 31.19 14 53.03 13 8.24 9.653
15 惣左衛門 84.04 22 31.12 10 52.22 12 5.26 7.221
16 五郎兵衛 84.03 20 47.02 12 37.01 8 9.638
17 新左衛門 82.20 21 44.10 14 38.10 7 5.06 10.148
18 九郎兵衛 76.11 31 23.28 13 52.13 18 5.24 7.129
19 忠左衛門 73.07 8 18.12 3 54.25 5 7.589
20 五郎右衛門 73.01 25 24.23 11 48.08 14 2.17 7.393
21 平左衛門 72.11 12 40.18 7 31.23 5 13.26 10.093
22 正福寺 71.29 15 23.16 5 48.13 10 6.301
23 市左衛門 70.23 16 23.06 5 47.17 11 2.04 6.146
24 清兵衛 69.24 22 12.25 7 56.19 15 3.03 6.040
25 半兵衛 69.18 14 13.07 4 56.11 10 6.00 6.930
26 庄左衛門 67.23 17 26.22 8 41.01 9 1.18 7.720
27 佐兵衛 67.11 19 13.29 8 53.12 11 5.291
28 清右衛門 64.02 13 25.26 4 38.06 9 2.21 6.541
29 太郎右衛門 61.01 13 30.12 6 30.19 7 10.18 7.989
30 善左衛門 59.28 19 16.29 4 42.29 15 6.12 5.465
31 与四兵衛 59.10 20 34.14 9 24.26 11 6.12 7.000
32 忠右衛門 57.06 22 14.05 7 43.01 15 2.00 4.689
33 下惣右衛門 56.03 14 19.12 4 36.21 10 2.20 4.862
34 半左衛門 54.05 15 18.02 5 36.03 10 3.09 6.874
35 惣兵衛 53.22 9 10.09 2 43.13 7 4.16 5.310
36 善之丞 49.16 18 23.27 10 25.19 8 2.07 5.266
37 与次左衛門 48.04 18 8.22 5 39.12 13 3.109
38 下七兵衛 46.10 8 19.00 3 27.10 5 4.577
39 十右衛門 45.25 12 10.29 4 34.26 8 4.24 4.772
40 善右衛門 45.22 9 37.11 5 8.11 4 5.10 6.938
41 五郎右衛門姉 45.07 9 16.14 3 28.23 6 3.00 5.288
42 源之丞 45.06 14 12.18 5 32.18 9 2.28 3.182
43 長次郎 45.03 10 11.20 2 33.13 8 2.08 4.386
44 権左衛門 44.11 14 10.22 4 33.19 10 2.17 3.958
45 孫左衛門 44.00 17 14.08 5 29.22 12 4.01 4.896 
46 四郎兵衛 43.27 15 11.26 4 32.01 11 3.361
47 茂右衛門 43.22 16 10.26 6 32.26 10 6.08 4.474
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天
保
十
一
年
（
一
八
四
〇
）
十
一
月

　
　
　
　
（
青
柳
河
岸
問
屋
出
入
の
際
、
青
柳
村
小
河
内
家
由
緒
）

�

手
続
書
写　
〔
大
久
保
勝
徳
家
蔵
〕

（
表
紙
）

「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

天
保
十
一
年

　
　
　
　
　
御
奉
行
所
差
上
候

　
　
　
　
　
　
　
　

手　

続　

書　

写

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

子
十
一
月

�

」

　
　
　

手　

続　

書

青
柳
河
岸
之
義
、
慶
長
十
二
未
年
、
角
倉
与
市
様
川
筋
御
見
立
之
節
、
先
祖
太
郎
左
衛
門

御
案
内
仕
、
通
船
相
始
候
節
ゟ
問
屋
役
被　

仰
付
、
商
諸
荷
物
取
賄
仕
候
処
、
追
年
便
利

宜
敷
相
成
候
ニ
付
、
寛
永
九
申
年
始
て
御
廻
米
運
送
被
仰
付
、
其
節
船
壱
艘
為
御
運
賃
米

三
俵
被
下
置
、
同
十
酉
年
小
判
弐
分
宛
被
下
置
、
同
十
五
寅
年
河
岸
御
蔵
御
建
被
成
候
、

以
来
太
郎
左
衛
門
手
限
永
久
相
勤
候
趣
、
先
祖
ゟ
代
々
申
伝
候
、
尤
御
廻
米
之
義
者
、
御

米
壱
俵
ニ
付
為
番
賃
鐚
壱
文
ツ
ヽ
被
下
置
、
御
運
賃
者
不
残
船
頭
江
相
渡
候
御
仕
法
ニ
付
、

右
御
用
向
ハ
無
給
ニ
而
相
勤
候
故
を
以
、
国
中
并
信
州
ゟ
駿
州
へ
取
引
仕
候
商
諸
荷
物
取
賄
、

為
蔵
敷
壱
品
ニ
付
五
り
・
八
り
ツ
ヽ
請
取
、
永
久
渡
世
仕
候
、
尤
三
河
岸
之
内
鰍
沢
河
岸

之
義
者
御
廻
米
者
村
役
人
年
番
ニ
相
勤
、
商
諸
荷
物
者
村
中
之
者
勝
手
次
第
取
賄
候
往
古
ゟ

之
仕
法
ニ
有
之
、
黒
沢
河
岸
ニ
而
者
、
五
ヶ
年
・
拾
ヶ
年
、
或
者
一
代
・
二
代
御
𢌞
米
并
商
諸

荷
物
共
取
賄
候
も
の
も
有
之
候
得
共
、
村
役
人
之
内
度
々
引
替
り
候
儀
ニ
御
座
候
、
於
青

柳
河
岸
者
先
祖
太
郎
左
衛
門
慶
長
年
中
通
船
相
始
り
候
以
来
、
御
廻
米
者
勿
論
、
外
諸
荷

物
共
壱
ヶ
年
ニ
而
も
余
人
之
携
候
儀
曽
而
無
之
、
証
拠
者
勿
論
申
伝
ニ
茂
無
之
候
、
寛
文
年
中

ゟ
甲
府
様
御
領
知
ニ
相
成
、
宝
永
年
中
松
平
甲
斐
守
様
御
領
分
之
節
も
太
郎
左
衛
門
手
限

ニ
相
勤
候
証
拠
書
物
数
通
有
之
、
享
保
九
辰
年
甲
斐
守
様
御
国
替
以
後
御
料
ニ
相
成
候
而
も
、

置
居
米
河
岸
御
蔵
江
御
詰
被
成
太
郎
左
衛
門
江
御
預
ヶ
被
成
候
、
先
前
御
代
官
様
方
御
判

物
数
多
所
持
罷
在
候
、
然
ル
ニ
明
和
年
中
村
々
へ
郷
蔵
被
仰
付
、
其
以
来
村
限
ニ
御
預
ヶ

被
置
候
義
ニ
御
座
候
、
冨
士
川
通
船
路
御
普
請
并
ニ
御
𢌞
米
御
運
賃
三
河
岸
一
同
御
願
等
之

節
も
、
鰍
沢
・
黒
沢
両
河
岸
之
問
屋
・
名
主
・
長
百
姓
連
名
、
青
柳
河
岸
者
一
名
ニ
而
願
上

候
扣
等
数
通
有
之
、
御
蔵
御
修
覆
・
御
運
賃チ
ン
金
内
借
等
都
而
太
郎
左
衛
門
一
名
ニ
而
被
仰
ニ

付
、
御
蔵
臺
之
儀
茂
御
手
狭
ニ
付
享
保
十
三
申
年
太
郎
左
衛
門
所
持
之
内
下
畑
・
下
々
畑
弐

筆
合
七
畝
歩
足
地
ニ
被
仰
付
、
尤
此
分
御
年
貢
者
御
引
方
被
仰
付
候
得
共
、
其
後
宝
暦
三
酉

年
下
畑
弐
畝
廿
九
歩
尚
又
足
地
ニ
被
仰
付
、
此
分
御
年
貢
者
毎
年
弁
納
仕
罷
在
候
、
同
六
子

年
御
運
上
被
仰
付
候
ニ
付
、
塩
荷
物
并
船
稼
い
た
し
候
者
共
ゟ
太
郎
左
衛
門
方
ニ
而
取
立
、

年
々
上
納
仕
候
、
然
ル
処
、
一
村
一
体
之
皆
済
御
目
録
江
御
書
載
有
之
故
を
以
、
村
方
ゟ

上
納
致
候
抔
証
拠
申
立
候
得
共
、
太
郎
左
衛
門
方
ニ
而
上
納
仕
候
小
切
手
御
役
所
へ
差
上
、

御
目
録
江
御
書
載
被
下
候
義
ニ
而
、
口
永
者
太
郎
左
衛
門
御
年
貢
勘
定
ニ
差
加
名
主
方
へ
相
渡

シ
申
候
、
既
ニ
戌
・
亥
両
年
御
目
録
者
い
ま
た
御
引
替
無
之
候
ニ
付
、
当
御
代
官
小
林
藤
之

助
様
へ
太
郎
左
衛
門
方
ニ
而
上
納
仕
度
、
小
切
手
所
持
仕
、
其
外
先
前
御
代
官
様
方
御
書

付
等
も
有
之
候
者
顕
然
之
御
儀
ニ
御
座
候
、

一
黒
沢
村
・
鰍
沢
村
之
儀
者
、
東
西
河
内
領
と
国
中
と
之
境
ニ
而
、
両
村
共
口
留
御
番
所
有

之
、
殊
ニ
鰍
沢
之
儀
者
、
信
州
ゟ
駿
州
江
之
往
還
筋
ニ
而
、
韮
崎
宿
・
荊
沢
・
鰍
沢
と
人
馬

継
合
之
村
方
ニ
候
処
、
身
延
山
追
年
繁
昌
ニ
相
成
、
御
諸
家
様
方
御
通
行
相
増
候
故
か
、

明
和
年
中
人
馬
継
之
趣
意
不
相
立
趣
を
以
、
青
柳
河
岸
へ
彼
是
差
障
候
ニ
付
、
青
柳
之

儀
者
外
村
与
違
、
塩
商
売
其
外
共
鰍
沢
同
様
先
規
ゟ
仕
来
候
処
、
無
謂
被
差
留
候
而
者
、

一
村
退
転
之
筋
与
問
屋
太
郎
左
衛
門
并
船
頭
共
者
勿
論
一
同
憤
り
、
御
支
配
御
代
官
上
倉

彦
左
衛
門
様
へ
明
和
二
酉
年
願
上
候
処
、
御
吟
味
不
相
決
、
同
三
戌
年
御
奉
行
所
様
江
御

差
出
ニ
相
成
、
問
屋
太
郎
左
衛
門
私
共
父
ニ
而

其
節
廿
六
才
・
船
頭
惣
代
・
名
主
・
長
百
姓
・
百
姓
代

共
長
百
姓
十
兵
衛
・
太
郞
八
・
長
右

衛
門
・
利
左
衛
門
・
平
右
衛
門
　
百
姓
代
者
新

太
郞
・
宗
八
等
五
人
宛
替
り
〳
〵
出
府
仕
、
千
辛
萬
苦
・
粉

骨
を
尽
し
、
五
ヶ
年
之
間
奉
請
御
吟
味
、
同
七
寅
年
青
柳
河
岸
之
義
ハ
古
キ
書
物
も
有

之
、
新
河
岸
と
者
難
申
ニ
付
、
先
規
仕
来
之
通
可
取
計
旨
之
蒙
御
裁
許
を
、
村
方
一
同

勝
利
之
趣
相
悦
、
村
役
人
俱
々
打
寄
、
六
ヶ
年
之
諸
雑
費
取
調
候
処
、
都
合
甲
金
八
百

両
余
相
掛
り
、
右
金
高
之
内
名
主
・
長
百
姓
・
百
姓
代
三
人
宛
始
終
差
添
罷
出
候
為
入

用
甲
金
弐
百
両
村
方
ゟ
差
出
し
、
河
岸
場
賄
向
先
規
仕
来
之
通
御
裁
許
之
趣
堅
相
守
、

去
々
天
保
九
戌
年
迄
無
転
変
太
郎
左
衛
門
相
勤
来
申
候
、

史
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一
享
保
年
中
御
料
ニ
相
成
候
以
来
、
御
𢌞
米
之
儀
者
御
手
代
中
御
出
役
被
成
、
郡
中
江
納
名

主
壱
・
両
人
被
仰
付
御
差
出
置
被
成
、
村
々
ゟ
附
出
し
候
御
米
者
問
屋
下
役
小
乗
と
申

者
一
河
岸
四･

五
人
ツ
ヽ
問
屋
目
鑑
を
以
申
付
、
不
正
之
取
計
致
間
敷
旨
証
文
を
取
、

村
割
を
以
為
請
取
俵
数
相
揃
候
節
、
御
手
代
中
・
納
名
主
・
問
屋
立
会
相
改
、
納
ニ
相

成
候
御
米
者
御
蔵
詰
之
上
川
下
ヶ
い
た
し
候
御
仕
法
ニ
御
座
候
、
安
永
・
天
明
之
頃
御

運
賃
定
式
之
躰
ニ
相
成
候
節
、
御
四
分
様
御
立
会
之
上
御
請
書
江
御
蔵
近
辺
出
火
又
者
出

水
之
折
柄
早
速
駆
付
可
相
囲
旨
被
仰
付
候
得
共
、
霜
月
ゟ
正
月
迄
之
内
出
水
之
儀
者
無

之
、
殊
ニ
青
柳
河
岸
之
義
者
居
村
ゟ
七
・
八
町
茂
隔
り
、
御
蔵
近
辺
ニ
家
居
無
之
候
得
共
、

両
河
岸
ニ
准
し
名
主
加
判
者
仕
来
候
得
共
、
村
役
人
立
会
等
被
仰
付
候
儀
ハ
更
ニ
無
之
、

前
々
之
通
取
計
来
り
申
候
、

一
文
化
三
寅
年
、
甲
州
御
𢌞
米
為
御
改
正
御
吟
味
方
御
下
役
・
御
普
請
役
方
年
々
御
三
人

ツ
ヽ
被
成
御
越
、
種
撰
・
米
怔
・
俵
拵
等
厳
重
被
仰
付
、
於
三
河
岸
ニ
者
納
名
主
・
小

乗
等
御
差
留
ニ
相
成
、
村
々
ゟ
名
主
罷
出
相
納
、
萬
一
無
拠
差
支
有
之
節
者
長
百
姓
罷

出
、
小
前
名
代
之
者
差
出
候
儀
者
決
而
不
相
成
、
鰍
沢
河
岸
ニ
而
者
、
御
取
締
役
喜
平
治
立

会
、
黒
沢
河
岸
ニ
而
者
村
役
人
立
会
被
仰
付
候
得
共
、
青
柳
河
岸
河（

衍

）岸ニ
而
者
太
郎
左
衛
門

之
外
村
役
人
立
会
等
被
仰
付
候
義
者
決
而
無
之
、
弥
御
改
正
之
趣
意
堅
相
守
、
御
用
向

大
切
ニ
相
勤
候
段
達
御
耳
ニ
、
同
四
卯
年
柳
生
主
膳
正
様
ゟ
難
有
蒙　

御
褒
詞
、
冥
加
至

極
と
奉
存
、
弥
以
相
慎
、
聊
私
欲
等
之
念
慮
無
之
、
去
々
戌
年
迄
無
恙
相
勤
来
申
候
、

右
者
天
保
八
酉
年
迄
之
儀
者
暦（
歴

然然
）、

御
立
会
様
方
御
存
被
下
置
候
者
明
白
之
儀
ニ
御
座
候
、

一
太
郎
左
衛
門
家
之
義
者
、
永
禄
年
中
ゟ
青
柳
村
ニ
住
居
仕
、
慶
長
・
元
和
之
頃
盛
ニ
而
、

寛
文･

元
禄
之
頃
迄
家
内
弐
拾
七･

八
人
暮
ニ
而
有
之
候
処
、
延
享
年
中
ゟ
災
難
相
続
衰

微
仕
候
処
、
明
和
年
中
鰍
沢
出
入
六
ヶ
年
相
掛
り
、
右
諸
雑
費
甲
金
八
百
両
余
之
内
村

方
ゟ
甲
金
弐
百
両
差
出
シ
、
残
六
百
両
半
金
者
太
郎
左
衛
門
・
半
金
者
船
頭
共
ゟ
可
差

出
筈
取
究
候
得
共
、
大
金
之
儀
ニ
付
手
薄ウ
ス

キ
船
頭
共
ゟ
者
利
息
計
も
難
出
来
儀
ニ
付
、
向

後
壱
俵
・
壱
固（
箇
）運
賃
之
内
ニ
而
五
り（
厘
）・
三
り
ツ
ヽ
置
銭
可
致
候
間
、
無
利
足
永
年
賦
ニ
請

取
相
済
し
呉
候
様
只
管
相
願
候
ニ
付
、
無
拠
太
郎
左
衛
門
所
持
之
田
畑
質
入
い
た
し
甲

金
六
百
両
出
金
仕
、
勿
論
其
節
之
書
類
夫
々
所
持
仕
候
、
仍
而
船
頭
共
ゟ
壱
ヶ
年
ニ
拾

両
余
ツ
ヽ
都
合
弐
拾
八
ヶ
年
ニ
請
取
候
姿
ニ
者
相
成
候
得
共
、
右
ニ
付
安
永
年
中
ゟ
身
上

向
手
薄
く
相
成
、
天
明
元
丑
年
類
焼
い
た
し
旁
私
兄
太
郎
左
衛
門
不
仕
合
而
已
打
続
病
身

ニ
罷
成
、
文
化
四
卯
年
死
去
い
た
し
、
忰
太
郎
左
衛
門
漸
生
長
い
た
し
候
得
共
、
追
々

仕
合
悪
敷
、
三
人
ま
て
呼
迎
候
女
房
追
々
死
去
い
た
し
、
心
気
不
穏
罷
在
候
処
、
剰
同

人
義
も
壮
年
ニ
而
相
果
、
当
子
年
太
郎
左
衛
門
漸
拾
三
才
・
同
人
姉
拾
五
才
、
是
而
已
相

残
り
候
ニ
付
、
無
拠
六
左
衛
門
夫
々
引
越
、
往
古
三
拾
人
余
暮
し
候
広
キ
家
ニ
漸
召
仕

共
六
人
暮
ニ
而
寥
与々
亡
自
仕
罷
在
候
、

一
往
古
よ
り
御
𢌞
米
御
用
相
勤
候
冥
加
を
以
商
諸（
荷
欠
）物取

賄
、
塩
壱
俵
ニ
付
五
り
運
賃
取
替

之
分
壱
箇
八
り
宛
、
下
り
荷
物
五
り
宛
、
年
中
〆
六
拾
両
も
可
有
之
、
然
ル
処
、
番
非

人
壱
軒
抱
、
外
ニ
増
番
相
雇
、
帳
附
壱
人
・
荷
物
改
之
物（
者
）壱
人
、
右
之
者
共
喰
口
諸
雑

費
其
外
荷
物
置
場
小
屋
之
儀
も
前
者々
御
𢌞
米
御
蔵
御
不
用
之
節
者
拝
借
致
来
り
候
所
、

御
改
正
以
来
別
段
ニ
補
理
、
荷
物
紛
失
等
之
節
者
弁
金
も
相
立
、
船
頭
之
内
ニ
も
引
負
等

致
し
候
も
の
も
多
分
有
之
、
旁
ニ
而
金
相
残
り
候
分
者
三
拾
両
も
可
有
之
、
右
助
成
を
以

太
郎
左
衛
門
居
家
之
修
覆
、
衣
類
其
外
漸
淋
し
く
口
を
糊
罷
在
候
、

一
私
共
両
人
之
儀
も
右
ニ
准
し
、
追
々
衰
微
仕
、
助
成
可
致
餘
力
も
無
之
、
私
共
而
已
ニ
不

限
、
往
古
ゟ
相
応
ニ
暮
し
、
元
来
長
百
姓
茂
勤
候
者
者
不
残
衰
微
仕
、
古
来
之
長
百
姓
者

当
時
壱
人
茂
相
勤
不
申
候
、

一
青
柳
村
之
儀
者
、
人
馬
継
合
之
村
方
ニ
無
之
候
得
共
、
冨
士
川
通
船
開
闢
ゟ
太
郎
左
衛

門
方
ニ
而
問
屋
致
し
来
り
候
ニ
付
、
船
頭
・
馬
士
、
其
外
御
𢌞
米
取
扱
候
人
足
等
并
塩
商

売
鰍
沢
同
様
致
来
り
候
、
自
然
与
村
方
潤
益
ニ
相
成
候
故
、
寛
文･

元
禄
之
頃
迄
家
数
百

五
拾
軒･

人
数
八
百
五
拾
人
之
処
、
当
時
家
数
三
百
軒
・
人
数
千
六
百
余
ニ
相
成
、
村

高
七
百
三
拾
三
石
余
ニ
而
、
右
様
家
数･

人
別
相
増
候
者
、
外
隣
村
江
見
競
全
河
岸
場
有

之
候
潤
益
顕
然
之
儀
と
奉
存
候
、
依
之
明
和
年
中
鰍
沢
出
入
之
節
も
村
役
人
替
り
〳
〵

罷
出
、
村
方
ゟ
差
添
入
用
茂
差
出
し
候
得
共
、
仕
来
之
通
相
守
候
者
太
郎
左
衛
門
家
之

証
拠
を
以
河
岸
場
相
立
、
村
方
潤
益エ
キ
ニ
相
成
候
儀
を
相
弁
候
者
共
ニ
御
座
候
、

一
駿
府
御
目
附
様
毎
年
御
通
行
被
遊
候
節
、
往
還
道
橋
繕
其
外
御
荷
物
持
運
人
足
者
村
方

掛
り
ニ
而
名
主
方
ゟ
鰍
沢
宿
へ
差
出
シ
候
得
共
、
谷
無
川
并
ニ
冨
士
川
通
戸
坂
・
岩
崎
且

早
川
、
四
ヶ
所
渡
世
場
助
船
者
三
河
岸
問
屋
江
被　

仰
付
、
適
御
乗
船
も
被
遊
候
処
、

近
年
者
大
方
鰍
沢
河
岸
ゟ
御
乗
船
ニ
而
下
山
村
御
泊
、
身
延
へ
御
立
寄
、
大
野
村
ゟ
尚
又

御
乗
船
に
て
萬
沢
村
ま
て
被
遊
御
越
候
定
例
ニ
相
成
候
間
、
三
河
岸
問
屋
よ
り
船
頭
共

へ
申
付
、
冨
士
川
通
難
場
ヶ
所
ヶ
々
前
広
ニ
瀬
直
し
致
し
置
、
毎
年
御
用
船
相
勤
、
且　

御
支
配
御
役
人
様
方
青
柳
河
岸
御
乗
船
被
成
候
節
者
、
無
差
支
相
勤
候
得
共
、
村
方
に

て
少
も
携
候
儀
無
之
候
、
然
ル
所
冨
士
川
通
船
路
御
普
請
之
儀
者
、
先
規
仕
来
ニ
而
駿
州
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内
房
村
地
内
芝
川
戸
落
合
之
儀
出
水
之
度
々
大
石
押
出
し
冨
士
川
通
大（
第
一
）一之
難
場
ニ
有

之
、
去
ル
天
保
元
寅
年
ゟ
瀬
直
し
御
普
請
三
河
岸
問
屋
定
請
負
ニ
被
仰
付
、
船
頭
共
へ

申
付
、
御
普
請
為
致
候
ニ
付
、
前
金
拝
借
仕
候
節
、
鰍
沢
河
岸
ニ
而
者
取
締
役
喜
平
次
加

判
致
候
而
已
、
黒
沢
・
青
柳
両
河
岸
ニ
而
者
問
屋
一
名
ニ
而
御
年
番
御
役
所
ゟ
拝
借
致
来
候
ニ

付
、
去
亥
十
月
中
、
例
年
之
通
両
河
岸
ゟ
甲
府
御
役
所
江
参
り
候
由
通
達
有
之
、
当
河

岸
ゟ
も
問
屋
名
代
之
者
差
遣
シ
候
処
、
当
村
名
主
真
太
郞
義
、
私
共
へ
一
切
沙
汰
も
無

之
、
為
名
代
与
百
姓
代
儀
左
衛
門
甲
府
へ
差
出
、
問
屋
名
代
之
者
を
押
掠
メ
、
強
而
加

判
い
た
し
、
拝
借
仕
候
金
子
者
鰍
沢
河
岸
問
屋
名
代
之
者
へ
預
ヶ
置
、
青
柳
河
岸
割
合

之
分
者
名
主
真
太
郞
印
書
不
遣
候
而
者
不
相
渡
候
様
堅
く
契
約
い
た
し
置
、
駿
州
内
房
村

地
内
船
路
御
普
請
江
当
村
名
主
ゟ
立
会
之
者
差
遣
シ
候
由
承
り
候
ニ
付
、
其
段
御
役
所
江

申
上
候
処
、
出
入
中
之
義
ニ
付
、
当
年
者
鰍
沢･

黒
沢
両
河
岸
取
計
ニ
可
任
置
旨
被
仰
聞

候
ニ
付
承
伏
仕
罷
在
候
得
共
、
御
立
会
様
方
御
出
勤
中
者
勿
論
、
去
々
戌
年
迄
加
判
立

会
等
い
た
し
候
義
無
之
候
所
、
名
主
真
太
郞
勝
手
侭
之
儀
と
奉
存
候
、

一
文
化
年
中
御
運
賃
弐
割
減
御
吟
味
之
節
、
三
河
岸
船
頭
共
一
同
難
渋
之
趣
相
歎
候
ニ
付
、

問
屋
役
之
者
共
損
益
ニ
者
不
抱
候
得
共
、
船
頭
共
仕
当
ニ
不
相
成
難
儀
之
始
末
相
弁
、
身

分
ニ
引
請
、
右
様
被
仰
付
候
而
者
問
屋
役
難
勤
趣
申
立
御
訴
詔
仕
候
義
ニ
御
座
候
、
其
節

親
新
太
郞
等
ハ
新
役
ニ
者
候
得
共
、
三
河
岸
一
同
船
頭
共
之
難
渋
を
も
相
弁
、
問
屋
太
郎

左
衛
門
私
欲
之
節
ニ
も
無
之
候
得
者
、
弐
割
減
を
以
問
屋
役
引
請
候
得
者
、
三
河
岸
船
頭

共
一
同
可
及
騒
動
義
を
致
推
察
、
問
屋
之
望
無
之
由
申
居
候
者
有
躰
実
意
之
人
情
と
奉

存
候
、
然
ル
処
当
真
太
郞
義
者
親
之
代
ゟ
始
五
十
年
以
来
之
長
百
姓
ニ
而
血
気
盛
之
若
者

ニ
御
座
候
所
、
村
内
近
年
出
来
身
上
ニ
而
勝
手
向
宜
敷
、
長
百
姓
ニ
も
相
成
度
心
掛
之
者

を
語
会
、
問
屋
太
郎
左
衛
門
幼
弱
、
私
共
老
衰
を
侮
り
、
此
節
押
倒
船
問
屋
株
を
可
奪

取
巧
を
以
新
規
之
難
題ダ
イ

申
掛
、
出
入
ニ
取
結
候
義
ニ
御
座
候
、
去
亥
年
中
御
支
配
於
御

役
所
茂
文
化
年
中
之
義
再
応
申
立
候
者
、
其
節
親
新
太
郞
等
之
存
意
を
残
念
ニ
存
、
此
節

右
様
之
被
仰
出
も
有
之
候
ハ
ヽ
、
鰍
沢･

黒
沢
両
村
之
内
ニ
も
欲
心
同
意
之
者
共
を
語
合
、

三
河
岸
船
頭
共
如
何
様
難
渋
申
候
共
、
金
銭
を
以
当
分
を
取
繕
、
惣
村
一
統
之
潤
益
・

不
益
ニ
も
不
構
、
弐
割
減
し
御
運
賃
を
以
問
屋
役
引
請
、
是
迄
勤
来
り
候
問
屋
共
を
押

片
付
、
自
分
共
之
問
屋
役
ニ
相
成
候
上
ニ
者
、
尚
又
船
頭
共
之
難
渋
申
立
、
唯
今
之
通
増

御
運
賃
可
相
願
与
私
欲
之
悪
謀
巧
慧
候
も
の
ニ
無
之
候
者
、
天
文
・
永
禄
之
人
情
と
等
し

く
歎
ヶ
敷
奉
存
候
、
私
共
両
人
幼
年
之
太
郎
左
衛
門
後
見
致
居
候
処
、
六
左
衛
門
義
者

先
日
病
死
致
候
得
共
、
差
添
人
三
郎
右
衛
門
義
素
々
太
郎
左
衛
門
家
ニ
而
出
生
致
シ
兄

弟
之
義
ニ
付
、
六
左
衛
門
心
中
も
察
入
、
悲
歎
之
餘
り
、
乍
恐
理
八
俱
々
奉
願
上
候
、

弐
百
年
来
勤
来
り
候
問
屋
役
之
規
矩
相
破
レ
、
細
き
煙
り
も
立
兼
候
様
相
成
候
而
者
、

対
親
・
先
祖
之
亡
霊
へ
候
義
者
勿
論
、
親
類
・
身
寄
・
船
頭
・
水
主
之
者
共
へ
面
目
難

向
、
且
太
郎
左
衛
門
生
長
之
後
、
如
何
様
遺
恨
ニ
可
存
も
難
計
、
進
退
惟
ニ
谷
り
候
間
、

後
見
両
人
於
身
分
先
規
仕
来
ニ
外
れ
候
、
於
御
公
儀
様
被
仰
付
ニ
背
キ
候
不
正
之
儀
も

御
座
候
ハ
ヽ
、
如
何
様
御
咎
被
仰
付
、
た
と
へ
及
一
命
候
共
、
少
も
遺
念
無
之
候
間
、

太
郎
左
衛
門
問
屋
役
之
儀
者
何
卒
格
別
以　

御
憐
愍
、
差
上
置
候
証
拠
物
御
照
察
被
成

下
、
前
々
仕
来
之
通
、
無
難
ニ
永
続
仕
候
様
被
仰
付
被
下
置
候
ハ
ヽ
、
慶
長
以
来
之
奉
仰

　

御
神
徳
広
太
之
御
慈
悲
難
有
仕
合
ニ
奉
存
候
、
以
上
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
林
藤
之
助
御
代
官
所

　
　
　

天
保
十
一
子
十
一
月　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

甲
州
巨
摩
郡
青
柳
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

長
百
姓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

理　
　
　

八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
州
同
郡
荊
沢
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

長
百
姓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

差
添
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
郎
右
衛
門

　
　

御
奉
行
所
様

史
料
２　
天
保
十
三
年
（
一
八
四
二
）
九
月　

　
　
　
　
（
青
柳
河
岸
問
屋
出
入
）
為
取
替
申
儀
定
之
事

�

（
富
士
川
町
蔵
）

　
　
　
　
　

為
取
替
申
儀
定
之
事

青
柳
河
岸
之
義
者
、
先
前
太
郎
左
衛
門
一
手
ニ
進
退
い
た
し
来
り
候
処
、
今
般
御
改
政
之

御
趣
意
ニ
付
、
商
荷
物
置
場
所
之
内
御
蔵
道
北
ノ
方
会
所
引
取
地
所
相
渡
、
尤
右
御
蔵
臺

地
先
之
分
ハ
訴
訟
方
ニ
而
進
退
い
た
し
、
境
筋
江
矢
来
結
切
、
残
之
分
者
太
郎
左
衛
門
進
退
可

致
筈
取
極
、
都
而
今
般
済
口
証
文
之
趣
意
無
違
失
相
守
、
相
互
ニ
睦
敷
稼
方
可
致
筈
、

右
之
通
儀
定
取
極
申
処
相
違
無
御
座
候
、
依
之
為
後
証
為
取
替
置
申
処
、
如
件
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

甲
州
巨
摩
郡
青
柳
村
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名
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

訴
詔
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真　

太　

郞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　
　

儀
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　
　

宇　

兵　

衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

問
屋
太
郎
左
衛
門
後
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

長
百
姓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

相
手
方　
　

理　
　
　

八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

百
姓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
断
同　
　

十　

兵　

衛

　
　
　

天
保
十
三
寅
年
九
月
廿
九
日

史
料
３　
天
保
十
三
年
（
一
八
四
二
）
十
月

　
　
　
　
　
　
（
青
柳
河
岸
問
屋
出
入
）
済
口�

（
仙
洞
田
貢
家
蔵
）

　
　
　
　
　

済　
　

口

御
吟
味
中
之
処
、
青
柳
河
岸
之
義
者
、
富
士
川
通
船
開
闢
以
来
、
御
廻
米
御
用
并
商
諸
荷
物
、

其
外
都
而
太
郎
左
衛
門
一
手
ニ
進
退
仕
来
候
儀
者
、
証
拠
書
物
ニ
而
無
相
違
段
、
夫
々
相
分
り

候
得
共
、
問
屋
并
株
式
与
申
儀
、
都
而
御
停
止
被
仰
出
候
上
者
、
争
論
可
及
筋
無
之
段
、
御

趣
意
相
弁
、
依
之
以
来
河
岸
場
之
儀
訴
答
入
会
之
河
岸
問
屋
渡
世
与
相
定
、
一
同
無
隔
心

入
会
、
諸
荷
物
請
払
方
仕
、
都
而
御
趣
意
ニ
相
振
不
申
様
可
致
、
且
、
御
廻
米
御
用
引
請

方
之
儀
、
太
郎
左
衛
門
引
請
年
限
中
者
同
人
ニ
相
任
、
年
季
明
切
替
之
度
毎
、
安
値
段
を

以
引
受
候
者
有
之
候
ハ
ヽ
、
村
役
人
惣
連
印
を
以
、
御
支
配
御
役
所
江
跡
請
相
願
、
御
差
図

受
、
御
差
支
無
之
様
仕
、
御
廻
米
之
儀
者
別
而
大
切
ニ
付
、
請
負
人
者
勿
論
、
長
百
姓
之
内

壱
人
宛
立
会
、
麁
略
無
乃
様
相
勤
候
筈
取
極
、
一
同
聊
無
申
分
、
熟
談
内
済
仕
、
偏
ニ
御

威
光
与
難
有
仕
合
奉
存
候
、
然
ル
上
者
、
右
一
件
ニ
付
、
重
而
双
方
ゟ
御
願
筋
毛
頭
無
御
座

候
、
依
之
為
後
証
、
連
印
済
口
証
文
差
上
申
処
、
如
件
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
林
藤
之
助
御
代
官
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

甲
州
巨
摩
郡
青
柳
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
前
弐
百
三
拾
四
人
惣
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名
主

　
　
　
　

天
保
十
三
寅
年
十
月　
　
　
　
　
　
　
　

 

訴
詔
方�

真　

太　

郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
百
姓
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　
　
　
　
　

儀
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
百
姓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　
　
　
　
　

宇　

兵　

衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
村　

問
屋
太
郎
左
衛
門
後
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
百
姓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

相
手
方　
　
　
　

利　
　
　

八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　
　
　
　
　

十　

兵　

衛

　
　
　

御
奉
行
所
様

前
書
之
通
、
跡
部
能
登
守
様
江
済
口
証
文
奉
差
上
、
御
聞
届
相
成
候
間
、
為
後
証
、
為
取

替
置
申
処
、
如
件
、　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

真　

太　

郎 

印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

儀
左
衛
門 

印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宇　

兵　

衛 

印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

理　
　
　

八 

印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

十　

兵　

衛 

印

史
料
４　
天
保
十
三
年
（
一
八
四
二
）
十
月

　
　
　
　
（
青
柳
河
岸
問
屋
出
入
）
差
上
申
済
口
証
文
之
事

�

（『
鰍
沢
町
誌
』
史
料
編
三
二
五
～
三
二
七
ペ
ー
ジ
を
校
訂
）

　
　
　
　
　

差
上
申
済
口
証
文
之
事

小
林
藤
之
助
御
代
官
所
甲
州
巨
摩
郡
青
柳
村
小
前
弐
百
三
拾
四
人
惣
代
名
主
真
太
郞
外

四
人
ゟ
同
村
問
屋
太
郎
左
衛
門
後
見
長
百
姓
理
八
外
壱
人
江
相
懸
り
、
私
欲
ニ
抱
り
候

出
入
申
立
、
去
ル
天
保
十
亥
年
中
支
配
役
所
江
及
出
訴
、
相
手
方
ゟ
返
答
書
差
上
、
吟

味
中
、
同
十
一
子
年
中
深
谷
遠
江
守
様
御
勘
定　
　

御
奉
行
之
節
、
御
差
出
ニ
相
成
、

御
吟
味
中
御
同
人
様
御
転
役
ニ
付
、
佐
橋
長
門
守
様
江
御
引
渡
、
猶
御
吟
味
中
御
同
人

様
御
転
役
ニ
付
、
当　

御
奉
行
所
様
江
御
引
渡
ニ
相
成
、
追
々
御
吟
味
中
御
座
候
所
、
懸

合
之
上
熟
談
内
済
仕
候
趣
意
、
左
ニ
奉
申
上
候
、
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一
訴
訟
方
ニ
而
者
、
当
村
河
岸
之
義
、
開
闢
ゟ
以
来
御
𢌞
米
積
立
運
送
方
其
外
御
用
向
村
役

人
一
同
ニ
而
御
請
仕
、
相
手
太
郎
左
衛
門
義
、
先
年
者
長
百
姓
茂
相
勤
候
も
の
ニ
付
、
村
方

相
談
之
上
同
人
問
屋
名
目
差
出
為
相
勤
候
得
共
、
御
𢌞
米
御
用
年
季
明
切
替
之
節
者
村

役
人
連
印
ヲ
以
相
願
、
河
岸
場
運
上
金
ハ
太
郎
左
衛
門
ゟ
一
切
差
出
不
申
、
河
岸
稼
い

た
し
候
も
の
共
ゟ
割
合
出
金
仕
、
一
村
名
目
を
以
上
納
致
し
毎
年
皆
済
目
録
御
書
載
有

之
、
右
河
岸
場
江
拘
候
公
事
変
㕝
諸
雑
費
金
前
々
ゟ
村
惣
高
割
ヲ
以
差
出
置
候
上
者
、

河
岸
場
商
諸
荷
物
取
扱
御
用
外
之
儀
迄
太
郎
左
衛
門
江
任
置
候
者
村
方
熟
情
故
之
儀
ニ
御

座
候
処
、
年
暦
相
立
自
然
と
悪
心
差
起
り
、
都
而
河
岸
場
者
太
郎
左
衛
門
進
退
自
由
与
相

心
得
、
種
々
不
正
之
取
計
仕
候
ニ
付
年
増
河
岸
出
荷
物
無
少
ニ
相
成
、
宝
暦
之
頃
与
見
競

候
得
者
、
凡
船
数
五
拾
艘
余
茂
相
減
、
右
ニ
随
ひ
村
方
之
儀
、
追
々
困
窮
仕
候
故
、
村
益

筋
必
至
与
心
掛
、
右
河
岸
場
諸
荷
物
引
請
取
扱
稼
方
仕
度
旨
、
小
前
之
も
の
共
挙
而
村

役
人
江
願
出
候
間
、
相
手
理
八
・
六
左
衛
門
江
実
意
ニ
掛
合
お
よ
ひ
候
得
と
も
、
勝
手
侭

之
儀
而
已
申
聞
、
不
取
敢
、
却
而
村
方
願
書
連
印
い
た
し
候
商
人
者
得
意
先
与
申
不
差
留
、

御
蔵
普
請
人
足
等
も
連
印
之
も
の
者
差
留
、
脇
ゟ
附
込
候
荷
物
者
不
差
構
抔
我
侭
之
取

計
い
た
し
、
作
間
稼
差
支
渡
世
難
相
成
難
儀
仕
候
所
、
相
手
方
ニ
而
ハ
太
郎
左
衛
門
壱
人

進
退
之
河
岸
ニ
而
、
村
役
人
・
小
前
等
可
差
構
筋
無
之
趣
申
之
候
得
共
、
元
来
河
岸
場

問
屋
之
儀
、
村
請
ニ
相
違
無
之
段
者
、
宝
永
・
享
保
度
以
来
之
明
細
帳
、
延
宝
度
御
普

請
願
書
、
元
文
度
御
廻
米
引
請
弁
納
証
文
、
宝
暦
度
御
蔵
普
請
之
節
御
請
証
文
、
明
和

･

文
化
度
其
余
度
々
之
諸
書
物
ニ
茂
村
役
人
連
印
ヲ
以
村
請
之
趣
取
計
来
、
素
ゟ
村
持
河

岸
場
問
屋
ニ
相
違
無
之
段
、
証
拠
顕
然
と
相
分
、
殊
更
隣
河
岸
鰍
澤
・
黒
澤
両
河
岸
之

義
茂
、
前
々
よ
り
村
持
ニ
有
之
、
青
柳
河
岸
ニ
限
り
太
郎
左
衛
門
一
手
持
与
申
謂
無
御
座
、

依
而
者
問
屋
并
御
廻
米
御
用
之
儀
者
、
一
村
引
請
諸
商
荷
物
者
荷
主
相
対
ヲ
以
引
請
候
様
仕

度
、
其
上
支
配
役
所
吟
味
中
去
ル
亥
年
太
郎
左
衛
門
御
廻
米
請
負
年
季
明
ニ
相
成
、
相

手
理
八
・
六
左
衛
門
義
先
例
相
破
り
村
役
人
江
も
不
相
聞
、
名
主
加
印
無
之
願
書
ヲ
以

惣
村
故
障
無
之
趣
偽
り
取
巧
、
御
廻
米
跡
請
相
願
候
所
、
追
而
取
拵
之
段
相
顕
れ
、
右

願
書
御
差
戻
し
相
成
候
得
と
も
、
是
等
之
儀
茂
不
正
之
取
計
、
就
中
相
手
理
八
・
六
左

衛
門
私
欲
ニ
迷
ひ
一
体
之
村
益
ヲ
相
妨
候
段
、
旁
以
難
得
其
意
、
畢
竟
右
様
一
村
拘
之

問
屋
ニ
候
義
、
身
上
不
如
意
幼
若
之
太
郎
左
衛
門
名
目
差
出
為
相
任
置
、
後
見
理
八
外

壱
人
馴
合
非
分
之
働
仕
候
上
者
、
往
者々
問
屋
名
目
ヲ
茂
相
失
ひ
候
而
已
な
ら
す
、
弁
金
等

相
嵩
、
同
人
共
及
退
転
候
跡
村
方
引
受
等
相
成
候
而
者
、
此
上
如
何
様
村
内
困
窮
弥
増

候
哉
、
後
難
片
時
茂
難
計
旨
其
外
品
々
申
立
、
且
相
手
方
ニ
而
者
右
体
之
義
ニ
者
決
而
無
之
、

当
河
岸
之
儀
者
慶
長
十
二
未
年
角
倉
與
市
様
川
筋
御
見
立
之
節
ゟ
問
屋
役
被
仰
付
、
商

ひ
荷
物
取
賄
、
其
後
寛
永
九
申
年
中
河
岸
御
蔵
御
建
被
成
候
以
来
、
太
郎
左
衛
門
手
限

ニ
相
勤
、
尤
御
𢌞
米
之
儀
者
御
米
壱
俵
ニ
付
鐚
壱
文
ツ
ヽ
被
下
置
而
已
ニ
而
、
御
用
向
者
無
給

ニ
而
相
勤
候
故
ヲ
以
隣
国
商
ひ
諸
荷
物
取
賄
、
永
久
渡
世
仕
来
り
、
外
両
河
岸
与
違
、
余

人
携
候
義
証
拠
者
勿
論
申
伝
ニ
も
無
之
、
寛
文
年
中
ゟ
両
度
御
領
知
替
ニ
相
成
候
而
茂
、
矢

張
太
郎
左
衛
門
手
限
相
勤
候
証
拠
書
物
数
通
所
持
罷
在
、
御
運
賃
三
河
岸
一
同
御
願
等

之
節
茂
鰍
沢
・
黒
沢
両
河
岸
者
問
屋
・
名
主
・
長
百
姓
連
名
、
青
柳
河
岸
ニ
而
者
太
郎
左
衛

門
一
名
ニ
而
願
上
候
扣
等
数
通
有
之
、
御
蔵
御
修
覆
御
運
賃
金
等
、
都
而
同
人
一
名
ニ
而
被

仰
付
、
御
蔵
臺
之
儀
も
御
手
狭
ニ
付
、
享
保
十
三
申
年
中
太
郎
左
衛
門
持
地
之
内
弐
筆

合
七
畝
歩
足
地
ニ
被
仰
付
、
其
後
宝
暦
三
酉
年
中
下
畑
弐
畝
廿
九
歩
是
又
足
地
ニ
被
仰
付
、

此
分
年
々
太
郎
左
衛
門
弁
納
罷
在
候
、
同
六
子
年
御
運
上
被
仰
付
候
ニ
付
、
塩
荷
物
并
船

稼
い
た
し
候
も
の
共
よ
り
同
人
方
ニ
而
取
立
、
年
々
上
納
仕
候
、
小
切
手
御
役
所
江
差
上

御
目
録
江
御
書
載
被
下
置
候
儀
ニ
而
、
口
永
者
太
郎
左
衛
門
御
年
貢
勘
定
江
差
加
へ
、
名
主

方
江
相
渡
、
既
ニ
戌
・
亥
・
子
・
丑
四
ヶ
年
ハ
未
タ
御
目
録
御
引
替
無
之
候
ニ
付
、
直
上

納
仕
候
小
切
手
其
外
先
前
御
代
官
様
方
御
書
付
等
数
多
所
持
罷
在
、
且
又
明
和
之
度
鰍

澤
出
入
之
節
茂
、
既
ニ
当
河
岸
差
障
ニ
及
へ
く
之
所
、
太
郎
左
衛
門
方
証
拠
書
物
相
立
、

先
規
仕
来
之
通
可
取
計
旨
之
蒙　
　

御
裁
許
、
去
ル
文
化
三
寅
年
当
国
御
𢌞
米
為
御
改

正
御
普
請
役
様
方
御
取
締
御
立
会
被
遊
候
砌
茂
、
両
河
岸
与
違
当
河
岸
之
義
者
太
郎
左
衛

門
一
人
ニ
而
外
村
役
人
立
会
候
儀
無
之
、
大
切
ニ
御
用
相
勤
罷
在
候
、
然
ル
を
訴
訟
方
之

も
の
共
儀
、
親
類
之
私
共
後
見
い
た
し
、
幼
年
之
太
郎
左
衛
門
無
滞
問
屋
相
続
為
致
罷

在
候
儀
を
相
妬
、
私
欲
ニ
抱
り
不
正
之
取
計
相
見
へ
候
抔
跡
形
茂
無
之
儀
申
成
、
小
前

大
勢
寄
集
メ
、
酒
食
ヲ
あ
た
へ
、
印
形
押
取
い
た
し
、
却
而
自
分
共
私
欲
可
致
巧
ヲ
以

出
入
相
企
、
難
渋
為
致
候
旨
、
其
外
品
々
申
立
、
御
吟
味
中
之
所
、
青
柳
河
岸
之
儀
者

冨
士
川
通
船
開
闢
以
来
御
𢌞
米
御
用
并
商
ひ
諸
荷
物
其
外
都
而
太
郎
左
衛
門
一
手
ニ
進
退

仕
来
り
候
儀
者
、
証
拠
書
物
ニ
而
無
相
違
段
、
夫
々
相
分
り
候
得
共
、
問
屋
并
株
式
与
申
義

都
而
御
停
止
被
仰
出
候
上
者
、
争
論
可
及
筋
無
之
段
、
御
趣
意
相
弁
、
依
而
以
来
河
岸
之

義
訴
答
入
会
之
河
岸
渡
世
与
相
定
、
一
同
無
隔
心
入
会
、
諸
荷
物
請
払
稼
方
仕
、
都
而

御
趣
意
ニ
相
振
不
申
様
可
致
、
且
御
廻
米
御
用
引
受
方
之
儀
、
太
郎
左
衛
門
引
請
年
限

中
者
同
人
江
相
任
、
年
季
明
切
替
之
度
毎
安
直
段
を
以
引
請
候
も
の
有
之
候
ハ
ヽ
、
村
役
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人
惣
連
印
を
以
御
支
配
御
役
所
江
跡
受
相
願
、
御
差
図
受
、
御
差
支
無
之
様
仕
、
御
廻

米
之
儀
者
別
而
大
切
ニ
付
、
請
負
人
者
勿
論
、
長
百
姓
之
内
壱
人
ツ
ヽ
立
会
、
麁
略
無
之

様
相
勤
候
筈
取
極
、
一
同
聊
無
申
分
熟
談
内
済
仕
、
偏
ニ
御
威
光
与
難
有
仕
合
ニ
奉
存
候
、

然
ル
上
者
、
右
一
件
ニ
付
重
而
双
方
ゟ
御
願
筋
毛
頭
無
御
座
候
、
依
之
為
後
証
連
印
済
口

証
文
差
上
申
所
、
如
件
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
林
藤
之
助
御
代
官
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

甲
州
巨
摩
郡
青
柳
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
前
弐
百
三
拾
四
人
惣
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
主

　
　
　

天
保
十
三
寅
年　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

訴
訟
方　
　
　

真　

太　

郎

　
　
　
　
　
　

 

十
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

百
姓
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　
　
　
　

儀
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

百
姓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　
　
　
　

宇　

兵　

衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
村
問
屋
太
郎
左
衛
門
後
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

長
百
姓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

相
手
方　
　
　

理　
　
　

八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

百
姓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　
　
　
　

十　

兵　

衛

　
　
　

御
奉
行
所
様

前
書
之
通
、
跡
部
能
登
守
様
江
済
口
証
文
差
上
候
所
、
御
聞
届
ニ
相
成
候
間
、
為
後
証
、

為
取
替
置
申
所
、
如
件
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

真　

太　

郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

儀
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宇　

兵　

衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

理　
　
　

八

　
　
　

寅
十
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

十　

兵　

衛

史
料
５　
天
保
十
五
年
（
一
八
四
四
）
三
月　

　
　
　
　
（
青
柳
河
岸
問
屋
出
入
）
為
取
替
議
定
書
之
事

�

（
富
士
川
町
蔵
）

　
　
　
　
　

為
取
替
議
定
書
之
事

一
青
柳
河
岸
御
𢌞
米
御
運
賃
年
季
切
替
請
負
之
儀
ハ
、
去
々
寅
年
中
御
奉
行
所
ニ
お
ゐ
て

済
口
議
定
ニ
基
キ
、
前
々
ゟ
太
郎
左
衛
門
勤
来
候
儀
ニ
付
、
今
般
相
互
実
意
を
以
掛
ヶ

合
候
上
ハ
、
以
来
御
廻
米
問
屋
之
儀
ハ
太
郎
左
衛
門
相
勤
可
申
候
、
尤
御
𢌞
米
御
運
賃

年
季
切
替
之
節
ハ
名
主
加
判
仕
、
三
河
岸
一
同
御
請
負
仕
、
御
用
大
切
ニ
相
勤
可
申
事
、

一
商
荷
物
之
儀
ハ
、
前
同
様
済
口
議
定
之
通
相
互
出
精
い
た
し
、
荷
物
取
賄
可
申
事
、

一
当
村
之
儀
、
役
名
人
少
ニ
付
、
今
般
長
百
姓
并
百
姓
代
差
加
可
申
事
、

右
ヶ
条
之
通
相
互　
下
略

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

青
柳
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
主

　
　
　

天
保
十
五
辰
年
三
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

真　

太　

郞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

長
百
姓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

理　
　
　

八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
廻
米
問
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

太
郎
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

百
姓
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

儀
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

百
姓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

十　

兵　

衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宇　

兵　

衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鰍
沢
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

立
入
人　
　
　

喜　

平　

次

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

長
百
姓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

弥
市
右
衛
門
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同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

長　
　
　

蔵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

清
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

弥
五
左
衛
門

史
料
６　
（
延
享
三
年
・
一
七
四
六
）
寅
正
月　

　
　
　
　
（
戸
川
通
・
冨
士
川
通
川
除
け
道
具
書
上
げ
）
覚

�

（
国
立
資
料
館
青
柳
村
文
書
）

　
　

是
ハ
本
書
上
申
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

覚

戸
川
通

一
棚
牛　
　
　
　
　
　
　

四
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

八
間　
　
　
　

四
ヶ
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

六
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

九
間

一
菱
牛　
　
　
　
　
　

拾
四
組　
　
　
　

七
ヶ
所

一
笈
牛　
　
　
　
　
　
　

七
組　
　
　
　

四
ヶ
所

一
牛
垣
出　
　
　
　
　
　

四
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

八
間　
　
　

拾
四
ヶ
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

六
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

拾
間

一
尺
木
垣
出　
　
　
　

六
間
宛　
　
　
　

七
ヶ
所

一
蛇
籠　
　
　
　
　
　

六
拾
本　

立
籠　

八
ヶ
所

一
石
出　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

拾
ヶ
所

一
石
堤　
　
　
　
　

四
百
三
間　
　
　
　

壱
ヶ
所

一
石
砂
堤　
　
　
　

百
九
拾
七
間　
　
　
　

壱
ヶ

冨
士
川
通

一
堤　
　
　
　
　
　
　

六
百
間　
　
　
　

壱
ヶ
所

一
棚
牛　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

壱
ヶ
所

一
笈
牛　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

壱
ヶ
所

一
石
出　
　
　
　
　
　
　

八
間　
　
　
　

壱
ヶ
所

右
ハ
川
除
御
普
請
御
入
用
ヶ
所
書
上
申
候
所
、
相
違
無
御
座
候
、
以
上
、

　
（
延
享
三
年
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

巨
摩
郡
青
柳
村

　
　
　

寅　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
主

　
　
　
　

正
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

長
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

長
百
姓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

不
残

史
料
７　
明
治
十
八
年
（
一
八
八
五
）
七
月

　
　
　
　
水
害
川
限
り
取
調
上
申�

（
富
士
川
町
蔵
）

　
　
　
　
　

水
害
川
限
り
取
調
上
申　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

南
巨
摩
郡
増
穂
村

冨
士
川
通

一
古
大
菱
牛　
　

拾
弐
組　
　
　
　
　
　
　

七
ヶ
所

一
棚
牛　
　
　
　
　

七
組　
　
　
　
　
　
　

壱
ヶ
所

一
堤
切
所　
　
　

長
百
七
間　
　
　
　
　
　

六
ヶ
所

一
駿
州
往
還
道
路
欠
所　

長
延
弐
拾
四
間　

九
ヶ
所

一
田
荒
地
八
町
七
反
歩

一
田
水
冠
六
拾
五
町
五
反
歩

一
畑
荒
地
拾
五
町
四
反
歩

一
畑
水
冠
四
拾
七
町
三
反
歩

一
堤
欠
所　
　
　

長
百
三
拾
二
間　
　
　
　

七
ヶ
所

戸
根
川
通

一
菱
牛　
　
　
　
　

参
拾
組　
　
　
　
　
　

廿
六
ヶ
所
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一
堤
欠
所　
　
　

長
延
八
拾
三
間　
　
　
　

拾
三
ヶ
所

一
石
積
欠
所　
　

長
延
八
間　
　
　
　
　
　

壱
ヶ
所

坪
川
通

一
堤
欠
所　
　
　

長
四
拾
九
間　
　
　
　
　

弐
ヶ
所

一
田
荒
地　
　
　
　

八
反
五
畝
歩

一
田
水
冠　
　
　
　

参
拾
五
町

一
畑
荒
地　
　
　
　

七
段
三
畝
歩

一
畑
水
冠　
　
　
　

八
町
五
反
歩

一
人
家
水
冠　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
拾
戸

籠
ノ
口
川
通

一
菱
牛　
　
　
　
　
　
　

壱
組　
　
　
　
　

壱
ヶ
所

一
笈
牛　
　
　
　
　
　
　

壱
組　
　
　
　
　

壱
ヶ
所

一
堤
欠
所　
　
　
　

長
弐
拾
三
間　
　
　
　

弐
ヶ
所

一
積
籠
出
し　
　
　

長
弐
間
五
本　
　
　
　

壱
ヶ
所

塩
沢
川
通

一
堤
欠
所　
　
　
　

長
弐
拾
間　
　
　
　
　

壱
ヶ
所

一
石
堤
切
所　
　
　

長
八
間　
　
　
　
　
　

壱
ヶ
所

戸
川
通

一
菱
牛　
　
　
　
　
　

拾
四
組　
　
　
　
　

九
ヶ
所

一
大
川
倉　
　
　
　
　
　

五
組　
　
　
　
　

四
ヶ
所

一
中
枠　
　
　
　
　
　
　

九
組　
　
　
　
　

八
ヶ
所

一
石
瘤
欠
所　
　
　

長
拾
六
間　
　
　
　
　

四
ヶ
所

一
石
服
付　
　
　
　

長
拾
弐
間　
　
　
　
　

四
ヶ
所

一
堤
欠
所　
　
　
　

長
八
間　
　
　
　
　
　

壱
ヶ
所

畔
澤
川
通

一
菱
牛　
　
　
　
　
　
　

弐
組　
　
　
　
　

弐
ヶ
所

右
ハ
、
客
月
廿
九
日
ヨ
リ
本
月
一
日
ニ
至
リ
、
大
雨
出
水
之
為
メ
、
前
書
之
通
流
失
仕
候

間
、
此
段
及
御
届
候
也
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
村
戸
長
小
林
小
太
郎
代
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

仝
村
戸
長
役
場
書
役

　
　
　

明
治
十
八
年
七
月
十
三
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

長
沢
義
一
印

　
　
山
梨
県
令
藤
村
紫
朗
殿
代
理

　
　
　
　
　
　

山
梨
県
少
書
記
官
内
田
忠
雄
殿

史
料
８　
図
Ａ
安
政
七
年
（
一
八
六
〇
）

　
　
　
　
「
甲
州
青
柳
河
岸
及
青
柳
村
絵
図
」（
仮
題
）

概　
観　
　

本
図
は
富
士
川
町
青
柳
町
の
小
河
内
照
一
郎
家
所
蔵
の
絵
図
で
あ
る
。
題
は
書
か
れ

て
い
な
い
が
、
青
柳
村
と
青
柳
河
岸
を
中
心
に
描
か
れ
て
い
る
の
で
、「
甲
州
青
柳
河
岸
及
青
柳
村
絵

図
」
と
仮
題
を
付
し
た
。
縦
一
〇
〇
・
五
セ
ン
チ
、
横
八
六
セ
ン
チ
の
縦
長
の
図
で
、
本
来
な
ら
縦

に
細
長
い
数
枚
の
紙
を
二
段
に
分
け
て
継
い
で
作
成
さ
れ
た
用
紙
に
描
か
れ
た
絵
図
で
あ
っ
た
と
思

わ
れ
る
が
、
残
念
な
が
ら
上
段
向
か
っ
て
一
番
左
の
一
葉
が
抜
け
て
い
る
。
し
か
し
、
残
り
の
部
分

の
保
存
状
態
は
良
く
、
表
装
さ
れ
、
縦
一
四
一
セ
ン
チ
、
横
九
六
セ
ン
チ
の
軸
装
と
な
っ
て
い
る
。

年
代
は
図
左
側
に
、「
安
政
七
申
年
回
陽
・
小
河
内
氏
輅
（
カ
）
後
探
起
（
花
押
）・
鶴
齋
貞
俶　

印　

印
」
と
書
い
て
あ
る
の
で
、
幕
末
の
小
河
内
家
の
当
主
（
第
九
代
太
郎
左
衛
門
吉
清
）
が
絵
師
鶴
齋

貞
俶
に
依
頼
し
て
作
成
し
た
も
の
と
読
め
る
。
但
、
同
一
人
物
の
可
能
性
も
あ
る
。
安
政
七
年
（
一

八
六
〇
）
は
三
月
十
八
日
に
万
延
元
年
と
改
元
し
て
い
る
の
で
、（
改
元
の
情
報
が
遅
く
伝
わ
る
場
合
も
あ

る
が
、
こ
こ
は
東
海
道
と
直
結
す
る
富
士
川
水
運
の
拠
点
で
あ
り
そ
の
よ
う
な
可
能
性
は
少
な
い
と
考
え
ら
れ
る
）

本
図
は
当
年
正
月
か
ら
三
月
十
八
日
の
間
に
完
成
し
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。「
回
陽
」
と
は
陽
ざ

し
が
戻
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
か
ら
、
春
（
旧
暦
で
は
一
月
・
二
月
・
三
月
）
の
こ
と
と
す
れ
ば
、

こ
の
推
定
は
正
し
い
と
思
わ
れ
る
。

方　
角　
　

本
図
の
右
下
に
方
角
を
示
す
羅
針
盤
が
置
か
れ
て
い
る
。
針
は
十
二
支
の
う
ち
「
子
」

す
な
わ
ち
北
を
指
し
て
い
る
。
西
を
上
（
櫛
形
山
側
）
と
し
、
右
が
北
（
甲
府
側
）
で
、
図
の
下
部

に
あ
た
る
手
前
、
東
が
富
士
川
で
あ
る
。
図
に
向
か
っ
て
左
が
南
（
駿
河
国
側
）
で
あ
る
か
ら
、
こ
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の
図
の
右
で
釜
無
川
・
笛
吹
川
・
芦
川
な
ど
が
合
流
し
て
形
成
さ
れ
た
富
士
川
は
、
右
下
か
ら
左
下

に
向
か
っ
て
流
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

範　
囲　
　

と
こ
ろ
で
、
青
柳
村
と
青
柳
河
岸
を
描
く
の
で
あ
れ
ば
、
青
柳
村
の
領
域
は
こ
の
絵

図
の
下
半
分
で
充
分
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
縦
長
の
図
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
だ

ろ
う
か
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
戸
川
（
向
か
っ
て
右
上
か
ら
左
下
に
流
れ
て
富
士
川
に
注
ぐ
）
の
上

流
部
の
取
水
口
（
明
確
に
は
描
か
れ
て
は
い
な
い
が
）
か
ら
青
柳
村
の
用
水
が
一
本
ひ
か
れ
て
い
る

こ
と
に
注
目
し
た
い
（「
平
林
道
」
の
下
に
、
そ
の
長
さ
が
「
延
長
三
十
町
」
と
書
か
れ
て
い
る
部
分
）。

こ
の
用
水
は
、
そ
の
下
で
北
（
向
か
っ
て
右
側
）
か
ら
来
る
「
根
方
道
」
と
交
わ
る
部
分
で
、
そ
の

ま
ま
下
（
東
・
富
士
川
側
）
に
流
れ
る
「
呑
用
水
」「
是
ヨ
リ
青
柳
村
境
迄
百
六
十
間
」
と
、
向
か
っ

て
左
側
（
南
）
に
分
か
れ
る
「
青
柳
下
村
分
水　

延
長
五
町
」
と
に
分
か
れ
て
い
る
。
前
者
は
青
柳

村
の
領
域
に
入
っ
た
と
こ
ろ
で
、「
上
分
水
」
と
書
か
れ
て
い
る
の
で
、
青
柳
村
の
上
（
か
み
）
分
の

飲
み
水
と
し
て
（
も
ち
ろ
ん
用
水
と
し
て
も
）
使
用
さ
れ
た
も
の
で
、
後
者
の
「
青
柳
下
村
分
水
」

と
対
応
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
か
ら
、
青
柳
村
に
お
い
て
は
、（
向
か
っ
て
右
の
）
甲
府

側
が
上
（
か
み
）・（
向
か
っ
て
左
の
）
鰍
沢
側
が
下
（
し
も
）
と
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
わ
か
る
。

こ
の
用
水
は
、
大
久
保
村･

天
神
中
條
村
・
最
勝
寺
村
を
通
過
し
て
青
柳
村
迄
ひ
か
れ
て
い
る
こ
と
に

な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
戸
川
か
ら
青
柳
村
に
向
か
っ
て
ひ
か
れ
た
用
水
の
関
係
を
明
示
す
る
こ
と
が
、

本
絵
図
が
広
域
に
描
か
れ
た
理
由
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
絵
図
上
部
の
山
々
は

田
畑
に
施
入
す
る
刈
敷
（
か
り
し
き
・
カ
ッ
チ
キ
、
緑
肥
、
山
野
の
若
葉
を
肥
料
と
し
て
田
畑
に
敷

き
入
れ
る
）
を
採
取
す
る
入
会
山
（
八
町
山
な
ど
）
で
、
こ
れ
も
青
柳
村
の
生
活
に
関
係
が
深
い
の
で
、

描
か
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
絵
図
中
央
上
部
の
戸
川
を
渡
る
橋
の
手
前
に
は
「
八
丁
道
」、
そ
の
道

の
先
の
山
の
中
央
に
は
「
青
柳
村
八
町
小
物
成
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
八
町
山
を
利
用
す
る
に

あ
た
っ
て
、
青
柳
村
を
は
じ
め
村
々
は
毎
年
の
年
貢
に
「
小
物
成
」
と
し
て
米
を
納
め
て
い
る
。
青

柳
村
の
場
合
は
近
世
（
ほ
ぼ
江
戸
時
代
）
前
期
に
は
小
物
成
米
四
斗
九
升
三
合
、
そ
の
後
八
斗
五
升

三
合
を
納
め
て
い
る
。

さ
ら
に
、
本
村
か
ら
離
れ
た
戸
川
の
左
岸
中
央
部
に
沿
っ
て
林
が
ま
と
ま
っ
て
描
か
れ
て
い
る
こ

と
に
も
注
目
し
た
い
。
こ
こ
に
は
、「
午
新
田
小
物
成　

上
三
百
四
拾
間
」・「
上
同
断　

下
弐
百
六
十

間
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
も
緑
肥
の
採
取
地
に
充
て
ら
れ
て
小
物
成
を
納
め
て
い
た
。
一
間

≒

一
・
八
一
八
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
か
ら
、
上
は
六
一
八
メ
ー
ト
ル
、
下
は
四
七
三
メ
ー
ト
ル
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
上
下
合
わ
せ
て
一
〇
九
一
メ
ー
ト
ル
、
一
キ
ロ
を
超
え
る
長
さ
で
あ
る
。
一
方
、
こ
の

戸
川
は
た
び
た
び
氾
濫
す
る
荒
れ
川
で
、
林
の
前
の
川
に
は
「
堤
」・「
御
堤
」
が
築
か
れ
、
そ
こ
か

ら
石
垣
が
何
本
も
突
き
出
て
い
る
。
そ
の
間
に
は
菱
牛
（
ひ
し
う
し
）
や
蛇
籠
（
じ
ゃ
か
ご
）
な
ど

の
川
除
け
（
か
わ
よ
け
）
道
具
が
設
置
さ
れ
て
い
る
の
が
描
か
れ
て
い
る
。
増
水
し
た
激
流
を
緩
和

す
る
当
時
の
人
々
の
知
恵
で
あ
る
。
江
戸
時
代
の
青
柳
村
の
普
請
場
所
は
富
士
川
沿
岸
だ
け
で
な
く
、

こ
こ
に
も
所
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
林
は
単
な
る
緑
肥
の
採
取
地
だ
け
で
な
く
、

水
防
の
機
能
を
持
っ
た
林
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
来
こ
こ
は
隣
村
最
勝
寺
村
の
領
域
に

含
ま
れ
る
は
ず
で
あ
る
が
、
現
在
で
も
こ
の
場
所
は
「
青
柳
区
戸
川
添
」
な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
る
青

柳
地
区
の
飛
地
で
あ
る
。
こ
の
場
所
が
決
壊
す
る
と
青
柳
村
は
大
き
な
水
害
を
こ
う
む
る
た
め
、
こ

の
普
請
場
所
は
青
柳
村
に
と
っ
て
重
要
な
場
所
で
あ
っ
た
。
絵
図
を
よ
く
見
る
と
、
こ
の
林
に
対
面

す
る
形
で
、
青
柳
村
上
部
（
西
側
）
の
境
界
に
沿
っ
て
長
い
石
垣
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ

く
（
こ
こ
に
書
か
れ
て
い
る
文
字
は
「
石
腹
附
普
請
村
力
（
カ
）」
の
よ
う
に
読
め
る
）。
こ
こ
は
現
在
の

八
メ
ー
タ
ー
道
路
の
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
の
境
界
線
が
水
防
に
お
け
る
第
二
の
防
御
線
と
い
え
よ

う
。（
ま
た
、
よ
り
目
を
近
づ
け
て
み
る
と
、
こ
の
林
に
並
行
す
る
よ
う
に
最
勝
寺
村
内
に
石
垣
が
薄
っ
す
ら
と
描

か
れ
て
い
る
の
が
わ
か
る
。
こ
こ
は
青
柳
村
分
で
は
な
い
の
で
薄
く
描
か
れ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
最
勝
寺

村
で
も
戸
川
の
よ
り
上
流
か
ら
水
防
の
た
め
の
石
垣
が
小
室
道
の
あ
た
り
ま
で
伸
び
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ

の
点
は
最
勝
寺
村
の
史
料
を
分
析
す
る
必
要
が
あ
る
。
さ
ら
に
第
三
段
階
と
し
て
昌
福
寺
の
南
側
の
石
垣
が
こ
の
役

割
を
果
た
し
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。）
す
な
わ
ち
、
こ
の
絵
図
は
青
柳
村
本
村
と
青
柳
河
岸
を
手
前
（
絵

図
下
半
分
）
に
配
し
、
そ
の
内
部
の
田
畑
や
水
路
を
彩
色
し
て
描
く
と
と
も
に
、
そ
れ
だ
け
で
な
く

用
水
路
や
水
害
防
止
の
林
・
石
垣
、
さ
ら
に
緑
肥
採
取
の
山
な
ど
、
青
柳
村
と
か
か
わ
り
の
深
い
山
・

川
・
用
水
の
範
囲
に
も
目
配
り
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
駿
州
往
還
を
は
じ
め
、

青
柳
村
の
人
々
が
利
用
す
る
生
活
の
た
め
の
大
小
様
々
な
道
も
描
か
れ
て
い
る
。

耕　
地　
　

色
分
け
は
、
田
を
「
本
免
田
方
」・
畑
を
「
畑
本
免
」
と
し
、
田
は
こ
の
ほ
か
に
「
田

取
下
ヶ
」・「
新
田
」、
畑
は
「
田
畑
成
」（
田
が
水
利
の
関
係
な
ど
で
後
に
畑
と
な
っ
た
も
の
）・「
畑

取
下
ヶ
」
が
あ
る
。「
取
下
ヶ
」
の
意
味
は
不
明
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
耕
地
が
水
害
な
ど
で
損

な
わ
れ
た
「
損
地
」、「
要
水
小
川
（
耕
地
の
用
水
）」
や
、「
卯
堤
馬
踏
」（
卯
年
に
堤
を
普
請
し
そ
の

上
を
人
だ
け
で
な
く
馬
も
通
れ
る
よ
う
に
道
を
作
り
堤
を
丈
夫
に
す
る
も
の
）・「
卯
馬
入
本
道
」・

「
作
場
通
ひ
道
」
な
ど
の
通
路
も
示
さ
れ
、
合
わ
せ
て
十
一
に
分
類
さ
れ
て
い
る
が
、
明
確
な
区
別
は

難
し
い
。
た
だ
し
、
赤
い
細
線
で
示
さ
れ
た
「
作
場
通
ひ
道
」
は
明
確
で
、
往
還
や
耕
地
・
堤
を
結

ぶ
村
の
道
が
わ
か
る
。
ま
た
水
色
の
水
路
も
、
戸
川
か
ら
引
か
れ
て
村
内
を
巡
り
、「
呑
み
水
」・「
用

水
」
に
用
い
ら
れ
、「
悪
水
」（
排
水
）
と
な
っ
て
富
士
川
に
排
出
さ
れ
る
。
田
畑
の
「
本
免
」
と
は
、

寛
文
十
二
年
（
一
六
七
二
）
な
ど
の
検
地
に
よ
っ
て
検
地
帳
に
記
載
さ
れ
た
本
来
の
耕
地
を
さ
す
も
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の
で
あ
ろ
う
。
青
柳
村
の
西
側
に
は
諏
訪
神
社
の
朱
印
地
（
朱
印
状
に
よ
っ
て
年
貢
を
免
除
さ
れ
た

土
地
）
が
二
石
五
斗
余
、
東
側
に
は
昌
福
寺
の
墨
印
地
（
幕
府
の
代
官
頭
や
奉
行
が
出
し
た
墨
印
状

に
よ
っ
て
年
貢
を
免
除
さ
れ
た
土
地
）
四
九
五
坪
（
一
反
六
畝
十
五
歩
）
が
所
在
す
る
。
た
だ
し
、

青
柳
村
の
耕
地
整
理
は
明
治
四
十
年
代
に
行
わ
れ
た
の
で
、
こ
れ
ら
の
耕
地
の
様
子
は
現
在
と
は
違
っ

た
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。

河
岸
場
へ
の
道　
　

青
柳
河
岸
に
至
る
道
は
、
往
還
か
ら
音
叉
の
よ
う
に
二
つ
の
道
が
富
士
川
に

向
か
っ
て
い
る
。
二
つ
の
道
は
河
岸
場
手
前
で
合
流
す
る
。
道
幅
は
二
間
（
約
三
・
六
メ
ー
ト
ル
）

で
あ
っ
た
と
、
天
保
三
年
（
一
八
三
二
）
の
青
柳
村
「
指
出
明
細
帳
」
に
記
さ
れ
て
い
る
。
小
河
内

照
一
郎
さ
ん
に
よ
れ
ば
、
こ
の
道
に
は
入
口
と
出
口
が
明
確
に
決
ま
っ
て
い
た
と
い
う
。
伝
承
に
よ

れ
ば
、
二
つ
の
道
の
出
入
口
は
四
八
〇
歩
離
れ
て
お
り
、
そ
の
中
央
に
、
二
〇
一
九
年
七
月
「
白
山

神
社
旧
跡
の
碑
」
が
青
柳
三
丁
目
銀
座
会
の
人
々
に
よ
っ
て
建
立
さ
れ
た
。
出
入
口
は
こ
の
石
碑
か

ら
左
右
に
二
四
〇
歩
宛
の
所
で
あ
る
。
現
在
の
青
柳
二
丁
目
の
交
差
点
か
ら
少
し
鰍
沢
側
に
寄
っ
た

「
Ｌ
Ａ
Ｄ
Ｙ`

Ｓ
水
口
屋
」
と
飲
食
店
と
の
間
の
細
い
道
が
入
口
で
、
川
に
向
か
っ
て
右
手
に
は
狐
白

稲
荷
神
社
が
あ
り
、
二
丁
目
の
道
祖
神
場
も
こ
こ
に
あ
っ
た
（
現
在
道
祖
神
場
は
道
の
拡
幅
に
よ
り

向
か
い
側
に
移
転
）。
こ
の
あ
た
り
は
「
上
大
縄
場
」（
か
み
お
お
な
）
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
絵
図
を

見
る
と
、
河
岸
場
に
至
る
道
の
北
側
に
も
家
々
が
建
ち
並
ん
で
い
て
盛
ん
な
様
が
見
て
取
れ
る
。
そ

こ
か
ら
富
士
川
方
面
に
向
か
い
河
岸
場
に
至
る
。
河
岸
場
か
ら
戻
る
と
き
は
、
鰍
沢
寄
り
の
も
う
一

つ
の
別
の
道
を
通
っ
て
出
口
（
現
在
の
昌
福
寺
と
「
ふ
じ
か
わ
ど
り
い
む
」〔
パ
ン
屋
さ
ん
〕
の
間
の

細
い
道
の
向
い
側
）
に
出
て
青
柳
の
往
還
に
戻
っ
た
と
い
う
。
こ
の
出
口
の
少
し
手
前
に
は
、「
出
口

屋
」（
で
ぐ
ち
や
）
と
い
う
屋
号
の
家
が
あ
り
、
三
丁
目
の
道
祖
神
さ
ん
も
こ
こ
に
あ
る
。
こ
の
あ
た

り
を
「
下
大
縄
場
」（
し
も
お
お
な
）
と
い
う
。（
た
だ
し
、
実
際
に
歩
い
て
み
る
と
、
二
四
〇
歩
は
少
し
多
め

で
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。）

隣　
村　
　

村
域
で
整
理
す
る
と
、
青
柳
村
を
中
心
に
北
（
右
）
に
大
椚
村
・
長
澤
村
、
西
（
上
部
）

に
最
勝
寺
村
と
天
神
中
条
村
、
さ
ら
に
山
の
側
に
は
大
久
保
村
、
櫛
形
山
の
中
腹
に
は
平
林
村
（「
平

林
道
」
と
書
か
れ
て
い
る
）
が
所
在
す
る
。
南
側
（
左
）
は
鰍
沢
河
岸
の
あ
る
鰍
沢
村
で
、
戸
川
を
渡
っ

た
向
こ
う
側
が
鰍
沢
村
の
本
村
で
あ
る
が
、
戸
川
を
越
え
た
青
柳
村
の
側
に
も
鰍
沢
分
の
「
新
田
」

と
い
う
地
名
が
現
在
も
存
在
す
る
。
最
勝
寺
村
も
そ
の
名
称
の
元
と
な
っ
た
最
勝
山
最
勝
寺
は
戸
川

の
向
こ
う
側
に
あ
り
、
ま
た
、
同
じ
側
に
は
枝
郷
の
馬
門
（
ま
か
ど
）
も
あ
っ
て
、
戸
川
の
両
側
に

村
域
が
存
在
し
て
い
る
。

村
と
寺
院
と
石
塔　
　

青
柳
村
の
図
下
部
（
東
）
に
は
富
士
川
と
そ
の
堤
、
青
柳
の
河
岸
場
が
描

か
れ
る
。
次
い
で
先
述
し
た
青
柳
村
の
主
要
な
耕
地
で
あ
る
田
畑
が
色
分
け
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
上

の
右
端
で
は
、
甲
府
か
ら
来
た
駿
州
往
還
と
、
信
州
や
韮
崎
か
ら
来
た
駿
信
往
還
と
が
合
流
す
る
「
追

分
」
が
あ
り
、
こ
の
辺
り
か
ら
道
の
両
側
に
屋
敷
が
並
ぶ
街
村
（
が
い
そ
ん
）
の
形
を
と
る
青
柳
村

の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
村
域
の
上
部
（
西
側
、
富
士
川
の
反
対
側
）
に
は
、
北
側
か
ら
法
久
寺
・

産
神
（
う
ぶ
す
な
、
諏
訪
神
社
で
あ
ろ
う
）・
法
長
寺
・
青
柳
寺
・
昌
福
寺
・
善
応
寺
が
計
画
さ
れ
た

よ
う
に
配
置
さ
れ
て
い
る
。
昌
福
寺
は
も
と
、
道
を
挟
ん
だ
富
士
川
側
に
創
建
さ
れ
た
と
い
う
が
、

い
つ
の
時
代
に
か
西
側
に
移
っ
た
と
い
う
。
寺
院
は
い
ず
れ
も
日
蓮
宗
で
、
小
河
内
さ
ん
の
話
に
よ

れ
ば
、
各
寺
院
の
境
内
に
は
小
室
山
妙
法
寺
に
至
る
小
室
道
が
貫
通
し
て
お
り
、
現
在
で
も
そ
こ
を

歩
い
て
み
れ
ば
要
所
に
「
小
室
道
」
と
い
う
石
碑
が
建
て
ら
れ
て
い
る
の
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き

る
。
一
方
、
こ
の
図
中
の
「
小
室
道
」
と
い
う
表
記
は
先
の
八
メ
ー
タ
ー
道
路
の
所
に
書
か
れ
て
い

る
が
、
こ
れ
は
先
述
の
小
室
道
に
対
し
表
通
り
に
あ
た
る
道
で
あ
ろ
う
か
。
小
室
山
妙
法
寺
は
、
小

室
村
に
所
在
す
る
日
蓮
宗
寺
院
で
、
江
戸
時
代
前
期
の
延
宝
四
年
（
一
六
七
六
）
に
大
本
山
身
延
山

久
遠
寺
と
本
末
争
い
が
あ
っ
た
際
、「
一
本
寺
」（
無
本
寺
）
と
し
て
独
立
が
認
め
ら
れ
た
古
刹
で
あ
る
。

こ
の
絵
図
に
、
も
し
左
上
の
一
葉
が
残
っ
て
い
れ
ば
、
戸
川
を
渡
っ
て
妙
法
寺
に
至
る
小
室
道
と
妙

法
寺
が
描
か
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ち
な
み
に
、
江
戸
時
代
、
昌
福
寺
・
法
久
寺
・
善

応
寺
は
身
延
山
久
遠
寺
末
、
青
柳
寺
と
法
長
寺
は
小
室
山
妙
法
寺
末
で
あ
っ
た
。

現
在
、
青
柳
村
内
は
、
二
十
騎
・
古
宿
・
南
地
・
森
・
八
反
畑
・
新
宿
・
田
嶋
屋
敷
・
上
沼
・
町

屋
口
・
御
池
・
藤
田
池
・
角
田
・
中
河
原
・
上
河
原
・
内
河
原
・
外
河
原
と
い
う
十
六
の
字
（
あ
ざ
）

に
分
か
れ
て
い
る
。
絵
図
に
は
田
嶋
（
田
嶋
屋
敷
）
や
町
谷
（
町
屋
口
）・
上
沼
な
ど
現
在
と
同
じ
字

名
も
あ
る
が
、
窪
田
・
上
原
な
ど
よ
り
小
地
域
の
名
称
と
思
わ
れ
る
字
名
も
あ
る
。
そ
れ
ら
は
□
で

囲
ま
れ
て
い
る
が
、
大
分
読
み
に
く
い
状
態
に
な
っ
て
い
る
。

青
柳
村
は
、
天
保
三
年
（
一
八
三
二
）
に
は
、
家
数
三
百
九
軒
・
人
数
千
五
百
八
十
人
と
い
う
大

き
な
村
で
、
医
師
二･

大
工
四
・
茅
屋
根
葺
き
二
・
紺
屋
三
・
鍛
冶
一
・
桶
屋
六
な
ど
の
諸
職
が
あ
り
、

川
除
守
や
河
岸
御
蔵
の
警
備
、
野
廻
り
を
仕
事
と
し
た
人
も
三
軒
あ
っ
た
。
こ
れ
以
外
に
も
寺
子
屋
・

質
屋
・
塩
商
人
・
茶
商
人
・
船
頭
な
ど
が
い
た
は
ず
で
、
町
場
的
要
素
を
多
く
持
っ
て
い
た
。
以
下
、

青
柳
村
の
家
並
み
の
と
こ
ろ
に
目
を
近
づ
け
て
見
て
み
よ
う
。

ま
ず
、
追
分
の
所
に
は
「
火
番
」
の
小
さ
な
小
屋
と
屋
根
の
付
い
た
立
派
な
「
御
高
札
」
場
が
あ
る
。

火
番
の
小
屋
は
往
還
に
沿
っ
て
こ
れ
以
外
に
も
三
ヶ
所
、
合
計
四
ヶ
所
あ
り
、
屋
敷
が
密
集
す
る
青

柳
村
の
よ
う
な
と
こ
ろ
で
は
、
火
事
は
最
も
怖
ろ
し
い
災
害
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。（
但
、
こ
の
絵

図
が
描
か
れ
た
一
八
六
〇
年
は
幕
末
の
風
雲
急
を
つ
げ
る
頃
で
あ
り
、
駿
州
往
還
を
通
行
す
る
人
々
も
多
く
、
甲
州
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は
有
名
な
博
徒
の
生
ま
れ
た
地
域
で
も
あ
り
、
火
番
の
小
屋
は
若
者
が
詰
め
治
安
を
警
戒
す
る
場
所
で
も
あ
っ
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
）。
一
方
、
高
札
に
は
強
訴
・
徒
党
の
禁
制
や
切
支
丹
の
取
締
の
こ
と
が
書
か
れ
て

い
た
の
で
あ
ろ
う
。
高
札
場
は
こ
こ
以
外
に
も
御
蔵
台
の
大
椚
村
側
の
堤
の
上
と
、
戸
川
に
突
き
出

し
た
石
垣
の
上
に
も
あ
り
、
何
れ
も
屋
根
が
付
い
て
大
切
に
扱
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
高
札
に
は
、

堤
の
維
持
や
川
除
の
禁
制
が
書
か
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
目
を
追
分
に
戻
す
と
、
高
札
の
脇

に
大
き
な
石
碑
が
あ
る
。
こ
れ
は
絵
図
で
は
わ
か
ら
な
い
が
、「
南
無
妙
法
蓮
華
経
」
と
い
う
お
題
目

が
刻
ま
れ
た
大
き
な
石
碑
で
あ
っ
た
。
廃
仏
毀
釈
の
風
潮
が
盛
ん
な
明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
頃
、

表
面
を
削
ら
れ
て
、
県
庁
ま
で
の
距
離
を
示
す
道
標
に
変
わ
り
現
在
に
至
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る

（『
増
穂
町
誌
』
下
巻
）。
こ
う
し
た
石
造
物
に
注
意
し
て
絵
図
を
み
る
と
、
大
椚
村
・
長
澤
村
・
鰍
沢

村
と
の
村
境
三
ヶ
所
と
昌
福
寺
の
「
御
墨
印
」
地
の
合
計
四
ヶ
所
に
、
石
垣
の
上
に
石
碑
が
建
て
ら

れ
た
石
塔
が
四
基
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
く
。
こ
の
石
塔
に
何
が
刻
ま
れ
て
い
た
の
か
は

分
か
ら
な
い
が
、
同
様
に
お
題
目
の
七
文
字
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
寛

文
十
三
年
（
一
六
七
三
）
の
宗
門
人
別
帳
を
見
る
と
、
他
村
か
ら
来
た
奉
公
人
を
始
め
、
全
員
が
日

蓮
宗
の
寺
院
の
旦
家
で
あ
る
。
一
村
に
あ
る
寺
院
が
す
べ
て
日
蓮
宗
で
あ
っ
た
青
柳
村
は
、「
南
無
妙

法
蓮
華
経
」
と
い
う
お
題
目
の
力
に
よ
っ
て
村
の
境
界
を
守
る
と
い
う
意
識
が
非
常
に
強
く
作
用
し

て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
先
の
追
分
の
石
碑
と
合
わ
せ
る
と
村
内
五
ヶ
所
の

お
題
目
の
石
碑
に
よ
る
結
界
で
守
ら
れ
た
「
法
華
の
村
」
と
い
え
よ
う
か
。

次
に
、
青
柳
寺
の
向
か
い
側
に
は
「
正
一
位
」（
狐
白
稲
荷
大
明
神
）
の
社
が
あ
り
、
こ
の
地
域
は

も
と
仙
洞
田
姓
の
家
が
多
く
、
そ
の
同
族
神
で
あ
っ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
が
、
現
在
で
は
地
域

の
人
々
の
信
仰
を
集
め
る
神
社
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
手
前
が
「
郷
蔵
」
で
、
納
め
ら
れ
た
年
貢
を

輸
送
時
ま
で
保
管
し
た
り
、
災
害
に
備
え
た
貯
穀
（
米
や
麦
）
を
蓄
え
る
場
所
で
あ
っ
た
。

青
柳
の
村
を
貫
通
す
る
往
還
は
、
今
で
も
「
金
手
」（
か
ね
ん
て
）
と
呼
ば
れ
、
隣
の
南
ア
ル
プ
ス

市
古
市
場
や
甲
府
の
金
手
ほ
ど
で
は
な
い
に
し
て
も
、
鍵
状
に
曲
が
っ
て
い
る
。
そ
の
往
還
の
中
央

に
あ
っ
た
の
が
白
山
（
神
社
）
の
社
（
や
し
ろ
）
で
あ
る
。
こ
の
神
社
は
、
戦
国
時
代
に
身
延
の
あ

た
り
に
出
陣
し
た
武
田
信
玄
が
、
敵
の
矢
が
前
歯
に
当
た
っ
て
歯
痛
に
困
り
な
が
ら
帰
っ
て
き
た
時
、

こ
の
辺
り
の
小
祠
に
祈
願
す
る
と
た
ち
ど
こ
ろ
に
歯
痛
が
治
っ
た
と
い
う
。
信
玄
は
こ
の
霊
験
に
感

謝
し
て
白
山
社
を
勧
請
し
た
と
い
う
。
小
河
内
さ
ん
に
よ
れ
ば
、
当
時
の
道
は
八
反
畑
の
方
を
通
っ

て
い
て
、
白
山
の
祠
の
方
は
ご
く
細
い
道
で
は
な
か
っ
た
か
と
い
う
。
現
代
な
ら
ば
即
座
に
撤
去
さ

れ
る
で
あ
ろ
う
道
の
真
ん
中
に
鎮
座
す
る
白
山
権
現
社
は
、
青
柳
の
往
還
の
名
物
に
な
っ
て
い
た
よ

う
で
あ
る
。
甲
州
盆
唄
の
六
番
に
「
市
川
文
殊
知
恵
文
殊　

青
柳
の　

ソ
レ　

権
現
さ
ま
は
宿
の
中　

ド
ッ
コ
イ　

権
現
さ
ま
は
宿
の
中
～
♪
」
と
謡
わ
れ
て
い
た
と
い
う
。
現
在
は
諏
訪
神
社
境
内
に
合

祀
さ
れ
て
い
る
。

青
柳
河
岸　
　

絵
図
下
部
の
富
士
川
端
に
は
、
東
西
に
長
い
長
方
形
の
地
形
と
大
き
な
建
物
が
い

く
つ
か
描
か
れ
て
い
る
場
所
が
あ
る
。
青
柳
河
岸
の
「
御
蔵
臺
」（
御
蔵
台
）
で
あ
る
。
そ
の
規
模
は
、

『
甲
斐
国
志
』（
巻
之
三
十
一
山
川
部
第
十
二
）
に
よ
る
と
、
御
蔵
台
が
二
八
間
（
約
五
〇･

九
メ
ー
ト

ル
）
×
二
六
間
（
約
四
七･

三
メ
ー
ト
ル
）（
＝
二
反
四
畝
八
歩
）
で
、
正
方
形
に
近
い
形
状
で
あ
る
。

御
蔵
は
二
十
間
（
約
三
六･

四
メ
ー
ト
ル
）
×
四
間
（
約
七･

三
メ
ー
ト
ル
）（
＝
二
畝
二
〇
歩
）
で

非
常
に
細
長
く
、
現
在
追
分
の
青
柳
「
い
き
い
き
館
」
の
土
地
に
移
設
さ
れ
た
御
蔵
が
こ
れ
に
あ
た

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
囲
堤
は
長
さ
六
百
八
間
（
約
一
一
〇
五
・
三
メ
ー
ト
ル
）
で
あ
っ
た
。

こ
の
場
所
が
ど
の
よ
う
に
石
垣
な
ど
で
嵩
上
げ
さ
れ
水
害
か
ら
守
ら
れ
て
い
た
の
か
は
、
残
念
な
が

ら
こ
の
絵
図
か
ら
は
わ
か
ら
な
い
が
、
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
長
い
囲
堤
で
守
ら
れ
て
い
た
こ
と

は
確
か
で
あ
る
。
ま
た
、
御
米
蔵
は
二
十
間
×
四
間
で
三
河
岸
は
ど
れ
も
同
じ
大
き
さ
で
あ
る
が
、

鰍
沢
の
御
蔵
台
は
四
十
間
×
三
十
間
（
＝
四
反
）
で
、
青
柳
河
岸
の
さ
ら
に
二
倍
近
く
の
大
き
さ
で

あ
っ
た
。
黒
沢
河
岸
は
明
細
を
記
さ
な
い
が
、
御
蔵
台
は
一
反
二
畝
歩
で
、
青
柳
河
岸
の
御
蔵
台
の

半
分
の
大
き
さ
で
あ
っ
た
。

こ
の
御
蔵
台
を
中
心
と
す
る
富
士
川
に
沿
っ
た
地
域
が
青
柳
河
岸
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
青
柳

河
岸
の
前
後
に
は
、
巨
大
な
蛇
籠
・
菱
牛
な
ど
の
水
防
の
た
め
の
設
備
が
描
か
れ
て
い
る
。
特
に
、

右
（
北
側
）
に
は
「
三
ヶ
村
悪
水
」・「
長
澤
村
・
大
椚
村
悪
水
」
と
い
う
隣
村
の
排
水
口
も
あ
っ
て
、

石
を
入
れ
た
小
さ
な
籠
が
た
く
さ
ん
入
っ
た
大
規
模
な
蛇
籠
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
川
除
け

の
道
具
は
、
そ
の
規
模
の
大
小
は
あ
っ
て
も
富
士
川
に
沿
っ
て
堤
防
を
守
る
よ
う
に
設
置
さ
れ
、
今

も
河
川
敷
に
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
の
菱
牛
な
ど
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
水
神
を
祀
っ
た
と
思

わ
れ
る
神
社
も
御
蔵
台
の
す
ぐ
北
側
に
あ
る
。
一
方
、
御
蔵
台
の
向
か
っ
て
左
側
に
は
係
留
さ
れ
た

船
数
艘
と
、
人
や
荷
物
を
載
せ
た
舟
が
、
竿
を
さ
す
人
と
共
に
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
下
流
部
に
は
、

い
っ
た
ん
富
士
川
を
下
っ
た
舟
を
綱
で
曳
き
上
げ
て
く
る
人
々
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
三
河
岸
か

ら
わ
ず
か
数
時
間
で
駿
河
国
富
士
郡
岩
淵
河
岸
（
静
岡
県
富
士
市
）
ま
で
下
っ
た
舟
も
、
そ
れ
を
甲

州
三
河
岸
ま
で
ま
た
曳
き
上
げ
て
く
る
に
は
数
日
を
要
し
た
と
い
う
。
笠
を
被
っ
て
前
傾
姿
勢
で
一

生
懸
命
舟
を
曳
く
人
々
に
対
し
、
舟
に
は
一
人
ず
つ
竿
を
さ
す
人
が
乗
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
船

頭
で
あ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
気
に
な
る
の
は
、
御
蔵
台
の
富
士
川
に
面
し
た
門
か
ら
川
に
向
か
っ
て
一
本
の
赤
い
線
が

引
か
れ
、
そ
の
線
の
途
中
に
一
艘
の
舟
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
富
士
川
の
渡
船
を

─　84　─



表
す
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
青
柳
村
と
対
岸
八
代
郡
高
田
村
（
市
川
三
郷
町
）
を
結
ぶ
こ
の
渡

船
は
、「
青
柳
の
渡
し
」
と
も
「
高
田
の
渡
し
」
と
も
い
わ
れ
た
と
い
う
が
、
実
際
の
船
頭
は
高
田
村

の
人
で
、
年
に
二
度
、
高
田
村
の
者
が
青
柳
の
各
戸
を
廻
っ
て
渡
船
賃
を
集
め
た
と
い
う
。

御
蔵
台
に
は
日
の
丸
の
旗
が
掲
揚
さ
れ
て
お
り
、
出
入
り
口
が
五
つ
あ
る
倉
庫
の
よ
う
な
大
き
な

建
物
だ
け
で
な
く
、
大
小
さ
ま
ざ
ま
な
規
模
の
建
物
が
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
空
い
て
い
る
場
所
は
矢

来
で
囲
わ
れ
て
い
る
。
日
の
丸
は
幕
府
に
納
め
る
年
貢
を
運
ぶ
際
に
も
舟
に
掲
げ
ら
れ
た
よ
う
で
あ

る
。
た
だ
し
、
こ
の
御
蔵
台
の
場
所
は
中
央
を
建
物
で
仕
切
ら
れ
、
そ
こ
に
は
半
分
開
か
れ
た
門
が

あ
る
。
青
柳
村
に
年
貢
米
を
廻
送
す
る
御
蔵
が
建
て
ら
れ
た
の
は
寛
永
十
五
年
（
一
六
三
八
）
と
い

わ
れ
る
（『
甲
斐
国
志
』
巻
之
三
十
一
山
川
部
第
十
二
）。
し
か
し
、
天
保
年
間
（
一
八
三
〇
～
四
四
）

に
青
柳
村
で
は
村
方
騒
動
が
あ
り
、
年
貢
米
を
輸
送
す
る
問
屋
方
と
商
品
を
輸
送
す
る
村
方
側
に
分

離
す
る
こ
と
で
決
着
し
た
。
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
推
定
で
あ
る
が
、
こ
の
た
め
に
御
蔵
台
が
二
分
割

さ
れ
て
描
か
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

お
わ
り
に　
　

一
九
七
七
年
（
昭
和
五
二
年
）
三
月
に
刊
行
さ
れ
た
『
増
穂
町
誌
』
史
料
編
は
、

年
表
の
部
分
（
長
澤
斈
さ
ん
）
を
除
い
て
大
部
分
を
筆
者
が
担
当
し
た
（
年
貢
の
グ
ラ
フ
は
関
弘
志

さ
ん
）。
大
学
院
二
年
生
の
修
行
中
の
者
が
こ
の
よ
う
な
四
百
五
十
ペ
ー
ジ
に
及
ぶ
史
料
集
を
担
当
す

る
こ
と
は
た
め
ら
わ
れ
た
が
、
町
誌
編
纂
の
責
任
者
で
お
ら
れ
た
荘
司
存
良
さ
ん
（
教
育
委
員
会
次

長
・
𣇃
米
宝
林
寺
住
職
）
に
激
励
さ
れ
、
編
纂
室
の
神
田
貞
道
・
寺
井
永
治
・
市
川
幸
雄
・
深
澤
あ

つ
志
・
長
澤
斈
さ
ん
に
応
援
し
て
い
た
だ
き
、
史
料
編
の
編
集
に
取
り
組
ん
だ
。
誰
に
も
教
え
を
乞

う
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
、
古
文
書
を
読
む
こ
と
に
つ
い
て
は
、
人
生
の
中
で
一
番
勉
強
し
た
よ

う
に
思
う
。
史
料
編
を
出
版
す
る
に
あ
た
り
、
本
文
の
校
訂
が
終
わ
り
に
近
づ
い
た
こ
ろ
、
本
の
「
見

返
し
」
に
ど
の
よ
う
な
絵
図
を
入
れ
る
か
、
出
版
社
の
方
か
ら
早
急
に
返
事
を
求
め
ら
れ
た
。
こ
の
時
、

ど
の
よ
う
に
し
て
こ
の
絵
図
の
存
在
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
は
思
い
出
せ
な
い
が
、
実
物
を
一

目
見
て
、
史
料
編
「
見
返
し
」
に
は
勿
体
な
い
く
ら
い
の
素
晴
ら
し
い
絵
図
で
あ
る
と
感
じ
つ
つ
、

所
蔵
者
の
小
河
内
為
信
さ
ん
（
現
所
蔵
者
小
河
内
照
一
郎
さ
ん
の
父
上
）
の
快
諾
を
い
た
だ
き
、
早

速
出
版
社
の
方
に
撮
影
し
て
も
ら
い
、
白
黒
の
印
刷
で
は
あ
っ
た
が
、
史
料
編
の
見
返
し
を
飾
る
こ

と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

『
増
穂
町
誌
』
史
料
編
が
出
た
後
、
一
九
七
九
年
（
昭
和
五
四
年
）
に
柏
書
房
か
ら
出
版
さ
れ
た

『
図
録　

農
民
生
活
史
事
典
』
の
「
§
１
村
の
た
た
ず
ま
い
」
の
一
番
初
め
（
二
六
～
二
八
ペ
ー
ジ
）

に
こ
の
絵
図
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
解
説
が
載
せ
ら
れ
た
。
史
料
編
の
「
見
返
し
」
の
部
分
に
こ
の
絵

図
を
掲
載
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
筆
者
も
、
一
町
誌
に
掲
載
さ
れ
た
絵
図
が
全
国
に
出
版
さ
れ
た
本
に

取
り
上
げ
ら
れ
て
、
大
変
う
れ
し
く
思
っ
た
こ
と
を
今
で
も
覚
え
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
内
容
に

つ
い
て
は
、
い
く
つ
か
明
確
な
間
違
い
が
あ
り
、
当
時
か
ら
四
十
年
以
上
の
歳
月
が
経
っ
て
し
ま
っ

た
が
、
こ
こ
に
『
図
録　

農
民
生
活
史
事
典
』
の
解
説
で
訂
正
す
べ
き
四
つ
の
点
を
指
摘
し
て
お
き

た
い
。

ま
ず
、
青
柳
村
が
「
幕
領
、
村
高
二
六
五
石
余
」
と
い
う
点
に
つ
い
て
。
青
柳
村
の
支
配
は
時
代

に
よ
り
変
遷
し
て
い
る
が
、
大
ざ
っ
ぱ
に
い
え
ば
、
近
世
前
期
の
徳
川
忠
長
領
や
甲
府
徳
川
家
・
柳

沢
家
に
よ
る
藩
領
の
時
代
と
、
そ
の
後
享
保
九
年
（
一
七
二
四
）
以
降
の
幕
府
領
（
天
領
）
の
時
代

に
大
き
く
分
け
ら
れ
る
。
さ
ら
に
中
期
以
降
青
柳
村
の
周
辺
の
村
々
に
一
橋
家
や
田
安
家
な
ど
御
三

卿
領
が
設
定
さ
れ
る
が
、
青
柳
村
は
幕
末
ま
で
幕
府
直
轄
領
で
あ
っ
た
。
幕
領
は
正
し
い
。
し
か
し
、

村
高
は
慶
長
六
年
（
一
六
〇
一
）
の
検
地
結
果
を
反
映
し
た
と
思
わ
れ
る
古
高
三
八
二
石
余
が
、
寛

文
十
二
年
（
一
六
七
二
）
の
検
地
に
よ
る
新
高
七
二
一
石
余
に
増
加
し
た
が
、
一
度
も
二
六
五
石
余

に
な
っ
て
は
い
な
い
。
江
戸
時
代
の
大
部
分
の
青
柳
村
の
村
高
は
七
二
一
石
余
で
、「
村
高
二
六
五
石

余
」
と
い
う
数
字
が
ど
こ
か
ら
出
て
き
た
か
わ
か
ら
な
い
が
、
青
柳
村
の
村
高
が
「
二
六
五
石
余
」

で
あ
っ
た
時
代
は
一
度
も
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。

次
に
小
河
内
太
郎
左
衛
門
家
が
問
屋
以
外
に
村
役
人
と
し
て
「
庄
屋
」
で
あ
っ
た
と
い
う
点
。
甲

州
国
中
地
方
で
は
少
な
く
と
も
慶
長
六
年
（
一
六
〇
一
）
か
ら
幕
末
・
明
治
初
期
ま
で
、
村
役
人
の

名
称
は
名
主
・
長
百
姓
（「
長
百
姓
」
と
い
う
言
葉
が
確
認
さ
れ
る
の
は
「
名
主
」
よ
り
も
時
代
は
下

る
）
で
あ
り
、「
庄
屋
」
と
い
う
名
称
が
甲
斐
国
国
中
（
く
に
な
か
）
の
村
方
の
古
文
書
に
見
え
る
の
は
、

近
世
初
期
寛
永
期
（
一
六
二
四
～
四
四
）
の
ご
く
短
い
期
間
の
み
で
あ
る
。
し
か
も
、
同
書
に
書
か

れ
て
い
る
「
組
頭
」
と
い
う
役
職
も
、
甲
州
の
地
方
文
書
に
は
見
ら
れ
な
い
。
も
し
使
用
す
る
な
ら

ば
「
長
百
姓
」
と
い
う
肩
書
が
、
近
世
前
期
以
降
見
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
小
河
内
家
で
あ
る
が
、

青
柳
村
の
問
屋
を
代
々
勤
め
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
し
か
し
、
問
屋
だ
け
で
も
相
当
な
激
務
で
あ

り
、
名
主
と
の
兼
務
は
難
し
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
小
河
内
家
が
名
主
を
つ
と
め
た
こ
と
は
、
今
の
と

こ
ろ
青
柳
村
の
史
料
に
は
出
て
こ
な
い
。
し
か
し
、
村
の
オ
モ
ダ
チ
（
重
立
ち
）
と
し
て
「
長
百
姓
」

の
一
人
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
認
で
き
る
（【
表
7
】
参
照
）。

こ
の
他
、
青
柳
村
の
村
境
を
示
し
つ
つ
、
戸
川
沿
い
に
菱
牛
・
蛇
籠
な
ど
の
川
除
の
道
具
と
と
も

に
林
が
は
っ
き
り
と
描
か
れ
て
い
る
点
を
、
同
書
で
は
「
甲
州
八
珍
果
」
な
ど
の
果
樹
栽
培
の
地
を

想
定
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
点
は
先
に
も
触
れ
た
が
、
こ
れ
は
戸
川
沿
い
に
青
柳
村
の
飛
び
地

が
あ
っ
た
の
で
、
こ
れ
が
緑
肥
の
採
取
地
で
あ
り
、
水
防
の
た
め
の
林
と
し
て
描
か
れ
た
も
の
と
思

わ
れ
、
決
し
て
果
樹
栽
培
の
場
所
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
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も
う
一
つ
は
、
青
柳
村
の
寺
院
が
四
ヶ
寺
で
あ
る
と
書
か
れ
て
い
る
が
、
本
図
を
目
を
こ
ら
し
て

見
て
い
た
だ
け
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
一
番
南
の
善
応
寺
が
抜
け
て
い
る
。
青
柳
村
に
は
五
つ
の
日

蓮
宗
寺
院
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
以
外
の
諸
点
に
つ
い
て
は
、
今
後
青
柳
村
の
史
料
を
分
析
し
て
、
こ
の
絵
図
を
さ
ら
に
詳
し

く
解
読
し
て
み
た
い
と
思
う
。
史
料
編
の
古
文
書
の
解
読
と
校
正
・
編
集
の
締
め
切
り
に
追
わ
れ
て
、

当
時
そ
れ
以
外
の
こ
と
に
余
裕
の
な
か
っ
た
筆
者
は
、
柏
書
房
の
本
書
を
見
て
、
絵
図
を
こ
の
よ
う

に
解
読
・
解
説
で
き
る
の
か
、
と
教
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
こ
と
も
思
い
出
さ
れ
る
。
今
は
た

だ
、
あ
の
時
か
ら
四
十
年
以
上
た
っ
て
こ
の
文
を
書
く
機
会
が
与
え
ら
れ
た
こ
と
に
感
謝
し
た
い
。

そ
れ
と
と
も
に
、
県
外
に
住
む
筆
者
が
こ
の
長
い
年
月
に
、
途
中
中
断
し
た
期
間
が
あ
っ
た
に
せ
よ
、

当
地
で
古
文
書
整
理
・
史
料
調
査
を
継
続
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
た
こ
と
を
、
町
当
局
・
教
育
委
員

会
は
じ
め
歴
代
の
社
会
教
育
担
当
者
の
方
々
、
地
域
に
お
住
い
の
方
々
の
ご
援
助
に
感
謝
し
た
い
。

今
回
、
特
に
所
蔵
者
で
青
柳
町
育
ち
の
小
河
内
照
一
郎
さ
ん
に
は
、
こ
の
絵
図
の
出
版
の
ご
許
可

を
は
じ
め
、
地
域
の
伝
承
に
つ
い
て
も
教
え
て
い
た
だ
い
た
。
心
よ
り
感
謝
し
た
い
。
こ
の
絵
図
の

存
在
に
よ
っ
て
、
地
域
の
方
々
に
富
士
川
水
運
の
時
代
の
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
て
い
た
だ
き
、
郷
土

の
歴
史
に
関
心
を
持
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

な
お
、
本
図
に
つ
い
て
は
、
別
途
Ｂ
１
判
の
大
き
な
図
を
刊
行
し
て
い
る
の
で
、
詳
細
は
そ
ち
ら

を
参
照
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
こ
の
図
に
出
て
く
る
地
名
は
、【
表
2
】
記
載
事
項
に
書
出
し
た
。
絵
の

具
の
剥
落
に
よ
る
不
明
部
分
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
検
討
を
期
し
た
い
。

　

本
図
の
撮
影
は
井
上
直
樹
さ
ん
〔
サ
ン
ニ
チ
印
刷
フ
ォ
ト
グ
ラ
フ
ァ
ー
グ
ル
ー
プ
課
長
〕、
サ
ン
ニ
チ
印

刷
の
担
当
は
矢
口
浩
一
さ
ん
〔
サ
ン
ニ
チ
印
刷
営
業
局
営
業
部
長
〕
で
あ
る
。

あ
と
が
き

　

小
河
内
家
所
蔵
の
富
士
川
絵
図
は
、
筆
者
の
知
る
限
り
で
も
十
に
お
よ
ぶ
本
や
報
告
書

に
掲
載
さ
れ
て
い
る
有
名
な
絵
図
で
あ
る
。
し
か
し
、
長
大
で
あ
る
た
め
、
掲
載
さ
れ
る

写
真
は
ど
れ
も
極
め
て
小
さ
く
、
写
真
か
ら
文
字
は
読
め
ず
、
富
士
川
が
ど
の
よ
う
に
描

か
れ
て
い
る
の
か
さ
え
、
う
か
が
い
知
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
折
角
、
貴
重
な
絵
図

の
写
真
を
掲
載
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
な
ん
と
か
文
字
も
読
め
る
大
き
さ
で
、
し
か
も
カ

ラ
ー
で
全
体
図
を
掲
載
す
る
こ
と
が
、
是
非
必
要
で
あ
っ
た
。
本
絵
図
に
記
載
さ
れ
た
難

所
の
名
称
や
個
々
の
岩
の
名
前
・
地
名
の
読
み
、
そ
し
て
何
よ
り
も
こ
の
絵
図
が
作
成
さ

れ
た
理
由
も
、
小
野
寺
淳
氏
の
先
行
研
究
に
学
び
な
が
ら
も
、
こ
こ
か
ら
研
究
が
出
発
す

る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
現
在
の
地
形
と
の
対
比
や
陸
路
と
の
関
係
な
ど
も
、
今
後
議
論
さ

れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

富
士
川
絵
図
は
、
こ
れ
ま
で
少
な
く
と
も
四
面
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
た

が
、
今
回
小
河
内
家
か
ら
新
た
な
図
（
前
欠
で
上
部
が
一
部
欠
損
し
て
は
い
る
）
が
一
つ

提
供
さ
れ
た
の
で
、
合
計
五
面
存
在
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
う
ち
二
面
を
本
書
に
収

録
す
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
は
、
大
変
あ
り
が
た
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
富
士
川
町
を
称
す

る
本
町
は
、
な
ん
と
か
あ
と
三
面
の
所
在
と
関
連
資
料
の
存
在
を
確
認
し
、
富
士
川
水
運

に
つ
い
て
の
幅
広
い
研
究
を
進
め
る
う
え
で
の
基
礎
資
料
を
公
開
し
、
蓄
積
し
て
ゆ
き
た

い
と
思
っ
て
い
る
。

　

今
後
と
も
、
多
く
の
方
々
の
ご
支
援
、
ご
協
力
を
お
願
い
す
る
次
第
で
あ
る
。

�

（
菊
池
邦
彦
）
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